




 

 

 

はじめに 

 

富士宮市では、富士宮市男女共同参画推進条例の基本

理念に基づき、これまで３次にわたる富士宮市男女共同

参画プランの下、男女共同参画社会の実現に向け様々な

施策に取り組んでまいりました。 

この間、日本では、社会全体で少子高齢化の進行に加

え、新型コロナウイルス感染症の拡大を経験したことで

働き方の多様化やウェルビーイングに対し国民の期待が

高まるなど、価値観の変容が見られました。 

しかし一方では、依然として性別による役割分担意識や、無意識の偏見や思い込みから

生じる不平等感など、継続して取り組まなければならない課題が残されています。 

このような中、富士宮市では、これまで実施してきた施策の成果と課題を踏まえ、社会

情勢の変化に対応する「第４次富士宮市男女共同参画プラン」を策定しました。 

本プランでは、「男女共同参画社会を実現する基盤をつくる」、「誰もが活躍できる環

境をつくる」、「誰もが安心して暮らせるまちをつくる」の３つを基本目標として定め、

各施策を推進しながら、性別・年齢・国籍・障がいの有無などに関係なく、「誰もが尊重

され、個性と能力を発揮できるまち」を目指す姿として掲げております。 

プランの推進に当たりましては、行政だけでなく市民、地域、事業者及び関係団体等と

連携を図りながら一体となって取り組むことが重要になりますので、皆様の一層の御理解

と御協力をお願い申し上げます。 

結びに、本プランの策定に当たり御尽力いただきました、富士宮市男女共同参画審議会

委員の皆様をはじめ、御協力いただきました皆様に心より御礼申し上げます。 

 

令和８年３月 

富士宮市長 須藤 秀忠 
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１ プラン策定の趣旨 

本市では、平成 11（1999）年に、女性と男性が共に社会に参画し、性別にとらわれ

ることなく生き生きと充実した人生を送ることができる社会を目指し、「富士宮市男

女共同参画プラン」〔平成 11～17 年度（1999～2005 年度）〕を策定しました。 

平成 16（2004）年 4 月には、「富士宮市男女共同参画推進条例」を施行するととも

に、富士宮市女性センターを「富士宮市男女共同参画センター」に名称変更するなど、

男女共同参画社会の実現に向けて歩みを進めてきました。 

その後、少子高齢化、高度情報化、国際化の進展、家族形態の多様化など社会情勢の

大きな変化に対応するため、平成 18（2006）年 3月に「第 2次富士宮市男女共同参画プ

ラン」〔平成 18～27 年度(2006～2015 年度)〕、平成 28（2016）年 3 月に「第 3 次富士

宮市男女共同参画プラン（以下「第 3次プラン」という。）」〔平成 28～令和 7 年度(2016

～2025 年度)〕を策定し、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を総合的かつ計

画的に推進してきました。 

第 3 次プラン策定以降も、社会経済情勢は変化を続けており、特に令和 2（2020）年

から本格化した新型コロナウイルス感染症の拡大は、全国的に配偶者等からの暴力（Ｄ

Ｖ）や性暴力の増加・深刻化、雇用・所得への影響など、特に女性などの弱い立場にあ

る人へ大きな影響をもたらし、男女共同参画の重要性が再認識されました。 

このような中、令和 7（2025）年度末をもって、第 3 次プランの計画期間が満了とな

ることから、社会経済情勢の変化や市民の意識等を踏まえ、男女共同参画社会の実現と

女性活躍の推進に向けた取組を更に推進するため、新たに「第 4 次富士宮市男女共同参

画プラン（以下「本プラン」という。）」を策定します。 

 

２ 策定の背景 

（１）国の動き 

平成 11(1999)年に男女共同参画の形成に関する基本理念や、国、地方公共団体、国民

の責務などを定めた「男女共同参画社会基本法」が施行され、その翌年には、同法の基

本理念を実行に移すための法定計画として、「男女共同参画基本計画」が策定されました。

その後、5 年ごとに基本計画が策定されています。 

「男女共同参画社会基本法」の施行に前後して「雇用の分野における男女の均等な機

会及び待遇の確保等に関する法律」（男女雇用機会均等法）や「育児休業、介護休業等育

児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」（育児・介護休業法）などの改正が行

われました。 

 

以降、「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」（ＤＶ防止法）、「女性の
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職業生活における活躍の推進に関する法律」（女性活躍推進法）など、社会情勢の変化やニ

ーズの多様化に合わせた法整備や法改正を重ねています。 

【近年の動向】 

◆「第 6次男女共同参画基本計画」の策定 

人々の価値観や働き方の多様化、ＡＩ技術活用の広がりといった急速な社会情勢の変化

とそれに伴う新たな課題に対応するとともに、女性も男性も暮らしやすい多様な幸せ（Well-

Being）の実現を目指した男女共同参画の取組を推進するため、「テクノロジーの進展と利

活用の広がりを踏まえた男女共同参画の推進」「仕事と健康課題の両立支援」「災害対応への

男女共同参画の視点の導入」「地域における男女共同参画の取組」などを強化することを掲

げ、令和8（2026）年に策定が予定されています。（令和8（2026）年2月末現在） 

 

第６次基本計画の政策領域と個別分野 

Ⅰ 男女共同参画の推進による多様な幸せ（well-being）の実現  

第１分野 ライフステージに応じて全ての人が希望する働き方を選択できる社会の実現 

第２分野 あらゆる分野における政策・方針決定過程への女性の参画拡大  

第３分野 女性の所得向上の実現と経済的自立に向けた環境整備 

第４分野 生涯を通じた男女の健康への支援 

第５分野 テクノロジーの進展・利活用の広がりを踏まえた男女共同参画の推進 

第６分野 ジェンダーに基づくあらゆる暴力を容認しない社会基盤の形成と被害者支援

の充実  

第７分野 男女共同参画の視点に立った貧困等生活上の困難に対する支援と多様性を 

尊重する環境の整備 

第８分野 防災・復興における男女共同参画の推進 

Ⅱ 男女共同参画社会の実現に向けた基盤の整備・強化  

第９分野  地域における男女共同参画の状況に応じた取組の推進 

第 10分野 男女共同参画の視点に立った各種制度等の整備 

第 11分野 教育・メディア等を通じた男女双方の意識改革、理解の促進 

第 12分野 男女共同参画に関する国際的な協調及び貢献 

Ⅲ 男女共同参画社会の実現に向けた推進体制の整備・強化 
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◆「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」の施行 

令和 6（2024）年 4 月、困難な問題を抱える女性への支援のための施策を推進する「困

難な問題を抱える女性への支援に関する法律（以下「女性支援新法」という。）」が施行

されました。対象は、年齢、障がいの有無、国籍等を問わず、性被害や家庭の状況等の

様々な事情により日常生活や社会生活を送る上で困難な問題を抱える女性やそのおそれ

のある女性となっています。 

◆「ＬＧＢＴ理解増進法」の施行 

令和 5（2023）年 6 月、性的少数者に対する理解を広めるための「ＬＧＢＴ理解増進

法」が施行されました。正式名称は「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様

性に関する国民の理解の増進に関する法律」であり、性的指向や性自認の多様性に寛容

な社会の実現に向けて、基本理念を定めるもので、国・地方公共団体は理解増進施策の

策定・実施に努めるものとされています。 

 

（２）静岡県の動き 

静岡県においては、「誰もが個性を活かし能力を発揮できる社会」を目指し、平成 13

（2001）年に「静岡県男女共同参画推進条例」を制定、平成 15（2003）年に「静岡県男

女共同参画基本計画“ハーモニックしずおか 2010”」を策定し、以降、時代に応じた見直

しを行いながら、性別にとらわれず、誰もが生きやすい社会を実現するための取組を推

進してきました。 

 

【近年の動向】 

◆「第 4次静岡県男女共同参画基本計画」の策定 

令和 8（2026）年 3月、「誰もが幸せを実感できる寛容な社会の実現～男女共同参画の

推進による県民のウェルビーイング向上～」を基本目標に、意識の改革と教育の推進、

安全・安心に暮らせる社会の実現、固定的役割分担からの脱却、あらゆる分野における

女性の活躍推進の 4 つの大柱により施策を推進する「第 4 次静岡県男女共同参画基本計

画」が策定されました。 

◆「静岡県パートナーシップ宣誓制度」の開始 

令和 5（2023）年 4 月、県のビジョンの目標の 1 つである「ジェンダー平等と性の多

様性を認め合う環境づくり」を実現する具体的な取組として、法的に婚姻が認められて

いない同性カップル等が安心して暮らせる環境づくりに向けて「静岡県パートナーシッ

プ宣誓制度」を開始しています。 
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１ プランの位置付け 
 

(1) 本プランは、富士宮市男女共同参画推進条例第 11 条第 1 項の規定に基づく、男女

共同参画推進施策を総合的かつ計画的に実施するために策定する行動計画です。ま

た、「男女共同参画社会基本法」第 14 条第 3 項の規定に基づく市町村男女共同参画

計画に当たります。 

(2) 本プランは、国の「男女共同参画基本計画」及び県の「静岡県男女共同参画基本

計画」を勘案するとともに、市の最上位計画である「第 6次富士宮市総合計画」及

び他の関連計画と整合性を図っています。 

(3) 本プランは、「女性支援新法」第 8 条の 3 及び「配偶者からの暴力の防止及び被害

者の保護等に関する法律（以下「ＤＶ防止法」という。）」第 2 条の 3 第 3項の規定

に基づく市町村基本計画である「富士宮市困難な問題を抱える女性への支援及び配

偶者等からの暴力の防止並びに被害者支援基本計画（以下、「富士宮市困難な問題を

抱える女性への支援及びＤＶ対策基本計画」という。）」と整合性を図っています。 

(4) 本プランは、「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律（以下「女性活躍

推進法」という。）」第 6条第 2 項の規定に基づく市町村推進計画を包含します。 
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整合 

 

【国】 

○男女共同参画社会基本法 

○独立行政法人男女共同参画 

機構法 

男女共同参画基本計画 

○ＤＶ防止法 

配偶者からの暴力の防止及び

被害者の保護等のための施策

に関する基本的な方針 

○女性活躍推進法 

女性の職業生活における活躍

の推進に関する基本方針 

○女性支援新法 

困難な問題を抱える女性への

支援のための施策に関する 

基本方針 

 

 

【静岡県】 

○男女共同参画推進条例 
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２ プランの期間 

 

本プランの期間は、令和 8 年度～令和 17年度（2026 年度～2035 年度）の 10 年間とし

ます。 

令和 8 年度から令和 12 年度（2026 年度～2030 年度）を前期、令和 13 年度から令和

17 年度（2031 年度～2035 年度）を後期とし、中間年度となる令和 12 年度（2030 年度）

にプランの中間評価・見直しを行います。 

 

 令和8 

（2026） 

9 

（2027） 

10 

（2028） 

11 

（2029） 

12 

（2030） 

13 

（2031） 

14 

（2032） 

15 

（2033） 

16 

（2034） 

17年度 

（2035） 

富士宮市 

第６次富士宮市総合計画 

 

 

静岡県 
第４次静岡県男女共同参画基本計画 

（令和８～12 年度） 
第５次計画 

国 
第６次男女共同参画基本計画 

（令和８～12 年度） 
第７次計画 

 

  

前期 後期 

◆中間評価 

 ・見直し 

第４次富士宮市男女共同参画プラン 
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３ 本プランとＳＤＧｓの関係 

ＳＤＧｓとは、Sustainable Development Goals の頭文字を取ったもので、「持続可能

な開発目標」を指します。平成 27(2015)年 9月開催の国連サミットで採択された、2030

年までに持続可能でよりよい世界を目指すための 17 の国際的な目標です。 

本市は、国の「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されており、市の最上位計画である「富士

宮市総合計画」において、基本目標ごとにＳＤＧｓに関わる取組を取り入れるとともに、

市が総力を挙げてその達成に向かうこととしています。 

また、市が推進する「富士山を守り未来につなぐ富士山ＳＤＧｓ」の取組によって、

令和 3 年度に国の「ＳＤＧｓ未来都市」として選定されています。 

本プランにおいても、特に関連の深い「目標 5 ジェンダー平等を実現しよう」を中

心に、ＳＤＧｓの視点を活かした男女共同参画・ジェンダー平等の取組を推進します。 

 

本プランに関連のあるＳＤＧｓの目標（ゴール） 

 

 

 

 

 

 

 

富士山を守り未来につなぐ富士山ＳＤＧｓのロゴマーク 
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４ 第 3次プランの進捗と評価 

第 3 次プランでは、7 つの基本的施策それぞれに指標を設定し、指標に対する達成状

況は、毎年度、富士宮市男女共同参画審議会へ報告するとともに、市ホームページにお

いて公表しています。 

第 4 次プランの策定に当たり、第 3 次プランを評価するため、指標の達成状況を確認

しました。これらの評価を受けて、新たな指標と目標値を設定します。 

 

第 3 次プランの指標の達成状況 

【評価（自己評価）】 

Ｓ：男女共同参画の視点を持ち計画（想定）以上の成果を上げることができた（目標の 120％

以上） 

Ａ：男女共同参画の視点を持ち概ね取り組むことができた（目標の 80％以上 120％未満） 

Ｂ：男女共同参画の視点が弱く一部取り組むことができなかった、一層の取組が必要（目標

の 80％未満） 

Ｃ：取組を実施しなかった（未実施）、積極的な取組が必要（目標 0％） 

―：該当ケースがなかった（該当なし） 

 

■基本的施策１ 男女共同参画についての理解の促進 

指標 
策定時 

（R1） 

目標値 

（R7） 

実績値 

（R6） 
評価 

(1)男女共同参画推進のための広報・啓発 

男女共同参画に関する講演会等への参加

人数 
390 人 500 人 413 人 Ａ 

(2)男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進 

男女共同参画の視点に立った職業講話を

実施する学校数 
2 校 年 3 校 3 校 Ａ 

 

■基本的施策２ 政策・方針決定過程への女性の参画拡大 

指標 
策定時 

（R1） 

目標値 

（R7） 

実績値 

（R6） 
評価 

(1)審議会等への女性の参画拡大 

審議会等の委員に占める女性の割合 26.9％ 30％ 30.7％ Ａ 

 

■基本的施策３ 地域における男女共同参画の推進 

指標 
策定時 

（R1） 

目標値 

（R7） 

実績値 

（R6） 
評価 

(2)男女共同参画の視点に立った防災活動の推進 

防災訓練参加者に占める女性の割合 42.8％ 45.0％ 39.5％ Ａ 
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■基本的施策４ 就労の場における男女平等とワーク・ライフ・バランスの推進 

指標 
策定時 

（R1） 

目標値 

（R7） 

実績値 

（R6） 
評価 

(1)男性中心型の働き方の変革によるワーク・ライフ・バランスの推進 

(3)仕事と育児・介護の両立への支援 

「男女共同参画社会づくり宣言」（県事業）

の宣言事業所・団体数 
22 件 27 件 24 件 Ａ 

 

■基本的施策５ 男女がともに担う子育てと介護への支援 

指標 
策定時 

（R1） 

目標値 

（R7） 

実績値 

（R6） 
評価 

(1)子育てへの支援 

教育・保育の認可施設における利用定員数 4,747 人 4,730 人 3,936 人 Ａ 

(3)男性の子育て・介護への参画促進 

積極的に育児をしている父親の割合 
（4 か月児） 

67.8％ 69％ 80.8％ Ａ 

 

■基本的施策６ 性に関する理解促進と男女の健康支援 

指標 
策定時 

（R1） 

目標値 

（R7） 

実績値 

（R6） 
評価 

(2)性差やライフステージに応じた健康支援 

子宮頸がん検診受診 20.9％ 22％ 21.9％ Ａ 

乳がん検診受診率 19.7％ 22％ 21.6％ Ａ 

男性の肺がん検診受診率 40.1％ 
40％台 

維持 
36.5％ Ａ 

 

■基本的施策７ 女性に対する暴力の根絶 

指標 
策定時 

（R1） 

目標値 

（R7） 

実績値 

（R6） 
評価 

(1)ＤＶ（配偶者等からの暴力）のない地域づくりの推進 

デートＤＶ講座を実施する学校数 5 校 年 4 校 5 校 Ａ 
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１ 統計データからみる富士宮市の現状 

（１）人口や世帯等の状況 

① 総人口及び年齢 3 区分別人口の推移 

平成 31（2019）年以降の人口をみると、総人口は減少傾向にあり、令和 6（2024）年

1 月 1 日現在 129,250 人となっています。 

年齢 3 区分別に見ると、人口減少に合わせ、高齢者人口が増加する一方で、年少人口

や労働力人口の減少が続いています。 

総人口・年齢３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

② 人口ピラミッド（性別年齢 5歳階級人口） 

性別に年齢 5 歳階級別の人口をみると、60 歳以上では男性に比べ女性が多く、60 歳未

満では男性に比べ女性が少なくなっています。 

年齢 5 歳階級別人口（令和 6 年 1 月 1 日現在） 

  

16,829 16,472 15,964 15,433 14,772 14,172 

78,434 77,708 76,658 75,674 75,288 74,731 

37,698 38,119 38,601 39,046 39,190 39,266 

132,961 132,299 131,223 130,153 129,250 128,169 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年

65歳以上

15～64歳

0～14歳

資料：住民基本台帳（各年１月１日現在）

（人）

1,854 
2,476 

2,997 
3,143 
3,327 
3,285 
3,124 

3,652 
4,151 

4,868 
5,231 

4,349 
3,879 
3,995 

4,786 
3,672 

2,784 
1,392 

522 
126 

02,0004,0006,000

0～4
5～9
10～14
15～19
20～24
25～29
30～34
35～39
40～44
45～49
50～54
55～59
60～64
65～69
70～74
75～79
80～84
85～89
90～94
95歳以上

（人）

男性

1,693 
2,322 

2,830 
2,934 
2,937 

2,687 
2,596 

3,375 
3,696 

4,465 
4,884 

4,195 
3,953 
4,197 

5,275 
4,467 

3,613 
2,420 

1,413 
604 

0 2,000 4,000 6,000

0～4
5～9
10～14
15～19
20～24
25～29
30～34
35～39
40～44
45～49
50～54
55～59
60～64
65～69
70～74
75～79
80～84
85～89
90～94
95歳以上

（人）

女性

資料：住民基本台帳（令和６年１月１日現在）

↑男性に比べ多い 

↓男性に比べ少ない 
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③ 性別・年齢 5歳階級別人口の動向 

平成 31（2019）年と令和 6（2024）年の年齢 5 歳階級別人口を比較し、ライフサイク

ルごとの人口の動きをみると、主に女性で進学（15～19 歳→20～24 歳）・就職（20～24

歳→25～29 歳）のタイミングにおいて各年齢階級で 200 人以上減少しています。 

年齢 5 歳階級別人口の推移（平成 31 年→令和 6 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 世帯構成の推移 

一般世帯の構成を国・静岡県と比較すると、「夫婦とこども」は、国・県よりもやや高

く、「単独世帯」は国・県よりも低くなっています。 

一方で、平成 22（2010）年以降の推移をみると、「核家族以外の世帯」は減少、「単独

世帯」の割合が大きく増加し、令和２（2020）年では最も高い割合となっています。 

世帯構成の国・静岡県との比較と推移 

 

 

 

 

 

  

14 

-11 

-81 

-135 

-7 

-93 -79 
-59 

-74 

-13 

-50 

-87 

-159 

-6 

5 

-48 

-230 
-292 

-119 

2 

-29 -45 

-41 

15 

-12 

-81 

-300

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

０～４→

５～９歳

５～９→

10～14歳

10～14→

15～19歳

15～19→

20～24歳

20～24→

25～29歳

25～29→

30～34歳

30～34→

35～39歳

35～39→

40～44歳

40～44→

45～49歳

45～49→

50～54歳

50～54→

55～59歳

55～59→

60～64歳

60～64→

65～69歳

男 女

（人）

資料：住民基本台帳（各年１月１日現在）

夫婦のみ

21.0

20.6

20.0

夫婦と

こども

26.6

26.1

25.0

ひとり親と

こども

10.2

9.3

9.0

核家族以外

の世帯

11.8

11.1

6.8

非親族を

含む世帯

0.9

0.9

0.9

単独世帯

29.5

31.9

38.0

0.1

0.1

0.3

富士宮市

静岡県

全 国

単位：％
核家族世帯※

資料：国勢調査

不詳

※核家族世帯：国勢調査では、「夫婦のみ」「夫婦とこども」「ひとり親とこども（父親又は母親と

未婚の子のみで構成する世帯）」を「核家族世帯」と定義している。 

夫婦のみ

19.5

20.3

21.0

夫婦と

こども

29.5

27.9

26.6

ひとり親と

こども

9.5

10.0

10.2

核家族以外

の世帯

18.2

15.3

11.8

非親族を

含む世帯

0.7

0.9

0.9

単独世帯

22.5

25.5

29.5

0.1

0.1

0.1

平成22年

平成27年

令和２年

単位：％
核家族世帯※

資料：国勢調査

不詳



 

14 

⑤ ひとり親世帯の状況 

ひとり親世帯数については、母子世帯は約 800 世帯、父子世帯は約 100 世帯程度で推移

しており、令和 2（2020）年は母子世帯が 796 世帯、父子世帯が 97世帯となっています。 

そのうち 6 歳未満のこどもがいる世帯については、令和 2（2020）年は母子世帯が 132

世帯、父子世帯が 5 世帯と、母子世帯が圧倒的に多くなっています。 

ひとり親世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥ 高齢単独世帯の状況 

令和 2（2020）年の 65 歳以上単独世帯数は、男性 1,993 世帯、女性 3,383 世帯となっ

ています。男性は 75 歳以降急速に世帯数が減少し、配偶関係は「未婚」や「離別」が多

いのに対し、女性では、70～74 歳をピークに緩やかに減少、配偶関係は「死別」が多い

など、性別により差がみられます。 

性別・年齢階級別の高齢単独世帯数（配偶関係別） 

  

807
863

796

100 128 97
145 146 132

10 13 5
0

200

400

600

800

1,000

平成22年 平成27年 令和２年 平成22年 平成27年 令和２年

母子世帯 父子世帯

総数

（うち6歳未満の子どもあり）

資料：国勢調査

（世帯）

※母子（父子）世帯：国勢調査では、未婚、死別・

離別の女（男）親とその未婚の 20 歳未満のこど

もだけからなる一般世帯と定義している。 

635
583

357

231

121

60

6
0

100

200

300

400

500

600

700

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90～94歳 95歳以上

配偶関係「不詳」

離別

死別

有配偶

未婚

資料：国勢調査

（世帯） ＜男性＞

550

775

719

622

490

184

43

0

100

200

300

400

500

600

700

800

65～69歳 70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90～94歳 95歳以上

配偶関係「不詳」

離別

死別

有配偶

未婚

資料：国勢調査

（世帯） ＜女性＞
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（２）女性活躍や就労の状況 

① 女性の労働力率の推移 

平成 27（2015）年と令和 2（2020）年の国勢調査結果を比較すると、女性の労働力率

は 85 歳以上を除く全ての年齢階級で上昇しているものの、20 歳代後半と 30 代前半で

は、労働力率に 9.1 ポイントの差があります。 

5 歳階級別の女性の労働力率（平成 27 年と令和 2 年の比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

② 性別の雇用形態の比較 

令和 2（2020）年の性別の雇用形態の内訳をみると、国・静岡県と同様に、女性で非正

規雇用の割合が高くなっています。 

また、女性の年齢別の正規・非正規割合をみると、20 歳代～30 歳代前半までは「正規

の職員・従業員」が「非正規」を上回るのに対し、30 歳代後半を境に「非正規」が「正

規の職員・従業員」を上回ります。 

性別の雇用形態の内訳（令和 2 年） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

女性の年齢別の雇用形態（令和 2 年） 

 

  

14.7 

78.9 

87.1 

78.0 79.4 
83.6 85.3 82.6 

77.0 

63.0 

43.0 

28.1 

14.0 
6.9 2.2 

12.3 

74.4 78.0 
71.7 74.6 

80.2 81.7 79.0 

71.9 

54.5 

36.8 

20.2 
11.1 

5.4 

2.3 

0

20

40

60

80

100

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

令和２年 平成27年

資料：国勢調査

（％）

※労働力率：15 歳以上人口に占める労働力人口 

（就業者＋求職中の失業者）の割合。 

46.5 

45.5 

48.0 

53.5 

54.5 

52.0 

0 20 40 60 80 100

富士宮市

静岡県

国

資料：国勢調査

％
■女性

正規雇用 非正規雇用

81.9 

81.6 

81.6 

18.1 

18.4 

18.4 

0 20 40 60 80 100

富士宮市

静岡県

国

％
■男性

正規雇用 非正規雇用

正規雇用：正規の職員・従業員

非正規雇用：労働者派遣事業所の派遣社員

＋パート・アルバイト・その他

0

20

40

60

80

100

15～19歳 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65歳以上

（％）

資料：国勢調査

非正規（労働者派遣事業所の派遣社員、

パート・アルバイト・その他）

正規の職員・従業員

＜女性＞
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③ 共働き世帯の推移 

令和 2（2020）年の夫婦のいる一般世帯数は 29,471 世帯のうち、共働き世帯は 14,955

世帯（50.7％）となっています。平成 22 年からの推移をみると、夫婦のいる一般世帯に

占める共働き世帯の割合は増加しています。 

夫婦のいる一般世帯及び共働き世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 市に常住する就業者の市内従業割合 

市に常住する就業者の市内で従業・市外へ通勤の割合をみると、男女ともにいずれの

年齢階級も「市内で従業」の割合が高くなっています。 

富士宮市に常住する就業者の年齢別市外・市内通勤割合（令和２年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30,556 30,123 29,471 

15,095

(49.4%) 

15,045

(49.9%) 

14,955

(50.7%) 

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

35,000

平成22年 平成27年 令和２年

資料：国勢調査

（世帯）
夫婦のいる一般世帯

共働き世帯

0

20

40

60

80

100

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65歳以上

（％）

資料：国勢調査

市外へ通勤

市内で従業

＜男性＞

0

20

40

60

80

100

15～19 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59 60～64 65歳以上

（％）

資料：国勢調査

市外へ通勤

市内で従業

＜女性＞
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２ アンケート結果等からみる富士宮市の現状 

（１）調査の概要 

本プランの策定と今後の市の男女共同参画施策の推進に反映させることを目的に、令

和 6（2024）年 7 月に以下の 3 つの調査を実施しました。 

項目 ①市民意識調査 ②事業所調査 
③市民意識調査 
（中学生） 

ア 調査対象 
市内在住の 18 歳以上 

2,500 人 

市内に所在の事業所 

350 社 

市 内 公 立 中 学 校 （ 13

校）・私立中学校（１校）

の中学 2 年生 1,164 人 

イ 抽出方法 
住民基本台帳より 

無作為抽出 

市内事業所より 

無作為抽出 
全員に対し実施 

ウ 調査方法 
郵送配付・郵送回収 

（インターネットによる回答を併用） 

※8 月中旬に督促状兼お礼状ハガキを発送 

インターネットによる 

配布・回収 

エ 調査期間 令和 6 年 7 月 22 日（月）～8 月 23 日（金） 
令和 6 年 7 月上旬 

～7 月 25 日（木） 

オ 回収結果 

郵送 845 件 

WEB 290 件 

計 1,135 件 

（45.4％） 

郵送 113 件 

WEB  47 件 

計 160 件 

（45.7％） 

833 件（71.6％） 

カ 調査項目 

► 社会における制度・慣行

について 

► 男女共同参画に関する

教育・学習について 

► 意思決定過程への女性

の参画について 

► 防災対策における男女

参画について 

► 地域社会とのつながり

について 

► 用語などについて 

► 男女がともに働きやす

い就業環境について 

► ワーク・ライフ・バラン

ス（仕事と生活の調和）

について 

► 性的マイノリティにつ

いて 

► 事業所の状況について 

► 女性の活躍推進・管理職

登用について 

► 各種ハラスメント対策

について 

► 育児・介護休業制度につ

いて 

► 仕事と家庭の両立支援

について 

► 性的マイノリティにつ

いて 

 

► 学校生活での平等感に

ついて 

► 友達との関係について 

► 親との関係について 

► 男女家庭生活について 

► 「女らしさ」「男らしさ」

などについて 

► 性的マイノリティにつ

いて 

► ＤＶ・デートＤＶについ

て 

► 悩みや不安について 

► 将来のことについて 

► 性的マイノリティにつ

いて 
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Ⅰ 市 民 意 識 調 査 

（２）調査結果の概要 

 

 

①「男は仕事、女は家庭」という男女の役割分担意識について 

「男は仕事、女は家庭」という考え方については、「どちらかといえば反対」が 48.4％

と最も高く、「反対」33.2％を合わせた、『反対』は 81.6％であり、前回調査を上回って

います。これに対し、「賛成」3.0％と「どちらかといえば賛成」14.2％を合わせた『賛

成』は 17.2％となっています。 

性別で比較すると、『賛成』は男性 20.4％、女性 14.0％であり、男性が女性を上回り

ます（6.4 ポイント差）。年齢別でみると、『賛成』は年齢が上がるほど高い割合となって

おり、70歳以上では 2割台となっています。 

「男は仕事、女は家庭」という役割分担の考え方に対する意識 【経年比較・性別・年齢別】 

72.1 26.8

『反対』『賛成』

81.6 17.2

78.5

84.5

88.9

90.2

87.8

85.7

83.9

75.9

71.3

20.4

14.0

8.9

9.9

11.5

13.4

14.8

23.0

26.9

33.2

29.1

31.8

34.5

51.1

26.8

37.8

37.6

32.9

29.1

29.4

48.4

43.0

46.7

50.0

37.8

63.4

50.0

48.1

51.0

46.8

41.9

14.2

22.8

16.4

11.8

6.7

9.9

11.5

10.5

12.4

19.1

20.0

3.0

4.0

4.0

2.2

2.2

0.0

0.0

2.9

2.4

3.9

6.9

1.2

1.0

1.1

1.4

2.2

0.0

0.7

1.0

1.4

1.1

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年度(n=1,135)

令和元年度(n=652)

男性(n=475)

女性(n=634)

18～29歳(n=45)

30～39歳(n=71)

40～49歳(n=148)

50～59歳(n=210)

60～69歳(n=210)

70～79歳(n=282)

80歳以上(n=160)

反対 どちらかといえば反対 どちらかといえば賛成 賛成 無回答

性

別

年

齢

別

※令和元年度（前回調査）は「わからない」を除き再集計
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②家庭・育児・介護等の役割分担の現状と希望について 

家事・育児等の役割分担の現状については、＜①掃除、洗濯、食事の支度など＞や＜

③日々の家計の管理＞、＜⑥育児、こどものしつけ＞や＜⑩こどもの行事への参加＞は

『主に妻※１』、＜⑤生活費を稼ぐ＞や＜②ゴミ出しなどの簡単な家事＞、＜⑧自治会な

どの地域活動＞は『主に夫※２』の割合が高くなっています。 

現状と希望を比較すると、全ての項目で「夫と妻が同じくらい」の割合は、希望が現

状を上回ります。また、性別での比較においても、男女ともに全ての項目で「夫と妻が

同じくらい」の割合は、希望が現状を上回ります。 

家庭・育児・介護等の役割分担の現状と希望 【性別】 

 

 

  

■男性 ■女性

① 掃除、洗濯、食事の支度など

② ゴミ出しなどの簡単な家事

③ 日々の家計の管理

④ 高額の品物の購入を決める

⑤ 生活費を稼ぐ

⑥ 育児、こどものしつけ

⑦ 親の世話〈介護〉

⑧ 自治会などの地域活動

⑨ 近所とのつきあい

⑩ こどもの行事への参加

73.9 

45.4 

40.2 

20.7 

60.6 

44.2 

19.0 

13.4 

3.9 

2.3 

41.6 

19.4 

30.4 

13.7 

21.9 

6.2 

38.2 

15.0 

38.5 

16.1 

4.3

23.2

7.3

18.1

9.3

18.1

29.2

36.4

12.3

19.9

13.9

32.6

8.2

27.0

10.7

22.9

27.3

42.1

10.6

30.1

0.5

1.0

29.8

29.3

7.5

5.2

25.7

17.5

52.4

39.0

1.7

2.1

2.0

2.9

34.4

30.9

7.3

7.9

1.9

3.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現状

希望

現状

希望

現状

希望

現状

希望

現状

希望

現状

希望

現状

希望

現状

希望

現状

希望

現状

希望

『主に妻』※１

夫と妻が同じくらい

『主に夫』※２

※１「主に妻」＋「主に妻だが、夫も分担」の合計

※２「主に夫」＋「主に夫だが、妻も分担」の合計

68.9 

49.3 

28.8 

20.0 

57.7 

42.1 

15.6 

10.5 

3.6 

1.9 

34.7 

20.2 

20.8 

14.5 

10.6 

6.3 

28.6 

17.3 

27.6 

16.2 

8.2

21.1

8.4

16.0

9.5

18.1

36.4

41.9

17.1

21.9

20.0

34.1

14.5

30.1

12.6

24.0

33.7

41.5

18.3

31.6

3.6

0.8

43.4

35.0

12.4

8.2

26.2

17.5

52.6

40.6

3.1

2.5

4.4

2.7

46.1

33.4

13.4

9.7

4.0

2.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

現状

希望

現状

希望

現状

希望

現状

希望

現状

希望

現状

希望

現状

希望

現状

希望

現状

希望

現状

希望

『主に妻』※１

夫と妻が同じくらい

『主に夫』※２



 

20 

③男性が家事・育児・介護・地域活動に参加するために必要なこと 

男性が家事・育児・介護・地域活動等に参加するために必要なこととして、「男性が家

事・育児などに参加することに対する男性の抵抗感をなくすこと」が 61.9％で最も高く、

次いで「夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること」が 53.6％、「男性に

よる家事・育児などについて、職場における上司や周囲の理解を進めること」47.3％な

どが続きます。 

性別では、多くの項目で女性の割合が男性を上回ります。 

男性が家事・育児・介護・地域活動に参加するために必要なこと 【上位６項目・全体／性別】 

 

 

  
61.9

53.6

47.3

39.7

38.1

35.8

55.2

47.2

42.5

32.0

33.7

32.8

67.2

58.4

51.3

46.2

40.9

37.4

0% 20% 40% 60% 80%

男性が家事・育児などに参加することに対する

男性の抵抗感をなくすこと

夫婦や家族間でのコミュニケーションをよくはかること

男性による家事・育児などについて、職場における

上司や周囲の理解を進めること

年配者やまわりの人が、夫婦の役割分担などについて

当事者の考え方を尊重すること

社会の中で、男性による家事・育児などについても、

その評価を高めること

労働時間短縮や休暇制度、テレワークなどのＩＣＴ

（情報通信技術）を利用した多様な働き方などの普及を進め、

仕事以外の時間をより多く持てるようにすること

全体(n=1,135)

男性(n=475)

女性(n=634)
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④男性の育児休業・介護休業の取得について 

男性が育児休業や介護休業を取得することについては、いずれも「積極的に取っ

た方が良い」の割合が 5 割半ばから約 6 割で高くなっており、「どちらかといえば、

取った方が良い」を合わせると 9 割以上を占めています。男性が育児・介護休業を

取得することに対する社会的な理解が得られていることがうかがえます。 

男性の育児休業・介護休業の取得 【全体】 

 

 

 

 

 

⑤ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて職場・家庭・地域で必要とされる取組 

ワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）を実現するために、職場・家庭・

地域で必要だと思う取組については、「職場の雰囲気が変わること（帰宅のしやすさ、

休みの取りやすさなど）」が 45.1％で最も高く、次いで「保育所など仕事と家事・育

児・介護を両立するための施設が整備されていること」、「育児休業や短時間勤務な

ど、仕事と家事・育児・介護を両立するための制度が整備されていることなどが続き

ます。性別でみると、多くの項目で女性の割合が男性を上回っており、特に「配偶者

（又はパートナー）が家事・育児・介護に参加してくれること」は女性が男性を大き

く上回っています。 

ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて職場・家庭・地域で必要とされる取組 【上位６項目・全体／性別】 

 

 

 

 

  

『取った

方が

よい』

『取らな

い方が

よい』

90.8 5.9

93.1 3.6

55.2

59.5

35.6

33.6

4.4

2.9

1.5

0.7

3.3

3.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 育児休業

② 介護休業

積極的に取った方がよい どちらかといえば取った方がよい

どちらかといえば取らない方がよい 取らない方がよい

無回答

45.1

39.6

37.5

33.0

28.0

23.3

40.4

34.7

32.8

17.3

25.9

25.1

48.1

43.7

40.7

44.8

29.3

22.2

0% 20% 40% 60% 80%

職場の雰囲気が変わること（帰宅のしやすさ、

休みの取りやすさなど）

保育所など仕事と家事・育児・介護を両立するための

施設が整備されていること

育児休業や短時間勤務など、仕事と家事・育児・介護を

両立するための制度が整備されていること

配偶者（又はパートナー）が家事・育児・介護に

参加してくれること

育児休業や短時間勤務といった制度の利用が、

キャリアにおけるハンデとならないこと

仕事のやり方が変わること

全体(n=1,135)

男性(n=475)

女性(n=634)
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⑥男女の地位の平等感 

各分野における男女の地位の平等感については、「男女平等」との回答は、＜③学校教

育の場で＞が 62.0％と最も多く、次いで＜④地域活動の場で＞が 37.0％、＜⑥法律や制

度の上で＞が 32.8％となっています。 

一方で、「男性の方が非常に優遇されている」と「どちらかといえば男性の方が優遇さ

れている」を合計した『男性優遇』は、＜⑤政治の場で＞が 8 割、＜⑦社会通念や慣習・

しきたりなど＞や＜⑧社会全体で＞が 7 割、＜①家庭生活で＞において 6 割を超えてい

ます。 

各分野における男女の平等感 【全体】 

  
『男性
優遇』

『女性
優遇』

61.5 8.9

59.8 6.9

23.8 4.0

45.9 9.1

81.4 1.6

53.0 5.7

77.4 3.4

74.1 4.4

14.9

15.3

3.0

8.3

37.5

12.8

22.8

13.9

46.6

44.5

20.8

37.6

43.9

40.2

54.6

60.2

25.9

25.1

62.0

37.0

11.2

32.8

12.8

16.4

7.9

6.3

3.6

8.2

1.2

5.2

3.1

3.6

1.0

0.6

0.4

0.9

0.4

0.5

0.3

0.8

3.7

8.1

10.1

8.0

5.8

8.5

6.4

5.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

① 家庭生活で

② 職場で

③ 学校教育の場で

④ 地域活動の場で

⑤ 政治の場で

⑥ 法律や制度の上で

⑦ 社会通念や慣習・しきたりなど

⑧ 社会全体で

男性の方が非常に優遇されている どちらかといえば男性の方が優遇されている

男女平等 どちらかといえば女性の方が優遇されている

女性の方が非常に優遇されている 無回答
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Ⅱ 事 業 所 調 査  

 

①管理職（部・課長級）に占める女性の割合 

管理職数及び管理職に占める女性人数より割合を算出したところ、「女性管理職はいな

い」が 50.6％で最も高く、次いで「60％以上」が 13.9％、「50～60％未満」が 6.3％、

「30～40％未満」が 5.7％、「20％未満」と「20～30％未満」がともに 4.4％となってい

ます。国が目標に掲げる『30％以上』は全体の 26.5％となっています。 

管理職（部・課長級）に占める女性の割合 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②女性職員を管理職に登用することへの考え方 

女性職員を管理職に登用することへの考え方については、「女性の管理職への登用は必

要だが、自然増に任せるべきである」が 56.9％で最も高く、次いで「女性の管理職への

登用は必要であり、積極的な方策を取る必要がある」が 28.1％、「現状以上に管理職へ

の登用を増やす必要はない」が 5.6％、「女性を管理職にする必要はない」が 3.1％とな

っています。 

女性職員を管理職に登用することへの考え方 【全体】 

 

 

 

 

 

 

  

50.6

4.4 4.4

5.7

0.6

6.3 13.9 13.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年度(n=158)

女性管理職はいない 20％未満 20～30％未満

30～40％未満 40～50％未満 50～60％未満

60％以上 無回答

『30％以上』26.5％

28.1 56.9

5.6 3.1 5.6

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年度(n=160)

女性の管理職への登用は必要であり、積極的な方策を取る必要がある

女性の管理職への登用は必要だが、自然増に任せるべきである

現状以上に管理職への登用を増やす必要はない

女性を管理職にする必要はない

その他

無回答
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③女性の管理職への登用を増やすための課題 

女性の管理職への登用を増やすための課題については、「必要な知識や経験、判断力等

を有する女性がいない」が 30.0％で最も高く、次いで「女性が希望しない」が 26.3％、

「家庭があるので責任ある仕事に就けられない」が 22.5％で続きます。 

女性の管理職への登用を増やすための課題 【全体】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

30.0

26.3

22.5

18.8

13.8

10.6

6.9

3.1

2.5

0.0

3.1

25.0

1.3

0% 10% 20% 30% 40%

必要な知識や経験、判断力等を有する女性がいない

女性が希望しない

家庭があるので責任ある仕事に就けられない

勤続年数が短く、役職になるまでに退職してしまう者が多い

将来就く可能性がある者はいるが、現在、役職に就くための

在職年数等を満たしている者がいない

仕事がハードで女性には体力的・精神的にきつい

時間外労働が多い、または深夜業務があるため敬遠する

上司・同僚・部下となる者が女性管理職を希望しない

出張、転勤等に対応できない

顧客が女性管理職をいやがる

その他

特にない

無回答

令和６年度（n=160）
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Ⅲ 市民意識調査（中学生） 
 

 

①富士宮市への定住意向 

これからも富士宮市に住みたいと思うかについて、「ずっと住み続けたい」11.9％と「ど

ちらかといえば住み続けたい」20.3％を合計した『住み続けたい』は 32.2％、「一度は市

外に出て、いずれ戻ってきたい」が 43.1％、「どちらかといえば住みたくない」5.8％と

「住みたくない」4.7％を合計した『住みたくない』は 10.5％、「わからない」が 13.4％

となっています。 

性別で比較すると、男女ともに「一度は市外に出て、いずれ戻ってきたい」が最も高

くなっていますが、『住み続けたい』は男性が女性を上回ります（6.8 ポイント差）。 

これからも富士宮市に住みたいと思うか 【全体／性別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

11.9

20.3

43.1

5.8

4.7

13.4

0.8

14.0

21.7

41.4

5.0

5.0

11.4

1.4

9.6

19.3

44.9

6.6

3.8

15.5

0.3

0% 20% 40% 60%

ずっと住み続けたい

どちらかといえば住み続けたい

一度は市外に出て、いずれ戻ってきたい

どちらかといえば住みたくない

住みたくない

わからない

無回答

全体(n=833)

男性(n=420)

女性(n=394)

『住み続けたい』

全体 32.2％

男性 35.7％

女性 28.9％

『住みたくない』

全体 10.5％

男性 10.0％

女性 10.4％
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②富士宮市に住み続けたい・戻ってきたい理由 

富士宮市に住み続けたい・戻ってきたいと思う理由について、「家族がいるから」が

67.0％で最も高く、次いで「生まれ育った場所だから」が 65.6％、「友達や知り合いがい

るから」64.0％などが続きます。 

性別で比較すると、「地域の雰囲気が良いから」や「富士宮市が好きだから」は男性が

女性を上回り（各 14.0／10.6 ポイント差）、「家族がいるから」は女性が男性を上回りま

す（8.8 ポイント差）。 

富士宮市に住み続けたい・戻ってきたい理由 【全体／性別】 

  

67.0

65.6

64.0

48.3

45.9

41.3

38.4

10.8

9.7

1.9

6.4

2.4

63.0

67.9

62.3

49.4

52.5

46.3

42.6

13.0

12.0

2.5

5.6

1.9

71.8

63.2

67.0

47.4

38.5

35.7

34.0

8.2

6.2

1.4

6.9

2.7

0% 20% 40% 60% 80%

家族がいるから

生まれ育った場所だから

友達や知り合いがいるから

自然環境に恵まれているから

地域の雰囲気が良いから

富士宮市が好きだから

治安が良いから

地元に貢献したいから

やりたいことがあるから

その他

特に理由はない

無回答

全体(n=627)

男性(n=324)

女性(n=291)
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③富士宮市に住みたくない理由 

富士宮市に住みたくないと思う理由について、「他に住んでみたい地域があるから」が

64.4％で最も高く、次いで「都会の方が暮らしやすそうだから」が 43.7％、「希望する仕

事や魅力ある仕事などやりたいことがないから」31.0％などが続きます。 

性別で比較すると、「希望する仕事や魅力ある仕事などやりたいことがないから」は女

性が男性を大きく上回ります（15.2 ポイント差）。 

富士宮市に住み続けたくない理由 【全体／性別】 

 

 

 

 

 

 

 

  

64.4

43.7

31.0

21.8

11.5

11.5

8.0

3.4

14.9

11.5

1.1

64.3

42.9

23.8

19.0

9.5

14.3

7.1

4.8

16.7

14.3

2.4

61.0

46.3

39.0

24.4

9.8

7.3

7.3

0.0

9.8

9.8

0.0

0% 20% 40% 60% 80%

他に住んでみたい地域があるから

都会の方が暮らしやすそうだから

希望する仕事や魅力ある仕事などやりたい

ことがないから

給料が安そうだから

地域の人づき合いがわずらわしいから

地域の雰囲気が良くないから

親や親戚等の固定観念がいやだから

友達や知り合いが少ないから

その他

特に理由はない

無回答

全体(n=87)

男性(n=42)

女性(n=41)

【住んでみたい地域】 

・東京（31 件） 

・神奈川県・横浜（17 件） 

・海外（オーストラリア、韓国、カナダ、カンボ

ジア、スペイン、アメリカ、ロサンゼルス等） 

・関西（大阪府、京都府） 

・愛知県（５件） 

・長野県（４件） 

・山梨県 

・沖縄県 等 
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３ プランの重点課題と横断的視点 

社会情勢の変化や国・県の動向、各種データから見る本市の現状、アンケート調査結

果、施策の取組状況や指標の達成状況等から把握された本プランの重点課題と方向性は

次のとおりです。 

 

（１）女性に選ばれるまち富士宮の実現 

若年女性の流出は、全国の地方都市、静岡県における課題となっていますが、本市に

おいても例外ではありません。本市の人口動態をみると、進学・就職のタイミングで転

出超過となっていることが確認できます。 

また、中学生調査の結果からは、中学 2 年生の段階で富士宮市に住み続けたくない理

由として「希望する仕事や魅力ある仕事などやりたいことがないから」と考える女性が

男性に比べ多くなっています。 

以上のことを受けて、これから進学や就職を迎える若い世代に向けて、「女性の活躍を

推進している」、「働き方改革に取り組んでいる」、「男性の育児休業取得促進により、性

別にかかわらずワーク・ライフ・バランスの実現に取り組んでいる」など、市内の魅力

的な企業・事業所の情報を積極的にＰＲすることで、市内に住み続ける、あるいは市外

に進学しても、戻ってくることのできる富士宮市を目指すことが重要です。 

 

 

（２）男性の家事・育児等への参画と両輪で進める女性活躍の推進 

国勢調査をはじめとする統計データや各種調査結果からも、特に若い世代では共働き

家庭が主流となっています。 

しかし、市民意識調査の結果では、家庭生活における男女の平等感について不平等と

感じる女性が多くなっており、家事・育児・介護等の役割分担の希望は男女ともに「夫

と妻が同じくらい」とする人が多い一方で、実際の分担は女性に偏っている状況がうか

がえます。 

そのようななかで経済分野・地域活動における女性活躍の推進だけを進めようとすれ

ば、女性の負担が増加し、家庭生活や職場、地域活動の場における男女の平等感が一層

損なわれる恐れがあります。 

そのため、女性活躍の推進は男性の家事・育児等への家庭への参画促進と両輪で進め

ることが重要です。 
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（３）女性人材の登用・育成による地域の活性化 

少子高齢化が進行するなかで、今後も生産年齢人口の減少が予想され、企業・事業所

における人材の確保が急務となっています。 

本市の女性の労働力率は年々上昇しているものの、全国的には浅くなっていると言わ

れる「Ｍ字カーブ」（子育て世代に当たる年代の女性の労働力率が低下する現象）の谷が、

反対に深くなっています。また、国勢調査によると子育て期以降の女性では非正規雇用

の割合が高くなっています。 

国においても、男女間の賃金格差、企業における女性管理職割合の低さなど、経済分

野におけるジェンダーギャップ（男女間の賃金の差異、性別による役割分担意識などの

性別による格差）が課題と指摘されています。 

事業所調査においては、女性管理職はいないとする事業所が半数を占め、女性の管理

職登用についても「自然増に任せるべき」との消極的な意見が目立ちます。 

以上のことを受け、経営層のアンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）の解消

に向けた情報発信や啓発が重要です。 

 

 

 

以上、本プランにおける 3 つの重点課題と方向性を受け、「全ての人が希望に応じて活

躍出来る環境づくりの推進」を横断的視点に定め、施策や事業などの具体的な取組を推

進します。 

本プランの横断的視点 

 

全ての人が希望に応じて活躍できる環境づくりの推進 
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第４章 

 

プランの基本的な考え方 
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１ 基本理念と目指す姿 

本プランは、男女共同参画社会の実現を目的に、「富士宮市男女共同参画推進条例」第

3 条に掲げる基本理念に基づき、市、市民、事業者及び団体等の協働により、男女共同参

画の推進に関する施策を総合的かつ計画的に推進するものであり、これまで 3 次にわた

りプランの策定と推進を図ってきました。 

本プランにおいては、条例等に基づく考え方を基本に、目指す姿を第 3 次プランから

継承・発展させ、次のように定めます。 

 

 

p 

誰もが尊重され個性と能力を発揮できるまち 
  

目指す姿 
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富士宮市男女共同参画推進条例における基本理念（第 3 条） 

(1) 男女の人権の尊重 

男女が共に、人としての尊厳が重んぜられること、性別による差別的取扱いを受け

ないこと、個人として能力を発揮する機会が確保されること、人権侵害である身体的、

精神的、性的暴力等あらゆる暴力が根絶されること、その他の男女の人権が尊重さ

れること。 

(2) 性別による固定的な役割分担意識にとらわれない自由な選択 

性別による固定的な役割分担意識を反映した社会における制度又は慣行を見直し、

男女が社会における活動において自由な選択ができること。 

(3) 政策等の立案及び決定に参画する機会の確保 

男女が、社会の対等な構成員として、市又は事業者における政策又は方針の立案

及び決定に共に参画する機会が確保されること。 

(4) 家庭生活における活動と職業生活その他の社会における活動との両立 

男女が、家庭は全ての分野にかかわる重要かつ基本的な場であるとの認識に立ち、

相互の協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における

活動について、家族の一員としての責任を持ち、その役割を円滑に果たすとともに、職

業生活その他の社会生活における活動とが両立できるようにすること。 

(5) 男女の互いの性の尊重と健康への配慮 

男女が、互いの性について理解を深め、尊重し合うとともに生涯にわたる心身の健康

に配慮されること。 

(6) 国際社会の動向を踏まえた男女共同参画の推進 

男女共同参画の推進が、国際的視野で取り組むべき課題でもあることを認識し、

国際社会の動向を踏まえて行われること。 
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２ プランの体系 

 

目指す姿  基本目標  

誰
□
□
尊
重
□
□ 

個
性
□
能
力
□
発
揮
□
□
□
□
□ 

   

 基本目標１  

 

男女共同参画社会を実現する 

基盤をつくる 

 

   

 基本目標２  

 

誰もが活躍できる 

環境をつくる 

 

【富士宮市女性活躍推進計画】 

 

   

基本理念   

 
⑴男女の人権の尊重 
 
⑵性別による固定的な役割

分担意識にとらわれない
自由な選択 

 
⑶政策等の立案及び決定に

参画する機会の確保 
 
⑷家庭生活における活動と

職業生活その他の社会に
おける活動との両立 

 
⑸男女の互いの性の尊重と

健康への配慮 
 
⑹国際社会の動向を踏まえ

た男女共同参画の推進

  

   

 基本目標３  

 

誰もが安心して 

暮らせるまちをつくる 
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基本方針 施 策 

 

１ ジェンダーギャップ解消に 

    向けた意識の変革 
(1)男女共同参画を推進するための啓発と情報発信 

２ 男女共同参画の視点に 

    立った教育・学習の推進 

(1)男女共同参画に関する教育・学習の支援 

(2)教育の場における男女共同参画の推進 

３ 地域における男女共同参画 

  の推進 

(1)男女共同参画の視点に立った防災活動の推進 

(2)地域活動における男女共同参画の推進 

 

１ 女性活躍の場の拡大 
(1)女性のチャレンジ支援【重点】 

(2)意思決定過程への女性参画・登用の促進 

２ 働き方改革と男女ともに 

    働きやすい職場づくり 

(1)企業の人材の確保と育成の支援 

(2)働き方の見直しと職場環境の整備 

(3)仕事と育児・介護との両立への支援 

３ 男女の協力で実現する 

  ワーク・ライフ・バランス 

(1)男性の家事・子育て・介護への参画促進【重点】 

(2)子育て支援・介護サービスの推進 

 

１ ジェンダーに基づく暴力の 

    防止・根絶 

(1)ＤＶ防止対策の推進と被害者への支援 

（「富士宮市困難な問題を抱える女性への支援及び

ＤＶ対策基本計画」のＤＶ対策施策と整合） 

２ 誰もが安心して 

  暮らせるまちづくり 
（「富士宮市困難な問題を抱える女性へ

の支援及びＤＶ対策基本計画」の女性

支援施策と整合） 

(1)性の多様性・ダイバーシティへの理解促進 

(2)高齢者や外国人等への支援 

(3)生活に困難を抱える方やひとり親世帯への支援 

３ 生涯にわたる心身の 

    健康づくり 

(1)性や生殖に関する理解の促進 

(2)妊娠・出産・子育て期までの切れ目のない支援 

(3)性差やライフコースに応じた健康支援 
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３ 成果指標 

 

基本目標１ 男女共同参画社会を実現する基盤をつくる 

項 目 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12年度） 

固定的な性別役割分担意識に反対する人の 
割合  

81.6％ 85％ 

こどもの進路や職業の選択の際に性別を 
意識しない人の割合  

62.6％ 67％ 

公立小中学校の役職者（校長・教頭）に 
おける女性の割合 

17.9％ 20％ 

富士宮市防災指導員における女性指導員の 
割合 

0% 25% 

避難所運営委員会における女性役員を 
登用した地区数 

72 区（57.6%） 80 区（64％） 

区長と町内会長に占める女性の割合 3.56％ 4.45％ 

男女共同参画（ジェンダー平等）の認知度 
（内容まで知っている） 

35.7％ 38％ 
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基本目標２ 誰もが活躍できる環境をつくる 

項 目 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12年度） 

「ふじのくに女性活躍応援会議」への 
参加事業所数 

３社 10 社 

結婚や出産・育児にかかわらず、ずっと職業を
持ち続ける方がよいと考える人の割合 

47.7％ 55％ 

審議会等の委員に占める女性の割合 30.7％ 35％ 

市の管理的地位にある職員に占める女性職員
の割合 

27.3％ 30.0％ 

家族経営協定の締結者に占める女性の割合 33.6% 35.2% 

市男性職員の育児休業取得率 55.6％ 

女性：100％ 
 

男性：2週間以上
の取得率 85％ 

積極的に育児をしている父親の割合（3 歳児） 68.7％ 80％ 

待機児童数 ０人 ０人を維持 
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基本目標３ 誰もが安心して暮らせるまちをつくる 

項 目 
現状値 

（令和６年度） 

目標値 

（令和 12年度） 

デートＤＶ講座を実施する学校数 ５校 年４～５校 

ＤＶ、デートＤＶに関する相談先を知らない
人の割合 

29.8％ 

（令和７年度） 
10％以下 

行政区別の地域寄り合い処の開設状況 72.0% 75.0% 

健康寿命（平均自立期間） 
男性 79.8 年 

女性 84.4 年 

男性 80.8 年 

女性 85.3 年 

子宮頸がん検診受診率 21.9％ 25％ 

乳がん検診受診率 21.6％ 25％ 
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第５章 

 

プランの内容 
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基本目標１ 男女共同参画社会を実現する基盤をつくる 

 

基本方針  １ ジェンダーギャップ解消に向けた意識の変革 

ジェンダーギャップとは、男女の違いにより生じる様々な格差のことを指します。世界経

済フォーラムが毎年公表している各国の男女格差の度合いを示す「ジェンダー・ギャップ指

数」（Gender Gap Index：経済、教育、健康、政治の 4 つの分野のデータから作成される）の

令和 7（2025）年における日本の順位は、148 か国中 118 位と、先進国において最低レベルと

なっています。 

【現 状】 

○市民意識調査によると、「男は仕事、女は家庭」という考え方に「反対」と「どちらかと

いえば反対」の合計の割合は、前回調査では 72.1％であったのに対し、今回調査では

81.6％となるなど、固定的な性別役割分担意識については解消に向けて進みつつあるこ

とがわかります。 

○一方で、各分野における男女の平等感については、『男性優遇』との回答は＜政治の場＞

で 8 割、＜社会通念や慣習・しきたり＞、＜社会全体＞で 7 割を超えています。また、

性別では女性で＜法律や制度の上で＞＜家庭生活で＞において男女平等になっていない

と感じる人が多くなっています。 

【課 題】 

●生活の様々な場面において、性別による不平等の解消に向けた意識啓発が必要です。 

ジェンダー・ギャップ指数における日本の順位と推移 

    

順位 国名 GGI値
1 アイスランド 0.926
2 フィンランド 0.879
3 ノルウェー 0.863
4 英国 0.838
5 ニュージーランド 0.827

9 ドイツ 0.803

32 カナダ 0.767

35 フランス 0.765

42 米国 0.756

85 イタリア 0.704

101 韓国 0.687

103 中国 0.686

118 日本 0.666

2025
118位／148か国
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「男は仕事、女は家庭」という考え方について【経年比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各分野の男女の平等感（『男性が優遇』の割合）の比較 【性別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

61.5

59.8

23.8

45.9

81.4

53.0

77.4

74.1

54.6

56.2

18.1

41.9

77.0

44.5

74.3

69.2

66.9

62.6

27.9

48.9

85.0

59.6

80.3

78.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

①家庭生活で

②職場で

③学校教育の場で

④地域活動の場で

⑤政治の場で

⑥法律や制度の上で

⑦社会通念や慣習・しきたりなど

⑧社会全体で

全体（n=1,135）

男性（n=475）

女性（n=634）

資料：令和６年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

 

『反対』『賛成』

81.6 17.2

72.1 26.8

33.2

29.1 

48.4

43.0 

14.2

22.8 

3.0

4.0 

1.2

1.0 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年度(n=1,135)

令和元年度(n=652)

反対 どちらかといえば反対 どちらかといえば賛成 賛成 無回答

資料：令和６年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

 

※前回調査（令和元年度）は「わからない」を除き再集計。 
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【施 策】 

(1)男女共同参画を推進するための啓発と情報発信 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

１ 
男女共同参画に関する

講演会等の実施 

男女共同参画についての市民の理解を

深め、意識の醸成を図るため講演会や

セミナーを実施します。 

市民交流課 

２ 
男女共同参画に関する

啓発活動 

市のホームページ、パネル展、チラシ配

布などにより、男女共同参画に関する

啓発を行います。 

市民交流課 

３ 
男女共同参画に関する

情報の収集と発信 

男女共同参画センターや図書館におい

て、男女共同参画に関する国内外の情

報を収集し、市民に発信します。 

市民交流課 

中央図書館 

４ 

市の刊行物やホームペ

ージ等における男女共

同参画の視点への配慮 

市の広報紙やホームページ、公式 SNS

等の内容や表現がジェンダーの視点に

配慮されたものになるよう各課へ指導・

確認を行います。 

広報課 
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基本方針  ２ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進 

男女共同参画について学ぶことで、性別による固定観念にとらわれず、自身の能力や希望

に応じ、仕事、家庭、地域活動などにおいて多様な生き方を選択することにつながります。

また、学校や家庭における教育は、こどもたちが成長する過程において、性別による固定的

な役割分担にとらわれない意識を育み、性別にかかわらず個性や能力を発揮できる男女共同

参画社会の基盤を形成する上で大切なものです。 

【現 状】 

○市民意識調査では、各分野における男女の平等感について＜学校教育の場＞で「男女平

等」が 6 割を超え、最も平等であると認識されています。また、こどもの育て方につい

ても、「男の子は男の子らしく、女の子は女の子らしく育てるのがよい」という、性別に

より育て方を分けた方がよいという考え方や、こどもの進路や職業の選択の際に性別を

意識する割合はいずれも前回調査に比べ低下しています。 

○中学生調査においても、「女（男）らしく」等と言われた経験は前回調査に比べ大きく減

少しています。 

【課 題】 

●こどもにとって身近な大人である保護者や教員の無意識の思い込み（アンコンシャス・

バイアス）や固定的な性別役割分担意識にもとづく何気ない言動が、こどもの男女共同

参画への意識、進路・生き方等に影響を与える可能性があることから、保護者をはじめ

教育・保育関係者を対象とした学習機会の提供や啓発に取り組むことが重要です。 

●次代を担うこどもたちに対しては、人権の尊重を基本に男女平等の重要性を指導すると

ともに、性別にとらわれない主体的な進路選択を行う力を育むための教育を推進するこ

とが必要です。 

こどもの育て方についての考え方 【経年比較】 

  

5.0

6.3

22.7

27.0

13.7

11.2

56.7

53.5

0.8

0.4

1.1

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年度(n=1,135)

令和元年度(n=751)

男の子は男の子らしく、女の子は女の子らしく育てる方がよい

ある程度は、男の子は男の子らしく、女の子は女の子らしく育てる方がよい

男の子も女の子も同じように育てる方がよい

男の子、女の子と区別せず、本人の個性や能力にあったように育てる方がよい

その他

無回答

資料：令和６年度 男女共同参画に関する市民意識調査 
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こどもの進路や職業の選択の際に性別を意識する割合【経年比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

進路や職業の選択の際に性別を意識する割合【調査間の比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「女（男）らしく」等と言われた経験の有無【経年比較／性別】 

  

34.9 62.6

『意識
する』

『意識
しない』

26.1 72.2

3.9

4.6

22.2

30.3

28.0

27.6

44.2

35.0

1.7

2.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

中学生(n=715)

市民(n=1,135)

性別をかなり意識する どちらかといえば性別を意識する

どちらかといえば性別を意識しない 性別をほとんど全く意識しない

無回答

※中学生調査は「わからない」を除き再集計

※市民意識調査の選択肢は、「性別をかなり意識した（意識する）」「どちらかといえ

ば性別を意識した（意識する）」「どちらかといえば性別を意識しなかった（意識しな
い）」「性別をほとんど意識しなかった（意識しない）」となっている。

資料：令和６年度 男女共同参画に関する市民意識調査（市民・中学生） 

※令和元年度（前回調査）は、「わからない」を除き再集計。 

資料：令和６年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

34.9 62.6

38.7 59.3

『意識
する』

『意識
しない』

4.6

5.7 

30.3

33.0 

27.6

28.0 

35.0

31.3 

2.6

2.1 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年度(n=1,135)

令和元年度(n=682)

性別をかなり意識した（意識する）

どちらかといえば性別を意識した（意識する）

どちらかといえば性別を意識しなかった（意識しない）

性別をほとんど意識しなかった（意識しない）

無回答

37.6

55.0

33.3

40.6

33.7

25.8

37.4

31.0

28.3

18.2

28.8

28.2

0.4

1.1

0.5

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年度(n=833)

令和元年度(n=947)

男性(n=420)

女性(n=394)

ある ない わからない 無回答

資料：令和６年度 男女共同参画に関する市民意識調査（中学生） 
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【施 策】 

(1)男女共同参画に関する教育・学習の支援 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

１ 

男女共同参画の視点に

立った家庭教育学級の

開催 

家庭教育学級において、男女共同参画

についての理解を深め、意識を高める

ことのできる内容を取り入れるととも

に、男性も参加しやすくなるよう工夫を

行います。 

社会教育課 

２ 

男女共同参画に関する

市民向けの学習機会の

提供 

セミナーや生涯学習講座により、男女共

同参画の意識を高める学習機会を提供

します。 

市民交流課 

社会教育課 

３ 
託児付き講座・教室の実

施 

子育て世代が学習・スポーツ活動に参加

できるよう、託児付きの講座や教室等

を開催します。 

市民生活課 

市民交流課 

社会教育課 

スポーツ振興課 

中央図書館 
 

(2)教育の場における男女共同参画の推進 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

１ 
保育士・教職員を対象と

した研修・啓発 

保育士・教職員を対象とした研修やジェ

ンダーチェックの実施により、男女共同

参画意識の向上を図ります。 

保育支援課 

学校教育課 

２ 

追加 

男女共同参画の視点に

立った学校・学級の運営 

全ての小中学校において、男女共同参

画の視点に配慮した学級活動、学校運

営を行います。 

学校教育課 

３ 
人権教育を基盤とした

学習の推進 

児童生徒の人権や多様性の尊重への意

識を高めるため、県教育委員会作成の

手引きを活用した授業を実施します。 

学校教育課 

４ 

男女共同参画の視点に

立った進路指導、キャリ

ア教育の実施 

児童生徒が思い描いた将来の夢や職業

を、性別にかかわりなく主体的に選択で

きるよう、個性を理解した上で進路指導

やキャリア教育を行います。 

市民交流課 

学校教育課 
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基本方針  ３ 地域における男女共同参画の推進 

防災の意思決定の場に女性がいないことや性別による役割分担意識が根強い地域では、災害

対応や復旧･復興で女性の意見やニーズが反映されず、必要な支援・物資が提供されなかったり、

避難所運営において男性がリーダー、女性が食事の準備や片付けなど特定の役割が片方の性別

に偏ってしまうなど、災害時には平常時における社会の課題が顕在化すると言われています。 

令和 6（2024）年 1月に発生した能登半島地震においても、「災害対応力を強化する女性の視

点～男女共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン～」に基づく取組を進めるよう国から

関係自治体に要請されています。 

【現 状】 

○市民意識調査では、男女共同参画の視点から望ましい避難所での支援について、避難所

の防犯対策や女性用の衛生用品配布時の配慮等の回答が女性から多くあげられています。 

○市民意識調査では、地域活動全体について、自治会などは男性が主に行うことが多いと

ともに、女性自身が代表や運営に携わる立場になることに対し、消極的な姿勢であるこ

とがうかがえます。実際に、市内の自治会長に占める女性の割合は、令和 6（2024）年で

125 人中 1 人（0.8％）と低い水準にとどまっています。 

【課 題】 

●避難所運営や備蓄品の選定、防災訓練等の防災活動に女性が積極的に参加する・参加で

きる環境を整えること、防災分野における意思決定過程への女性の参画が重要です。 

●地域活動等の意思決定過程に女性が参画することは、持続可能で活力ある地域社会の形

成にもつながります。慣習やしきたりにとらわれることなく、また、性別にかかわりな

くリーダーシップを発揮できるようにするとともに、誰もが活動の担い手として参加し

やすい環境づくりを進めることが必要です。 
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男女共同参画の視点から望ましい避難所での支援 【性別／上位５項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

女性が代表や運営に携わる立場になることについて 【性別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①自治会・町内会

②こども会

③ＰＴＡ

④消防団

⑤避難訓練等の防災活動

4.6

2.4

5.5

1.3

4.0

1.3

2.3

1.3

3.2

0.9

42.9

31.2

48.8

41.0

52.8

44.5

16.8

8.5

36.2

24.9

40.0

40.9

26.3

25.6

22.3

22.4

42.5

32.5

39.4

34.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性(n=475)

女性(n=634)

男性(n=475)

女性(n=634)

男性(n=475)

女性(n=634)

男性(n=475)

女性(n=634)

男性(n=475)

女性(n=634)

女性が男性を上回るまで増える方がよい

男女半々になるまで増える方がよい

男女半々まではいかなくても、女性が今より増える方がよい

85.7

49.1

48.2

29.9

20.6

86.9

46.1

48.4

30.5

16.0

85.2

51.4

48.3

29.8

23.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男女別のトイレ、入浴施設、寝所など、性別に配慮した

施設・空間の設置

女性用下着や生理用品を配布する際、女性には女性職員が

配布するなどの細かな気配り

避難所の運営管理などに、男性と女性の双方の視点が

採り入れられること

粉ミルク・哺乳瓶・おむつといった育児用品の手配など

育児に関する配慮

防犯ブザーの配布や夜間の見回りなど、避難所の防犯対策

全体(n=1,135)

男性(n=475)

女性(n=634)

資料：令和６年度 男女共同参画に関する市民意識調査 
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【施 策】 

(1)男女共同参画の視点に立った防災活動の推進 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

1 
誰もが参加しやすい防

災訓練の実施 

男女共同参画の視点に立ち、男女とも

に様々な役割を担うことができる防災

訓練の実施に努めます。 

危機管理局 

２ 

男女共同参画の視点を

取り入れた避難所の運

営・管理体制等の推進 

男女双方の視点を取り入れ、多様なニ

ーズを持つ人々に配慮した避難所運営

ができるよう、女性がより積極的に参画

する運営体制や管理体制を推進します。 

危機管理局 

３ 

地域の防災組織におけ

る女性の視点を取り入

れた備蓄品等の配備の

促進 

地域の自主防災会等に対し、女性の視

点を取り入れた備蓄品等の配備を促す

働きかけを行います。 

危機管理局 

４ 

新規 

女性防災人材の育成支

援 

国や県の防災に関する研修や講座を女性

に積極的に受講していただき、女性防災

指導員の育成、支援を行います。 

市民交流課 

危機管理局 

 

(2)地域活動における男女共同参画の推進 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

1 

地域活動等の役員への

女性の積極的な登用促

進 

自治会、ＰＴＡ、ＮＰＯ等の会長・役員へ

の女性登用が進むよう、女性が参加しや

すい仕組みや先進事例の情報提供等に

より、各団体への働きかけを行います。 

市民生活課 

市民交流課 

社会教育課 

２ 
地域活動団体の支援と

連携 

男女共同参画センター利用団体連絡会

において団体間の交流機会を提供する

とともに、利用団体と連携し、男女共同

参画週間事業を実施します。 

市民交流課 
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【富士宮市女性活躍推進計画】  

 

基本目標２ 誰もが活躍できる環境をつくる 

 
 

基本方針  １ 女性活躍の場の拡大 

女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するため、国、地方公共団体、民間の事

業主の各主体における責務等を定めた「女性活躍推進法」が平成 28（2016）年 4 月から施行

されましたが、我が国の男女間の賃金や女性の管理職登用等の格差は依然として大きい状況

にあることから、更なる推進に向けた取組が進められています。 

【現 状】 

○市民意識調査では、女性が働くことへの考え方について「結婚や出産・育児にかかわら

ず、ずっと職業を持ち続ける方がよい」（就労継続型）の割合が、平成 26（2014）年度の

前々回調査から一貫して増加を続けています。しかしながら、「出産・育児期間は仕事を

やめ、こどもが成長したら再び職業を持つ方がよい」（一時中断型）と回答する人の割合

は、依然として国や県の結果を大きく上回っており、中学生調査でも同様の回答が多く

なっています。 

○国勢調査によると、本市の女性の労働力率は上昇していますが、子育て世代に当たる 30

代後半以降の女性で非正規雇用の割合が高くなっています。 

○女性の管理職登用について、事業所調査の結果では、管理職（部・課長級）に占める女

性の割合である女性管理職がいない事業所が半数を占めています。女性管理職登用の課

題は「必要な知識や経験、判断力等を有する女性がいない」が約 3 割、「女性が希望しな

い」「家庭があるので責任ある仕事に就けられない」などの回答が続きます。 

【課 題】 

●女性一人ひとりが、ライフステージに応じた働き方や職業を選択でき、必要な経験やス

キルを身に付けながら経済的に自立できる環境を整えるとともに、様々な方針決定過程

に女性が参画していくことが、女性活躍の場を広げるために重要です。 
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女性が働くことへの考え方について 【経年比較／国・県との比較】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業所における女性管理職登用の課題（上位５項目） 

 

 

 

 

 

 

 

  

47.7

35.7

40.1

43.8

59.5

27.1

55.5

18.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

結婚や出産・育児にかかわらず

ずっと職業を持ち続ける方がよい

（就労継続型）※１

出産・育児期間は仕事をやめ、こどもが成長したら

再び職業を持つ方がよい

（一時中断型）※２ 令和６年度(n=1,135)

令和元年度(n=751)

国R4(n=2,847)

県R6 (n=732)※１国は「こどもができても、ずっと職業を続ける方がよい」、県は「ずっと職業を持ち続けるほうがよい」

※２国・県は「こどもができたら職業をやめ、大きくなったら再び職業をもつ（持つ）方がよい」

資料：令和６年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

30.0

26.3

22.5

18.8

13.8

0% 10% 20% 30% 40%

必要な知識や経験、判断力等を有する女性がいない

女性が希望しない

家庭があるので責任ある仕事に就けられない

勤続年数が短く、役職になるまでに退職してしまう者が多い

将来就く可能性がある者はいるが、現在、役職に就くための

在職年数等を満たしている者がいない

n=160

資料：令和６年度 男女共同参画に関する事業所調査 
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【施 策】 

(1)女性のチャレンジ支援【重点】 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

1 

新規 

市内企業の「ふじのくに

女性活躍応援会議」への

参加促進 

静岡県内の産業界における女性活躍を

推進する官民一体のネットワークである

「ふじのくに女性活躍応援会議」への市

内企業の参加を促進します。 

市民交流課 

商工振興課 

2 
追加 

女性応援講座の実施 

女性が社会や地域において自ら持つ力

を発揮できるようセミナーや講座を実施

します。 

市民交流課 

３ 女性の起業・創業支援 

関係機関と連携し、女性の起業・創業に

関する相談会やセミナーの開催、関連す

る情報の提供を行います。 

商工振興課 

４ 女性の再就職の支援 

関係機関と協力し就職希望者を対象と

する相談やセミナーの情報をホームペ

ージやチラシ配布などで情報提供を行

います。 

商工振興課 

５ 
女性農業経営者の育成

支援 

家族経営協定の締結の促進をはじめ、

県が主催する各種講座や「ふじのくに農

業女子会」等の周知や農業に関する講

座や講習会を行うことで、女性農業経営

者の育成を支援します。 

農業政策課 

農業委員会事務局 

６ 
女性に向けた学習機会

の提供 

再就職に向けた準備や地域活動に生か

せるパソコン講座を開催します。 
市民交流課 
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(2)意思決定過程への女性参画・登用の促進 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

１ 
市の審議会等への女性

の一層の参画促進 

団体等からの推薦により審議会等の委

員を選出する場合に、団体等に対し、団

体の長に限らず女性を含む適任者の選

任を働きかけるなど、審議会等への女

性の参画を一層促進します。 

関係各課 

2 
市役所における管理職

等への女性の登用 

富士宮市特定事業主行動計画に基づ

き、女性職員の活躍に向けた取組を着

実に推進します。 

人事課 

３ 
教育の場における管理

職等への女性の登用 

女性教職員が校長や教頭などキャリア

アップを目指せるよう、各主任等への積

極的な登用や研修に参加しやすい仕組

みづくり等、女性人材の育成を推進しま

す。 

学校教育課 

４ 
意思決定過程に参画す

る女性の育成支援 

意思決定過程に参画する女性の育成に

関する情報を提供します。 
市民交流課 
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基本方針  ２ 働き方改革と男女ともに働きやすい職場づくり 

少子高齢化の進行により働く人（生産年齢人口）が減少し、社会の成長が阻害されること

が懸念されますが、長時間労働の是正や雇用形態による待遇の差の解消をはじめ、働き方改

革を推進することで、生産性の向上と多様な人材が活躍できる労働参加拡大の効果があると

言われています。 

【現 状】 

○本市では、若年女性の流出が課題となっており、中学生調査においては、市に住み続け

たくない理由として、「希望する仕事や魅力ある仕事などやりたいことがないから」との

回答は女性が男性を大きく上回ります。 

○事業所調査の結果では、各種ハラスメント対策については、＜従業員からの苦情・相談

があった場合には、真摯かつ迅速に対応している＞と回答した割合が 9 割を超えるもの

の、事業所規模が小さいほど、その割合は低い傾向が見られます。 

○事業所調査の結果では、育児休業の取得人数、平均取得期間ともに女性従業員に比べ男

性従業員で少ない・短い傾向が見られました。また、育児・介護休業制度が定着するた

めの主な課題については、「休業中の代替要員の確保」が 7割台と突出して多くなってい

ます。 

【課 題】 

●活力ある持続可能な社会を実現するためにも、性別に関係なく誰もが意欲や能力を発揮

できる職場環境をつくることが重要です。 

●若い女性が働きたいと思える働く場の多様性の確保、県内及び市内企業の積極的な情報

発信などが重要となっています。 

●「労働施策総合推進法」や「育児・介護休業法」の改正により、職場における各種ハラ

スメント防止対策が中小企業においても強化されていることを受け、市が率先して対応

するとともに、事業主の義務や必要となる対応についても継続的な周知啓発が必要です。 

●仕事と育児や介護との両立など、労働者側のニーズが多様化するなかで、「女性活躍推進

法」や「育児・介護休業法」等の改正により、企業においても柔軟な働き方や仕事と家

事・育児・介護の両立に向けた制度の導入が進められつつありますが、代替要員の確保

がより難しい小規模事業所への支援をはじめ、従業員の育児休業・介護休業の取得に際

し企業が利用できる支援制度に関する周知・情報提供等が求められます。 
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市への定住意向と市に住み続けたくない理由 【性別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

職場における各種ハラスメント対策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

（n=160）

①会社の姿勢や防止のための対策等を社内規定等
　で従業員に明示している

②従業員が留意すべき事項に関して、研修等により
　啓発している

③苦情・相談体制を整備し、従業員に周知して
　いる

④従業員からの苦情・相談があった場合には、
　真摯かつ迅速に対応している

62.5

44.4

67.5

90.6

24.4

33.8

20.0

5.6

10.6

19.4

8.1

1.9

2.5

2.5

4.4

1.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

4

行っている 行っていない 取り組む予定あり 無回答

資料：令和６年度 男女共同参画に関する事業所調査 

64.3

42.9

23.8

19.0

9.5

61.0

46.3

39.0

24.4

9.8

0% 20% 40% 60% 80%

他に住んでみたい地域があるから

都会の方が暮らしやすそうだから

希望する仕事や魅力ある仕事など

やりたいことがないから

給料が安そうだから

地域の人づき合いがわずらわしいから

男性(n=42)

女性(n=41)

『住み続け

たい』

35.7%
一度は市外

に出て、い

ずれ戻って

きたい

41.4%

『住みたく

ない』

10.0%

わからない

・無回答

12.8%

男性（n=420）

『住み続け

たい』

28.9%

一度は市外

に出て、い

ずれ戻って

きたい

44.9%

『住みたく

ない』

10.4%

わからない

・無回答

15.8%

女性（n=394）

資料：令和６年度 男女共同参画に関する市民意識調査（中学生） 
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育児・介護休業制度が定着するための主な課題 【上位５項目】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施 策】 

(1)企業の人材の確保と育成の支援 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

１ 

追加 

小中学生への市内企業

によるキャリア教育実施

の支援 

こどもの頃から富士宮市で働く選択肢

を持てるよう、小中学校において地元

企業による男女共同参画を加味した職

業講話を実施します。 

商工振興課 

２ 

追加 

若い世代に向けた市内

企業紹介ガイドブックの

作成 

進学や就職を控える年代が将来の選択

の幅を広げられるよう、地元の企業情

報をまとめた「富士宮市企業紹介ガイド

ブック」を作成します。掲載内容の検討

に当たっては、女性活躍推進やワーク・

ライフ・バランスの視点に配慮します。 

商工振興課 

3 

追加 

高校生等に向けた企業

ガイダンスの開催 

若い世代が地元企業を知り、就労のき

っかけとなるよう、企業ガイダンスを開

催します。その際、性別を問わず参加で

きるよう工夫を行います。 

商工振興課 

 

  

71.9

30.0

22.5

18.1

9.4

9.4

0% 20% 40% 60% 80%

休業中の代替要員の確保

人事ローテーション等でカバーするときの業務分担

休業中の賃金保証

復帰後の代替要員の処遇

復帰後のポストなどの受け入れ体制

育児・介護休業取得に対する理解の促進

n=160

資料：令和６年度 男女共同参画に関する事業所調査 
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(2)働き方の見直しと職場環境の整備 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

１ 

追加 

市内企業の労働者向け

の講座の開催 

市内企業で働く人の安全と健康を確保

し、働きやすい職場環境を形成するた

め、労働者向けの講座を開催します。 

商工振興課 

２ 
市内企業に向けたセミ

ナーの開催支援 

多様性や働き方の見直しが推進され、

若者や女性から選ばれる企業となるよ

う、市内企業に対し、セミナーの開催、

または開催等を支援します。 

市民交流課 

商工振興課 

3 

追加 

持続可能な基盤形成の

ための中小企業交流 

中小企業の相互交流、活性化のため

に、女性や若い世代発想の商品開発や

多様な人材が活躍する企業づくり等を

題材に、中小企業懇話会の開催を支援

します。 

商工振興課 

４ ハラスメント防止の啓発 

事業所及び学校に向けて、各種ハラス

メント防止について注意喚起を促す情

報提供や啓発を行います。 

商工振興課 

学校教育課 

５ 
市役所におけるハラスメ

ント防止体制の整備 

職員に対し、各種ハラスメントの防止に

関する研修を実施するとともに、相談

体制を整備します。 

人事課 

 

(3)仕事と育児・介護との両立への支援 

 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

１ 

企業が利用できる両立

支援制度等の積極的な

周知・情報提供 

市内企業・事業所に対し、男女双方への

育児・介護と仕事を両立する制度の利用

促進や情報提供を行います。 

市民交流課 

商工振興課 

２ 

市役所における男性職

員の育児等休業の取得

促進 

富士宮市特定事業主行動計画に基づ

き、市職員の仕事と家庭の両立を目指

し、男性職員の育児等の休暇・休業の取

得促進と育児参加を支援します。 

人事課 
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基本方針  ３ 男女の協力で実現するワーク・ライフ・バランス 

全国的に共働き世帯が増加しており、男女がともにワーク・ライフ・バランスを実現でき

る働き方や生活のあり方が求められています。しかしながら、家事に関わる時間には男女間

で大きな差があるため、国においては、男女ともに誰もが希望に応じて仕事と家事・育児を

両立できる社会の実現に向けた取組を推進しています。 

【現 状】 

○国勢調査によると、本市の夫婦のいる一般世帯のうち共働き世帯が半数を占めています。 

○市民意識調査及び中学生調査では、夫婦の家庭での役割分担について、現状では家事や

子育ては主に妻（母）、生活費を稼ぐことや地域活動は主に夫（父）が行うことが多くな

っています。一方で、男女ともに家庭での役割を分担することが望ましいと考えている

人が多くなっています。 

○市民意識調査では、ワーク・ライフ・バランスを実現するために職場・家庭等で必要だ

と思う取組については、性別では「配偶者（又はパートナー）が家事・育児・介護に参

加してくれること」の割合は、女性が男性を大きく上回ります。 

【課 題】 

●共働き世帯が増加する一方で、家庭内の家事・育児等の分担については、未だ女性に偏

っている状況がみられます。家庭における男女の平等感の向上に向けて、性別を問わず、

ともに家事や育児等にも参加できるよう、家族全体で協力し合う意識の醸成と実践によ

りワーク・ライフ・バランスを実現することが重要です。 

●市民が利用できる子育てや介護に関する各種制度やサービスについて、必要とする人が

必要とするときに利用できるよう、わかりやすい情報提供を行うことが求められます。 
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夫婦の家庭での役割分担について（『主に妻※』の割合） 【性別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ワーク・ライフ・バランスを実現するために職場・家庭等で必要だと思う取組【上位５項目・性別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

⑥ 育児、こども
   のしつけ

① 掃除、洗濯、
　 食事の支度など

② ゴミ出しなどの
   簡単な家事

③ 日々の家計の管理

④ 高額の品物の購入
   を決める

⑤ 生活費を稼ぐ

⑦ 親の世話〈介護〉

⑧ 自治会などの
   地域活動

⑨ 近所とのつきあい

⑩ こどもの行事
   への参加

68.9 

73.9 

28.8 

40.2 

57.7 

60.6 

15.6 

19.0 

3.6 

3.9 

0% 20% 40% 60% 80%

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

34.7 

41.6 

20.8 

30.4 

10.6 

21.9 

28.6 

38.2 

27.6 

38.5 

0% 20% 40% 60% 80%

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

男性

女性

※「主に妻」＋「主に妻だが、夫も分担」の合計男性(n=475)・女性(n=634)

資料：令和６年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

40.4

34.7

32.8

17.3

25.9

48.1

43.7

40.7

44.8

29.3

0% 20% 40% 60%

職場の雰囲気が変わること（帰宅のしやすさ、

休みの取りやすさなど）

保育所など仕事と家事・育児・介護を両立するための

施設が整備されていること

育児休業や短時間勤務など、仕事と家事・育児・介護を

両立するための制度が整備されていること

配偶者（又はパートナー）が家事・育児・介護に

参加してくれること

育児休業や短時間勤務といった制度の利用が、

キャリアにおけるハンデとならないこと

男性(n=475)

女性(n=634)

資料：令和６年度 男女共同参画に関する市民意識調査 
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【施 策】 

(1)男性の家事・子育て・介護への参画促進【重点】 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

１ 
男性の家庭参画促進に

関する情報発信・啓発 

家庭内で家事・子育てを分かち合うこと

のメリットや重要性を理解するための情

報を収集・発信し、男性の育児・家事な

どへの参画を促進します。 

市民交流課 

社会教育課 

２ 
男性の家庭参画を促進

する講座の開催 

男性を対象、あるいは男性が参加しや

すい講座・教室等を開催することで、男

性の家庭参画を促進します。 

市民交流課 

社会教育課 

３ 
母子保健事業における

男性の育児参画の啓発 

もうすぐパパママ学級や母子健康手帳

交付時等の機会を捉え、両親が協力し

て子育てを行うことの大切さについて、

情報提供や啓発を行います。 

健康増進課 

4 
男性の子育てへの参画

の促進 

ホームページなどにより、男性の利用を

想定した情報を発信することで、男性の

子育て支援施設の利用促進を図ります。 

こども未来課 

５ 
男性の学校行事への参

画促進 

授業参観などの学校行事の開催日を土

曜日にするなど、男性が学校行事に参

加しやすくなるよう配慮します。 

学校教育課 

６ 
男性の介護への参画の

支援 

男性が介護の知識や技術を学ぶことの

できる機会、男性介護者同士の交流や

意見交換などができる機会を提供する

ことにより、男性の介護への参画を促進

します。また、相談しやすい環境づくり

に努めます。 

高齢介護支援課 
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(2)子育て支援・介護サービスの推進 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

１ 
保育の提供体制の確保・

保育サービスの充実 

富士宮市こども計画に基づき、保育施

設における保育の提供、保護者のニー

ズに応じた多様な保育サービスの提供

により、保護者の仕事と家庭生活の両

立を支援します。 

保育支援課 

２ 
地域との連携による子

育て支援の推進 

地域との連携・協力の下で、保護者のニ

ーズを踏まえたファミリー・サポート・セ

ンター事業、放課後児童健全育成事業

等の実施により、保護者の仕事と家庭

生活の両立を支援します。 

こども未来課 

３ 
介護や高齢者福祉サー

ビスの利用促進 

介護保険制度に関するパンフレット、ホ

ームページや出前講座などにより制度

の普及に努め、介護サービスの適正利

用を促進することにより、家庭における

介護負担の軽減を図ります。 

高齢介護支援課 

 

  



■ 第５章 プランの内容 ■ 
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基本目標３ 誰もが安心して暮らせるまちをつくる 
 

基本方針  １ ジェンダーに基づく暴力の防止・根絶 

誰もが、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮できるようにするためには、

個人の人権が尊重され、安全に安心して暮らせることが不可欠です。しかし、静岡県及び県

内市町の女性相談支援員へ寄せられるＤＶ相談件数は減少しておらず、ジェンダーに基づく

暴力の根絶には至っていません。男女共同参画社会を実現する上で重要な課題として、そう

した暴力の根絶は、国・地方自治体の責務となっています。 

【現 状】 

○本市においては、ＤＶ防止基本計画に基づき、ＤＶのない社会づくりと被害者の適切な

支援や生活再建を目指し、取組を推進してきました。 

○市民意識調査の結果では、各用語の内容まで知っている割合は「ＤＶ」で 7 割台、「デー

トＤＶ」で 4 割台となっています。中学生調査においては、「ＤＶ（ドメスティック・バ

イオレンス）」と「デートＤＶ」で 5～6 割台となっていますが、性別にみると女性に比

べ男性でその割合は低い傾向にあります。 

○中学生調査では、デートＤＶだと思う恋人との間での言動について、常に自分を優先し

てほしいと言うことや相手の考えを聞かずに決定するなどの項目では「デートＤＶでは

ない」や「わからない」の割合が高くなっています。 

【課 題】 

●ＤＶ・デートＤＶなどのジェンダーに基づく暴力は人権を侵害する行為であり、精神的

な暴力を含め、あらゆる暴力の防止・根絶に向けた意識啓発や相談しやすい環境づくり

が重要となっています。 

●若年層に向けて何がデートＤＶに該当するかをはじめ、男女間や他者との関係において

相手を尊重する・思いやる気持ちをもつことについて、引き続き、情報提供や意識啓発

を行うことが必要です。 

女性相談支援員の相談受付件数 （静岡県・県内市町） 
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資料：令和５年度事業概要（R4年度実績）／県女性相談センター

（件）

※「夫等の暴力」には男性の相談件数、「交際相手の暴力」には

同性の交際相手の暴力を含む。

夫等の暴力

交際相手の暴力
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市民の DV・デート DV の認知度 【市民／全体】 

 

 

 

 

 

中学生の DV・デート DV の認知度 【全体／性別】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

デートＤＶだと思う恋人との間での言動（「デート DV ではないと思う」上位５項目） 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

72.4

47.1

19.4

26.9

4.8

22.5

3.4

3.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

ドメスティック・バイオレンス

（ＤＶ）

デートＤＶ

内容まで知っている 聞いたことがある 知らない 無回答

(n=1,135)

資料：令和６年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

67.6

61.0

74.1

14.0

17.6

10.7

17.3

20.2

14.2

1.1

1.2

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=833)

男性(n=420)

女性(n=394)

言葉も内容も知っている 言葉は知っているが、内容は知らない

言葉も内容も知らない 無回答

■DV

51.0

45.7

56.3

17.0

19.5

15.0

31.0

33.6

27.9

1.0

1.2

0.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全体(n=833)

男性(n=420)

女性(n=394)

言葉も内容も知っている 言葉は知っているが、内容は知らない

言葉も内容も知らない 無回答

■デートDV

自分を常に優先してほしいと言う

しょっちゅう電話やメールをしてきたり、
どこで誰と会っているか繰り返し聞く

常に「こういう服を着て」と服装などの
チェックや指示をする

常に相手の考えを聞かずに、物事を
計画したり、決めたりする

言うとおりにしないとすぐに機嫌が
悪くなる

47.8

29.2

22.6

20.8

18.7

27.7

23.4

24.5

28.0 

22.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1

2

3

4

5

デートDVではないと思う

わからない

(n=833)

資料：令和６年度 男女共同参画に関する市民意識調査（中学生） 
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【施 策】 

(1)ＤＶ防止対策の推進と被害者への支援 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

１ ＤＶ防止の広報・啓発 

ＤＶ防止に関する情報発信や講座の実

施などにより、ＤＶの防止と早期通報を

呼びかけるとともに相談窓口について

広く周知し、ＤＶを許さない、見逃さな

い環境づくりを推進します。 

関係各課 

２ 
ＤＶ被害者の相談体制の

充実 

専任の女性相談員を中心に、ＤＶ被害

者の立場と意思を尊重した相談支援を

実施するとともに、庁内の多様な相談

窓口との連携、相談員の資質向上、高

齢者・障がいのある人、外国人市民等

潜在化しやすい被害者の早期発見に努

めます。 

関係各課 

３ 
追加 

ＤＶ被害者の安全確保 

警察をはじめとする関係機関と連携し

ながら、迅速かつ円滑な支援によりＤＶ

被害者とその家族の心身の安全を確保

します。 

関係各課 

４ 

追加 

ＤＶ被害者の生活再建に

向けた支援 

ＤＶ被害者の生活再建や自立に向け

て、住宅や就労、こどもの就学など生活

全般への幅広い支援を実施します。 

関係各課 
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基本方針  ２ 誰もが安心して暮らせるまちづくり 

性の多様性に関連しては、「ＬＧＢＴ理解増進法」の施行に前後し、県内自治体や静岡県に

おいても「パートナーシップ宣誓制度」が開始されるなど、状況が大きく変化しています。 

国においては、令和 6 年 4 月に「女性支援新法」が施行され、困難な問題を抱える女性

一人ひとりのニーズに応じた包括的な支援に向けた体制の強化が進められています。 

性別や年齢、国籍や文化が異なること、障がいの有無、ひとり親家庭であること等を理由

とした困難を抱えている場合、ジェンダーギャップや固定的な性別役割分担意識を背景に、

複合的な困難を抱えることがあるため、社会全体で多様性を認め合い、尊重する環境づくり

が求められています。 

【現 状】 

○市民意識調査の結果では、性的マイノリティ（ＬＧＢＴＱ＋）の方々にとって生活しづ

らい社会であると思う人が 6 割を超えており、中学生調査においても、性的指向（好き

になる相手の性別）や性自認（自分自身が認識している性別）について悩んだ経験のあ

る人が１割を超えています。 

【課 題】 

●性の多様性を取り巻く人権課題等を社会のごく一部の人の問題と捉えるのではなく、身

近なところにも悩みを抱える人がいる可能性を考え、幅広い世代に向け、多様な性に関

する正しい知識の普及や情報発信を行うことが重要です。 

●ひとり親家庭や高齢者、障がい者、生活に困窮している人、外国人市民等、日常生活に

おける自立や社会参画を行う上で様々な制約を受けやすい状況にある人の人権が尊重さ

れ、生涯を通じて、身近な地域で安心して生活を送ることができる環境の整備に取り組

むことが必要です。 

性的マイノリティの当事者が 

生活しづらい社会だと思うか 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ある

13.4%

ない

85.5%

無回答

1.1%

ｎ=833

資料：令和６年度 男女共同参画に関する市民意識調査

（中学生） 

資料：令和６年度 男女共同参画に関する市民意識調査 

思う

19.1%

どちらかとい

えば思う

43.3%

どちらかとい

えば思わない

22.6%

思わない

7.8%

無回答

7.2%

ｎ=1,135

『思う』

62.4%

性的指向や性自認について悩んだ経験 
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【施 策】 

(1)性の多様性・ダイバーシティへの理解促進 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

１ 
性の多様性に関する正

しい理解の促進 

性の多様性に関する正しい理解に向け

た啓発や当事者が利用できる相談窓

口、静岡県パートナーシップ宣誓制度等

の周知・情報発信を行います。 

市民交流課 

２ 
国際的な視点に立った

男女共同参画の推進 

日本と諸外国の男女共同参画の現状に

ついて考える機会を提供するため、意

識啓発や講演会等を行います。 

市民交流課 

 

(2)高齢者や外国人等への支援 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

１ 

追加 

地域包括支援センター

を中心とした高齢者へ

の支援 

地域包括支援センターを中心に、様々

な機関の連携と介護保険サービスの適

切な利用促進により、高齢者の地域で

の暮らしを支えます。 

高齢介護支援課 

２ 

追加 

障がい者等が安心して

相談できる体制の充実 

多様化・複雑化する課題に対応し、障が

いのある人やその家族が安心して相談

できる体制の強化を図るとともに、相

談窓口の周知を図ります。 

障がい療育支援課 

３ 
配慮が必要なこどもと

保護者への支援 

保育所や認定こども園、幼稚園等と連

携し、児童発達支援センターにおいて発

達の気になる未就学児の療育や保護者

の支援を行います。 

障がい療育支援課 
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番号 主な取組・事業 内容 担当課 

４ 

追加 

外国人市民の暮らしへ

の支援 

外国人相談や日本語教室の開催、やさ

しい日本語・多言語に対応した生活情報

の発信など、外国人市民が安心して生

活できる環境づくりを推進します。 

市民交流課 

5 
外国人市民への男女共

同参画の啓発 

外国人市民に対し、やさしい日本語で

男女共同参画に関する情報を発信する

ことで意識の向上を図ります。 

市民交流課 

 

(3)生活に困難を抱える方やひとり親世帯への支援 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

１ 
生活困窮者自立支援事

業 

仕事や生活などの様々な困難により生

活に困窮している方の仕事や住まい、

家計の立て直し等、暮らし全般に対する

支援や相談に対応します。 

福祉総合相談課 

２ 女性のための相談 

女性の抱える様々な悩みに対し、女性

相談員が電話・対面による相談に応じ、

適切な支援につなげます。また、相談窓

口の周知を図るとともに、女性相談員

の資質向上に努めます。 

市民交流課 

福祉総合相談課 

３ ひとり親家庭への支援 

関係機関と連携しながら、ひとり親家庭

のこどもの教育支援、生活の安定と就

労支援による自立に向けた支援、相談

等に対応します。 

こども未来課 

保育支援課 
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基本方針  ３ 生涯にわたる心身の健康づくり 

男性と女性はそれぞれ異なる健康上の問題が生じることがあり、特に女性は妊娠・出産な

ど、女性ホルモンの変動により心身の状況が大きく変化するという特徴があります。 

生涯にわたり健康で充実した生活を送る上で、男女が互いの身体的な特徴を十分に理解し

合い、性や心身の健康について正しい知識を持つことが重要です。 

【現 状】 

○市民意識調査によると、「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と

権利）」を知らない人が約 8 割という結果となっています。 

【課 題】 

●性や妊娠・出産について、女性が自らの意思で選択し健やかに生きるための知識をわか

りやすい形で普及することが必要です。 

●出産直後は身体的・精神的な大きな変化にさらされ、母親への負担が大きい時期です。

また、若い世代では父親の育児参加も増えていることから、男女双方への妊娠・出産・

子育て期までの切れ目ない支援が重要です。 

●女性に特有のがんをはじめ、男性特有の疾患や男性で多い自殺など、性別で異なる健康

課題が存在するなかで、性差と様々なライフコースアプローチ（病気やリスクの予防を、

胎児期・小児期から成熟期、老年期までつなげて考える健康づくりの動き）を踏まえた

心身両面における健康づくりへの支援が求められます。 

女性のライフステージ別のかかりやすい病気 

 

  

資料：働く女性の心とからだの応援サイト 

（厚生労働省委託事業） 
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「リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（性と生殖に関する健康と権利）」の認知度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【施 策】 

(1)性や生殖に関する理解の促進 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

１ 
性を理解する学習の充

実 

発達段階に応じ、身体の性、こころの性

など様々な性についての理解を深め、

自身及び他の人の性を尊重する意識の

醸成を図る包括的性教育を行います。 

学校教育課 

２ 

若い世代への健康管理

について正しい知識の

普及啓発の推進 

性別にかかわらず、性や妊娠に関する

正しい知識を身に付けるため、健康管

理に関する情報を発信します。 

市民交流課 

健康増進課 

 

  

内容まで知っ

ている

2.7%

聞いたことが

ある

14.4%

知らない

79.0%

無回答

3.9%

ｎ=833

資料：令和６年度 男女共同参画に関する市民意識調査 
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(2)妊娠・出産・子育て期までの切れ目のない支援 

 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

１ 不妊・不育症への支援 

不妊治療、不育症の治療を行う夫婦に

対し、治療費の一部を助成し経済的負

担の軽減を図ります。 

健康増進課 

２ 
妊産婦等に対する切れ

目のない支援 

健康診査や訪問指導などの母子保健事

業を通じ、妊産婦の健康や家庭への妊

娠期から子育て期までの切れ目のない

支援を行います。 

健康増進課 

３ 
出産期の女性のこころ

の健康支援 

女性は出産によるホルモンバランスの

変化により、こころの不調をきたしやす

く、また出産後の育児は女性への負担

が大きいため、産後うつの早期発見・早

期対応とケアを行います。 

健康増進課 

４ 
妊娠出産子育てシェアサ

ポート事業 

妊娠・育児相談や乳幼児を持つ親子の

遊び場の提供、子連れでも自分のため

に過ごせる場の提供、就職や復職に関

する相談など、妊娠期から子育て期に

わたる女性への支援を図ります。 

市民交流課 

 

 

※セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ 
（Sexual and Reproductive Health and Rights：SRHR）とは 

性と生殖に関する健康と権利と訳され、性と生殖に関する機能と活動過程の

全てにおいて、身体的・精神的・社会的に良好な状態にあること、全ての個人や

カップルが、性と生殖に関して自己決定でき、そのために必要な情報や手段を得

ることができる権利のことを指します。 
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(3)性差やライフコースに応じた健康支援 

番号 主な取組・事業 内容 担当課 

１ 
性差に応じた健康教育

の推進 

男女がともにそれぞれの身体的な特性

やかかりやすい疾患等について正しい

知識を身に付け、生涯を通じて健康に

過ごせるよう、市民・事業所双方に対し

健康教育や情報発信等を実施します。 

健康増進課 

２ 
性別に特有の疾患に対

する検診の受診促進 

疾患の早期発見・早期治療の促進を図

るため、がん検診や節目検診を実施し

ます。 

健康増進課 

３ 
健康づくりに関する相談

体制の充実 

市民の心身の健康に関する相談に対

し、専門職が電話や対面で応じるととも

に、健康の相談ができる窓口について

の情報を広く周知します。 

健康増進課 
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プランの推進 
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１ 市民、地域、団体や事業者との協力・連携 

プランの推進に当たっては、市民、地域、団体や事業者との協力・連携が不可欠であ

ることから、市民、地域、団体や事業者との協力・連携により、プランの推進に取り組

みます。 

２ 男女共同参画センターの充実 

男女共同参画社会の実現に向け、市民、団体等が主体的に活動を展開する場として、

また、プラン推進の拠点として富士宮市男女共同参画センターの周知と機能の充実に取

り組みます。また、男女共同参画推進に関する普及啓発、人材育成、調査研究等を行う

「ナショナルセンター」である独立行政法人男女共同参画機構と連携・協働します。 

女性に対する相談への対応や女性支援についても、関係各課との連携により取り組み

ます。 

３ プランの推進体制 

（１）男女共同参画推進会議 

庁内関係課等で構成する富士宮市男女共同参画推進会議において、プランの推進及び

その他男女共同参画や女性活躍の推進に関する施策の検討を行います。 

（２）男女共同参画審議会 

富士宮市男女共同参画審議会において、市長の諮問に対し答申を行うほか、男女共同

参画の推進に関して必要な事項についての調査・審議を行います。 

（３）国・県等関係機関との連携 

男女共同参画社会の実現に向けて、国・県等の関係機関との連携・協力に努めます。 

 

４ プランの進捗状況の点検・評価及び公表 

プランの進捗状況について、毎年、富士宮市男女共同参画推進会議及び富士宮市男女共

同参画審議会において、点検・評価するとともに、市ホームページにおいて公表します。 

 

５ 市民意見の反映 

社会情勢の変化による新たな課題や市民意識の変化などに対応するため、市民意見の聴

取に努め、施策への反映を図ります。



■ 参 考 資 料 ■ 
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１ 策定経過 

 

■令和 6 年度 

月 日 実施内容 備 考 

令和 6 年 

7 月 30 日 

第1回富士宮市男女共

同参画推進会議 

(1) 第 3次富士宮市男女共同参画プラン実施計画令和

5 年度の実績について 

(2) 審議会等委員における女性委員の構成比率令和 5

年度調査結果について 

8 月 13 日 

 

第1回富士宮市男女共

同参画審議会 

(1) 第 3次富士宮市男女共同参画プラン実施計画令和

5 年度の実績について 

(2) 審議会等委員における女性委員の構成比率令和 5

年度調査結果について 

7 月 22 日～ 

8 月 23 日 

富士宮市男女共同参

画に関するアンケー

ト調査 

【市民意識調査】 

○調査対象 

富士宮市在住の 18 歳以上 2,500 人 

○回収結果 

 回収数 1,135 件（回収率 45.4％） 

【事業書調査】 

○調査対象 

市内に所在の事業所 350 社 

○回収結果 

 回収数 160 件（回収率 45.7％） 

【市民意識調査（中学生）※】 

○調査対象 

市内公立中学校(13 校）・私立中学校(1 校)の中学 

2 年生 1,164 人 

○回収結果 

 回収数 833 件（回収率 71.6％） 

※中学生対象の調査のみ 7 月上旬～25 日に実施。 

11 月 15 日 第2回富士宮市男女共

同参画推進会議 

(1) 第 3次富士宮市男女共同参画プラン実施計画令和

6 年度実施状況中間報告について 

(2) 審議会等委員における女性委員の構成比率令和 6

年 10 月 1 日時点の調査結果について 

(3) 次期プラン策定にかかるアンケート調査結果に

ついて 

12 月 16 日 

 

第2回富士宮市男女共

同参画審議会 

(1) 第 3次富士宮市男女共同参画プラン実施計画令和

6 年度実施状況中間報告について 

(2) 審議会等委員における女性委員の構成比率令和 6

年 10 月 1 日時点の調査結果について 

(3) 次期プラン策定にかかるアンケート調査結果に

ついて（報告） 

令和 7 年 

3 月 17 日 

第3回富士宮市男女共

同参画推進会議 

第 4 次富士宮市男女共同参画プラン素案について 

3 月 24 日 第3回富士宮市男女共

同参画審議会 

第 4 次富士宮市男女共同参画プラン素案について 

  



■ 参 考 資 料 ■ 
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■令和 7 年度 

月 日 実施内容 備 考 

令和 7 年 

7 月 29 日 

第1回富士宮市男女共

同参画推進会議 

(1) 次期プラン原案について 

(2) 次期プラン名称について 

(3) 第 3次富士宮市男女共同参画プラン実施計画令和

6 年度の実績について 

(4) 審議会等委員における女性委員の構成比率令和 6

年度調査結果について 

8 月 12 日 第1回富士宮市男女共

同参画審議会 

(1) 第 4 次富士宮市男女共同参画プラン（原案）につ

いて 

(2) 第 3次富士宮市男女共同参画プラン実施計画令和

6 年度の実績について 

(3) 審議会等委員における女性委員の構成比率令和 6

年度調査結果について 

11 月 13 日 第2回富士宮市男女共

同参画推進会議 

(1) 第 4次男女共同参画プランパブリックコメント結

果について 

(2) 第 4次男女共同参画プラン案の修正部分について 

(3) 第 4 次男女共同参画プラン関連資料について 

(4) 第 3次富士宮市男女共同参画プラン実施計画令和

7 年度実施状況について 

(5) 審議会等委員における女性委員の構成比率令和 7

年度中間報告について 

12 月 11 日 第2回富士宮市男女共

同参画審議会 

(1) 第 4次男女共同参画プランパブリックコメント結

果について 

(2) 第 4次男女共同参画プラン案の修正部分について 

(3) 第 4 次男女共同参画プラン関連資料について 

(4) 第 4 次男女共同参画プラン答申（案）について 

(5) 第 3次富士宮市男女共同参画プラン実施計画令和

7 年度実施状況について 

(6) 審議会等委員における女性委員の構成比率令和 7

年度中間報告について 

3 月 25 日 第3回富士宮市男女共

同参画審議会（第 3 回

富士宮市男女共同参

画推進会議と同時開

催） 

・犬塚会長による第 4 次男女共同参画プラン推進に

関する講話 
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２ 富士宮市男女共同参画審議会諮問書 

 

 

富 市 交 第 ９９号 

令和７年８月１２日 

富士宮市男女共同参画審議会 

会長 犬塚 協太 様 

 

富士宮市長 須藤 秀忠 

（市民部・市民交流課） 

 

第４次富士宮市男女共同参画プラン（案）について（諮問） 

 

第３次富士宮市男女共同参画プランの計画期間が令和７年度で終了することから、令和８

年度から令和１７年度までを計画期間とする第４次富士宮市男女共同参画プラン（案）を立

案しました。 

つきましては、富士宮市男女共同参画推進条例（平成１６年富士宮市条例第１２号）第１

１条第２項の規定に基づき、これを諮問します。 

 

 

  



■ 参 考 資 料 ■ 
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３ 富士宮市男女共同参画審議会答申書 

 

 

令和７年１２月１８日 

 

富士宮市長 須藤 秀忠 様 

 

富士宮市男女共同参画審議会 

会長 犬塚 協太 

 

第４次富士宮市男女共同参画プラン（案）について（答申） 

 

令和７年８月１２日付け富市交第９９号により諮問があった第４次富士宮市男女共同参

画プラン（案）については、当審議会において慎重に審議した結果、その内容は適当である

と判断し、下記の意見を付して答申します。 

なお、社会の大きな変化として、性の多様性への理解の促進や家庭内暴力・貧困などの困

難な問題を抱える女性への支援に加え、特に、企業における女性活躍の推進が求められてい

ます。 

このため、就労の場における無意識による男女間の役割分担意識の解消や、仕事と生活の

両立の浸透を目指して、男性の家事や子育て等への参画拡大に注力するなど、男女共同参画

社会の実現に向けた取組がこれまで以上に重要であることを認識し、本計画の推進に鋭意努

力いただくよう併せて付言します。 

 

記 

 

 

１ 総括的事項 

プランの推進にあたっては、コロナ禍以降の社会変動を十分に踏まえ、女性の経済面での

自立の着実な実現を図り、就労の場における男女平等とワーク・ライフ・バランスの実現推

進に関する施策として、企業を巻き込んだ取組を積極的に進めるとともに、男性の家事や子

育て等への参画拡大に注力すること。特に急速に進む未婚化、少子化、女性を中心とする若

年人口の流出など、市の存続にかかわる重大問題への認識を新たにし、そこに対処する最重

要政策としての男女共同参画政策の位置付けを意識して、プランの実効性のある実施を目指

して各取組を進めること。 
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２ 基本目標に関する事項 

⑴ 基本目標１ 男女共同参画社会を実現する基盤をつくる 

ア 基本方針１ ジェンダーギャップ解消に向けた意識の変革 

（ア） 暮らしの様々な場面におけるジェンダーギャップ・固定的な性別役割分担を解

消し、男女共同参画社会を実現するために啓発と情報発信を行うこと。 

イ 基本方針２ 男女共同参画の視点に立った教育・学習の推進 

（ア） 市民が男女共同参画について理解を深めることができるよう、子育てや仕事を

しながらでも参加しやすい学習の場を提供すること。 

（イ） こどもの頃から人権・男女共同参画についての理解を深めるとともに、性別にか

かわらず多様な選択を可能にする教育を推進すること。 

ウ 基本方針３ 地域における男女共同参画の推進 

（ア） 防災体制への女性や若者の積極的な参加の促進と男女共同参画の視点に立った

防災活動を推進することで、地域の防災力を高めること。 

（イ） 地域活動等において女性が役員などの意思決定過程に積極的に参画することを

促進するとともに、男女共同参画を推進する地域活動を支援すること。 

⑵ 基本目標２ 誰もが活躍できる環境をつくる 

ア 基本方針１ 女性活躍の場の拡大 

（ア） 就労や起業または地域での活躍を希望する女性や女性活躍を推進する企業に

対する支援を行うことで、女性がチャレンジできる場や機会を広げること。 

（イ） 市の審議会や市役所、教育の場における政策・方針決定過程への女性の参画や

登用を促進すること。 

イ 基本方針２ 働き方改革と男女ともに働きやすい職場づくり 

（ア） 市内の魅力ある事業所・企業の情報を積極的に発信することで、女性をはじめ、

若い世代の市内就労の強化を図ること。 

（イ） 市と多様な関係機関が連携し、性別にかかわらず、誰にとっても働きがいの 

ある職場づくりへの取組を推進するとともに、市役所が率先して各種ハラスメン

トの防止に向けて対応すること。 

（ウ） 企業・事業所に対し、仕事と育児・介護等の両立に関する各種法制度や国・県

の実施する助成制度等の両立支援制度に関する周知・情報提供を行うこと。 

ウ 基本方針３ 男女の協力で実現するワーク・ライフ・バランス 

（ア） 生活における男女の役割分担や無意識の思い込み（アンコンシャス・バイアス）

について考える機会、情報の提供により男性の家事・子育て・介護への参画を促

進すること。 

（イ） 子育て世代に向けた支援、介護者への支援の充実を図り、子育てや介護を社会

全体で支えるまちを目指すこと。 



■ 参 考 資 料 ■ 
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⑶ 基本目標３ 誰もが安心して暮らせるまちをつくる 

ア 基本方針１ ジェンダーに基づく暴力の防止・根絶 

（ア） 重大な人権侵害であるＤＶの防止対策と被害者支援に取り組むことで、人権が尊

重されＤＶ・暴力のない、全ての人が安全・安心に暮らせるまちを目指すこと。 

イ 基本方針２ 誰もが安心して暮らせるまちづくり 

（ア） 性の多様性に関する理解を深める意識啓発や情報発信のほか、日本と諸外国と

の男女共同参画への取組の比較などを参考に、社会全体で多様性を認め合い、尊

重し合う環境づくりを推進すること。 

（イ） わかりやすい情報提供や相談対応により、高齢者や障がいのある人、外国人市

民等が尊重され、安心して、自分らしく地域で暮らし続けることができるよう支

援すること。 

（ウ） 経済的な困窮をはじめ生活に困難を抱える方や女性であることにより多様で複

合的な困難を抱えている方、ひとり親世帯などに対し、関係機関・庁内の関係部

局と連携し、暮らしの支援や相談等に取り組むこと。 

ウ 基本方針３ 生涯にわたる心身の健康づくり 

（ア） こどもや若い世代が互いの性・多様な性についての理解、性・妊娠などに関する

健康についての知識を深めることができるよう、学習や情報の提供を行うこと。 

（イ） 「セクシュアル・リプロダクティブ・ヘルス／ライツ（SRHR）」の視点を踏ま

え、妊娠・出産期の女性の心身の健康づくりへの支援、妊娠・出産・子育て期ま

での切れ目のない支援を推進すること。 

（ウ） 誰もが生涯を通じて心身ともに健康な生活を送ること、仕事と健康を両立する

ことができるよう、性差や年齢に合った健康の維持・増進に関する取組を進める

こと。 
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４ 富士宮市男女共同参画審議会名簿 

 

（任期：令和 6年 8 月 1日から令和 8 年 7 月 31 日まで） 

区分 氏名 備考 

第１号 学識経験者 

犬塚 協太 【会長】 静岡県立大学 

加茂 聡子 【副会長】加茂法律事務所 

第２号 
関係団体が 

推薦する者 

村松 由里香 富士宮市校長会 

石川 正弘 富士宮市区長会連合会（令和 7 年 7 月 31 日まで） 

鈴木 伸幸 富士宮市区長会連合会（令和 7 年 8 月 1 日から） 

助野 大輔 富士宮市ＰＴＡ連絡協議会 

佐藤 くみ子 ガールスカウト富士宮市連絡協議会 

佐藤 麗美 富士宮市介護保険事業者連絡協議会 

緒方 敏信 富士宮市商工会議所 

第３号 市民 

鍋島 安佐子 公募 

小田 優斗 公募 
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５ 富士宮市男女共同参画推進会議名簿 

 

（令和 7年 4 月 1 日現在） 

役職 職 名 氏 名 

委 員 長 市民部長 佐野 史俊 

副委員長 市民交流課長 市川 祐介 

委  員 

人事課長 青嶋 将也 

企画戦略課長 佐野 和也 

広報課長 湯澤 美穂子 

市民生活課長 長谷川 さおり 

商工振興課長 植松 正和 

福祉企画課長 佐々木 明美 

高齢介護支援課長 佐野 成克 

福祉総合相談課長 新谷 久美子 

こども未来課長 内山 幸太郎 

保育支援課長 横山 みどり 

健康増進課長 臼井 康教 

学校教育課長 齋藤 治 

社会教育課長 渡辺 良正 

危機管理局長 中村 和文 

 

  



 

82 

６ 関係法令等 

（１）富士宮市男女共同参画推進条例 

平成 16 年 3 月 23 日富士宮市条例第 12 号 

 

改正 平成 19 年 12 月 5 日条例第 31 号 

平成 22 年 3 月 5 日条例第 5 号 

平成 27 年 2 月 23 日条例第 8 号 

平成 28 年 2 月 22 日条例第 9 号 

 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条－第 10 条） 

第２章 男女共同参画の推進に関する基本施策（第 11 条－第 14 条） 

第３章 男女共同参画審議会（第 15 条－第 22 条） 

第４章 雑則（第 23 条） 

付則 

 

日本国憲法には、個人の尊重と法の下の平等がうたわれており、国をはじめ、各自治体においても男

女平等を目指した様々な取組が、国際社会における取組と連動して進められてきた。 

富士宮市においては、市民の活動拠点として、富士宮市女性センターを開設するとともに、富士宮市

男女共同参画プランを策定するなど、男女が平等な立場で、生き生きと生活できる社会を目指して努

力してきた。 

しかしながら、現実には、性別による固定的な役割分担意識や、それを反映した社会における制度や

慣行が、時第とともに変化しているが依然として残っており、不平等感を抱いている市民は少なくな

いことから、真の男女平等を達成するには、より一層の取組を進めていく必要がある。 

それには、男女の違いを画一的に否定することなく、互いに個人として尊重し合い、社会の対等な構

成員としてあらゆる分野における活動に参画できる男女共同参画社会を実現することが重要と考える。 

私たちは、豊かで充実した人生を送ることができるよう、安らぎと活力に満ちた富士宮市を目指し、

男女共同参画社会の実現に取り組むことを決意し、この条例を制定する。 

 

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 この条例は、男女共同参画の推進について、基本理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責

務を明らかにするとともに、市の基本施策を定め、これを総合的かつ計画的に推進することにより、

男女共同参画社会を実現することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 男女共同参画 男女が、社会の対等な構成員として、自らの意思によって社会のあらゆる分

野における活動に参画する機会が確保されることにより、等しく政治的、経済的、社会的及び文

化的利益を享受することができ、かつ、共に責任を担うことをいう。 
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(２) 積極的改善措置 前号に規定する機会に係る男女間の格差を改善するため必要な範囲内にお

いて、男女のいずれか一方に対し、その当該機会を積極的に提供することをいう。 

(３) セクシュアル・ハラスメント 性的な言動により相手方を不快にさせ、若しくはその者の生

活環境を害し、又は性的な言動に対する相手方の対応によりその者に不利益を与えることをいう。 

(４) 市民 市内に居住し、通学し、通勤し、又は市内で活動する者をいう。 

(５) 事業者 個人又は法人にかかわらず、市内において事業を行うすべての者をいう。 

（基本理念） 

第３条 男女共同参画は、次に掲げる基本理念にのっとり推進されなければならない。 

(１) 男女が共に、人としての尊厳が重んぜられること、性別による差別的取扱いを受けないこと、

個人として能力を発揮する機会が確保されること、人権侵害である身体的、精神的、性的暴力等

あらゆる暴力が根絶されること、その他の男女の人権が尊重されること。 

(２) 性別による固定的な役割分担意識を反映した社会における制度又は慣行を見直し、男女が社

会における活動において自由な選択ができること。 

(３) 男女が、社会の対等な構成員として、市又は事業者における政策又は方針の立案及び決定に

共に参画する機会が確保されること。 

(４) 男女が、家庭はすべての分野にかかわる重要かつ基本的な場であるとの認識に立ち、相互の

協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について、家族

の一員としての責任を持ち、その役割を円滑に果たすとともに、職業生活その他の社会における

活動とが両立できるようにすること。 

(５) 男女が、互いの性について理解を深め、尊重し合うとともに生涯にわたる心身の健康に配慮

されること。 

(６) 男女共同参画の推進が、国際的視野で取り組むべき課題でもあることを認識し、国際社会の

動向を踏まえて行われること。 

（市の責務） 

第４条 市は、基本理念にのっとり、男女共同参画の推進に関する施策（積極的改善措置を含む。以下

「男女共同参画推進施策」という。）を総合的かつ計画的に策定し、及び実施する責務を有する。 

２ 市は、男女共同参画推進施策の策定及び実施に当たっては、財政上の措置、体制の整備及び情報の

提供に努めるものとする。 

３ 市は、市民及び事業者と連携し、及び協力するとともに、市民及び事業者が男女共同参画の推進の

ために行う活動の支援に努めるものとする。 

（市民の責務） 

第５条 市民は、基本理念にのっとり、家庭、学校、職場、地域その他の社会のあらゆる分野において、

男女共同参画を推進するよう自ら努めるものとする。 

２ 市民は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めるものとする。 

（事業者の責務） 

第６条 事業者は、基本理念にのっとり、その事業活動において男女共同参画の推進体制を整備し、就

労者の職業生活及び家庭生活における活動の両立を支援するため、就労環境を整備するよう努める

ものとする。 

２ 事業者は、就労者に対し、就労に関する男女共同参画の推進に役立つ情報を提供するよう努める

ものとする。 

３ 事業者は、市が実施する男女共同参画推進施策に協力するよう努めるものとする。 
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（性別による権利侵害の禁止） 

第７条 何人も、あらゆる場において、性別による差別的取扱いをしてはならない。 

２ 何人も、あらゆる場において、セクシュアル・ハラスメントを行ってはならない。 

３ 何人も、夫婦をはじめとするすべての男女間において、身体的、精神的、性的暴力等あらゆる暴力

行為を行ってはならない。 

（地域における男女共同参画の実現） 

第８条 何人も、地域における団体の活動において、男女共同参画の実現を図るよう努めるものとす

る。 

（教育の場における男女共同参画の推進） 

第９条 何人も、家庭教育、学校教育、職場教育、社会教育その他の教育の場において、男女共同参画

を推進するよう努めるものとする。 

（情報の表示に関する配慮） 

第 10 条 何人も、情報を公衆に表示するときは、男女共同参画の推進に配慮した表現を用いるよう努

めるものとする。 

 

   第２章 男女共同参画の推進に関する基本施策 

（行動計画の策定及び進ちょく状況の公表） 

第 11 条 市長は、男女共同参画推進施策を総合的かつ計画的に実施するため、男女共同参画の推進の

ための行動計画（以下「行動計画」という。）を策定し、速やかにこれを公表するものとする。 

２ 市長は、行動計画の策定に当たっては、あらかじめ市民及び事業者の意見を聴くとともに、第 15

条の富士宮市男女共同参画審議会へ諮問するものとする。 

３ 市長は、各年度における行動計画の進ちょく状況を公表するものとする。 

４ 第１項及び第２項の規定は、行動計画の変更について準用する。 

（調査研究） 

第 12 条 市長は、男女共同参画推進施策を策定し、かつ、実施するため、必要な調査及び研究を行う

ものとする。 

（事業者の協力） 

第 13 条 市長は、必要があると認めるときは、事業者に対し、男女共同参画に関する事項について、

資料の提出その他の協力を求めることができる。 

（苦情及び相談への対応） 

第 14 条 市長は、市民又は事業者からの男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる市の施策に

関する苦情及び性別による差別的取扱い等に関する相談に対し、関係機関と連携を図り、適切に対

応するよう努めるものとする。 

 

第３章 男女共同参画審議会 

（設置） 

第 15 条 男女共同参画を円滑に推進するため、富士宮市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）

を置く。 

（所掌事務） 

第 16 条 審議会は、第 11 条第２項の規定による諮問に対し答申を行うほか、男女共同参画の推進に

関する必要な事項について調査審議する。 
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（組織） 

第 17 条 審議会は、委員 10 人以内で組織し、男女のいずれか一方の委員の数は、委員の総数の 10 分

の４未満であってはならない。 

（委員） 

第 18 条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。 

(１) 学識経験者 

(２) 関係団体が推薦する者 

(３) 市民 

２ 市長は、前項第３号に掲げる委員の選任に当たっては、公募の方法によるよう努めるものとする。 

３ 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

（会長及び副会長） 

第 19 条 審議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長及び副会長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

４ 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。 

（会議） 

第 20 条 審議会の会議は、会長が招集し、会議の議長となる。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところに

よる。 

４ 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて説明又は意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第 21 条 審議会の庶務は、市民部市民交流課において処理する。 

（委任） 

第 22 条 この章に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮

って定める。 

 

   第４章 雑 則 

（委任） 

第 23 条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

  この条例は、平成 16 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 19 年 12 月５日条例第 31 号） 

この条例は、平成 20 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 22 年３月５日条例第５号） 

この条例は、平成 22 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 27 年２月 23 日条例第８号） 

この条例は、平成 27 年４月１日から施行する。 

附 則（平成 28 年２月 22 日条例第９号） 

この条例は、平成 28 年４月１日から施行する。 
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（２）男女共同参画社会基本法 

 

 

目次 

 前文 

 第一章 総則（第一条―第十二条） 

 第二章 男女共同参画社会の形成の促進に関する

基本的施策（第十三条―第二十条） 

 第三章 男女共同参画会議（第二十一条―第二十

八条） 

 

我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法

の下の平等がうたわれ、男女平等の実現に向けた

様々な取組が、国際社会における取組とも連動しつ

つ、着実に進められてきたが、なお一層の努力が必

要とされている。 

一方、少子高齢化の進展、国内経済活動の成熟化

等我が国の社会経済情勢の急速な変化に対応してい

く上で、男女が、互いにその人権を尊重しつつ責任

も分かち合い、性別にかかわりなく、その個性と能

力を十分に発揮することができる男女共同参画社会

の実現は、緊要な課題となっている。 

このような状況にかんがみ、男女共同参画社会の

実現を二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課

題と位置付け、社会のあらゆる分野において、男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策の推進を図

っていくことが重要である。 

ここに、男女共同参画社会の形成についての基本

理念を明らかにしてその方向を示し、将来に向かっ

て国、地方公共団体及び国民の男女共同参画社会の

形成に関する取組を総合的かつ計画的に推進するた

め、この法律を制定する。 

 

   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、

社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある

社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共

同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並び

に国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにす

るとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の基本となる事項を定めることにより、

男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推

進することを目的とする。 

 （定義） 

第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 一 男女共同参画社会の形成男女が、社会の対等 

 

 

(平成 11 年 6 月 23 日法律第 78 号） 

最終改正：令和 7 年 6 月 27 日法律第 80 号 

 

な構成員として、自らの意思によって社会

のあらゆる分野における活動に参画する機

会が確保され、もって男女が均等に政治的、

経済的、社会的及び文化的利益を享受する

ことができ、かつ、共に責任を担うべき社

会を形成することをいう。 

 二 積極的改善措置前号に規定する機会に係

る男女間の格差を改善するため必要な範囲

内において、男女のいずれか一方に対し、当

該機会を積極的に提供することをいう。 

 （男女の人権の尊重） 

第三条 男女共同参画社会の形成は、男女の個人

としての尊厳が重んぜられること、男女が性別

による差別的取扱いを受けないこと、男女が個

人として能力を発揮する機会が確保されるこ

とその他の男女の人権が尊重されることを旨

として、行われなければならない。 

 （社会における制度又は慣行についての配慮） 

第四条 男女共同参画社会の形成に当たっては、

社会における制度又は慣行が、性別による固定

的な役割分担等を反映して、男女の社会におけ

る活動の選択に対して中立でない影響を及ぼ

すことにより、男女共同参画社会の形成を阻害

する要因となるおそれがあることにかんがみ、

社会における制度又は慣行が男女の社会にお

ける活動の選択に対して及ぼす影響をできる

限り中立なものとするように配慮されなけれ

ばならない。 

 （政策等の立案及び決定への共同参画） 

第五条 男女共同参画社会の形成は、男女が、社

会の対等な構成員として、国若しくは地方公共

団体における政策又は民間の団体における方

針の立案及び決定に共同して参画する機会が

確保されることを旨として、行われなければな

らない。 

 （家庭生活における活動と他の活動の両立） 

第六条 男女共同参画社会の形成は、家族を構成

する男女が、相互の協力と社会の支援の下に、

子の養育、家族の介護その他の家庭生活におけ

る活動について家族の一員としての役割を円

滑に果たし、かつ、当該活動以外の活動を行う

ことができるようにすることを旨として、行わ

れなければならない。 

 （国際的協調） 

第七条 男女共同参画社会の形成の促進が国際
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社会における取組と密接な関係を有している

ことにかんがみ、男女共同参画社会の形成は、

国際的協調の下に行われなければならない。 

 （国の責務） 

第八条 国は、第三条から前条までに定める男女

共同参画社会の形成についての基本理念（以下

「基本理念」という。）にのっとり、男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策（積極的改善

措置を含む。以下同じ。）を総合的に策定し、及

び実施する責務を有する。 

 （地方公共団体の責務） 

第九条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、

男女共同参画社会の形成の促進に関し、国の施

策に準じた施策及びその他のその地方公共団

体の区域の特性に応じた施策を策定し、及び実

施する責務を有する。 

 （国民の責務） 

第十条 国民は、職域、学校、地域、家庭その他

の社会のあらゆる分野において、基本理念にの

っとり、男女共同参画社会の形成に寄与するよ

うに努めなければならない。 

 （独立行政法人男女共同参画機構の役割） 

第十条の二 独立行政法人男女共同参画機構は、

国、地方公共団体、男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策に関する活動を行う民間の

団体その他の関係者と連携し、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策の推進のための

中核的な機関として積極的な役割を果たすも

のとする。 

 （法制上の措置等） 

第十一条 政府は、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策を実施するため必要な法制

上又は財政上の措置その他の措置を講じな

ければならない。 

 （年次報告等） 

第十二条 政府は、毎年、国会に、男女共同参画

社会の形成の状況及び政府が講じた男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策につ

いての報告を提出しなければならない。 

２ 政府は、毎年、前項の報告に係る男女共同参

画社会の形成の状況を考慮して講じようと

する男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策を明らかにした文書を作成し、これを

国会に提出しなければならない。 

 

   第二章 男女共同参画社会の形成の促進

に関する基本的施策 

 （男女共同参画基本計画） 

第十三条 政府は、男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の総合的かつ計画的な推進

を図るため、男女共同参画社会の形成の促進

に関する基本的な計画（以下「男女共同参画

基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 男女共同参画基本計画は、次に掲げる事項に

ついて定めるものとする。 

 一 総合的かつ長期的に講ずべき男女共同参

画社会の形成の促進に関する施策の大綱 

 二 前号に掲げるもののほか、男女共同参画社

会の形成の促進に関する施策を総合的かつ

計画的に推進するために必要な事項 

３ 内閣総理大臣は、男女共同参画会議の意見を

聴いて、男女共同参画基本計画の案を作成し、

閣議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決

定があったときは、遅滞なく、男女共同参画

基本計画を公表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、男女共同参画基本計画の変

更について準用する。 

 （都道府県男女共同参画計画等） 

第十四条 都道府県は、男女共同参画基本計画を

勘案して、当該都道府県の区域における男女

共同参画社会の形成の促進に関する施策に

ついての基本的な計画（以下「都道府県男女

共同参画計画」という。）を定めなければなら

ない。 

２ 都道府県男女共同参画計画は、次に掲げる事

項について定めるものとする。 

 一 都道府県の区域において総合的かつ長期

的に講ずべき男女共同参画社会の形成の促

進に関する施策の大綱 

 二 前号に掲げるもののほか、都道府県の区域

における男女共同参画社会の形成の促進に

関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

３ 市町村は、男女共同参画基本計画及び都道府

県男女共同参画計画を勘案して、当該市町村

の区域における男女共同参画社会の形成の

促進に関する施策についての基本的な計画

（以下「市町村男女共同参画計画」という。）

を定めるように努めなければならない。 

４ 都道府県又は市町村は、都道府県男女共同参

画計画又は市町村男女共同参画計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

 （施策の策定等に当たっての配慮） 

第十五条 国及び地方公共団体は、男女共同参画

社会の形成に影響を及ぼすと認められる施策

を策定し、及び実施するに当たっては、男女共
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同参画社会の形成に配慮しなければならない。 

 （国民の理解を深めるための措置） 

第十六条 国及び地方公共団体は、広報活動等を

通じて、基本理念に関する国民の理解を深め

るよう適切な措置を講じなければならない。 

 （苦情の処理等） 

第十七条 国は、政府が実施する男女共同参画社会

の形成の促進に関する施策又は男女共同参画社

会の形成に影響を及ぼすと認められる施策につ

いての苦情の処理のために必要な措置及び性別

による差別的取扱いその他の男女共同参画社会

の形成を阻害する要因によって人権が侵害され

た場合における被害者の救済を図るために必要

な措置を講じなければならない。 

 （連携及び協働の促進） 

第十八条 国及び地方公共団体は、国、地方公共

団体、男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策に関する活動を行う民間の団体その

他の関係者が相互に連携と協働を図ること

により男女共同参画社会の形成の促進に関

する施策の効果的な推進が図られることに

鑑み、これらの者の間における協議の促進そ

の他の関係者相互間の連携と協働を促進す

るために必要な施策を講ずるように努める

ものとする。 

２ 地方公共団体は、前項の関係者相互間の連携

と協働を促進するために必要な施策を推進

するための拠点（次項において「男女共同参

画センター」という。）としての機能を担う体

制を、単独で又は共同して、確保するように

努めるものとする。 

３ 男女共同参画センターとしての機能を担う

者は、その業務を行うに当たっては、男女共

同参画社会の形成の促進に関する施策の効

果的な推進を図るため、独立行政法人男女共

同参画機構と密接に連携するように努める

ものとする。 

 （人材の確保等） 

第十八条の二 国及び地方公共団体は、男女共同

参画社会の形成の促進に関する施策の策定

及び実施に関する業務並びに民間の団体が

行う男女共同参画社会の形成の促進に関す

る施策に関する活動に従事する人材の確保、

養成及び資質の向上に必要な施策を講ずる

ように努めるものとする。 

 （地方公共団体及び民間の団体に対する支援） 

第十九条 国は、前三条に定めるもののほか、地

方公共団体が実施する男女共同参画社会の

形成の促進に関する施策及び民間の団体が

男女共同参画社会の形成の促進に関して行

う活動を支援するため、情報の提供その他の

必要な措置を講ずるように努めるものとす

る。 

 （国際的協調のための措置） 

第二十条 国は、男女共同参画社会の形成を国際

的協調の下に促進するため、外国政府又は国

際機関との情報の交換その他男女共同参画

社会の形成に関する国際的な相互協力の円

滑な推進を図るために必要な措置を講ずる

ように努めるものとする。 

 

   第三章 男女共同参画会議 

 （設置） 

第二十一条 内閣府に、男女共同参画会議（以下

「会議」という。）を置く。 

 （所掌事務） 

第二十二条 会議は、次に掲げる事務をつかさど

る。 

 一 男女共同参画基本計画に関し、第十三条第

三項に規定する事項を処理すること。 

 二 前号に掲げるもののほか、内閣総理大臣又

は関係各大臣の諮問に応じ、男女共同参画社

会の形成の促進に関する基本的な方針、基本

的な政策及び重要事項を調査審議すること。 

 三 前二号に規定する事項に関し、調査審議し、

必要があると認めるときは、内閣総理大臣及

び関係各大臣に対し、意見を述べること。 

 四 政府が実施する男女共同参画社会の形成

の促進に関する施策の実施状況を監視し、及

び政府の施策が男女共同参画社会の形成に

及ぼす影響を調査し、必要があると認めると

きは、内閣総理大臣及び関係各大臣に対し、

意見を述べること。 

 （組織） 

第二十三条 会議は、議長及び議員二十四人以内

をもって組織する。 

 （議長） 

第二十四条 議長は、内閣官房長官をもって充て

る。 

２ 議長は、会務を総理する。 

 （議員） 

第二十五条 議員は、次に掲げる者をもって充て

る。 

 一 内閣官房長官以外の国務大臣のうちから、

内閣総理大臣が指定する者 

 二 男女共同参画社会の形成に関し優れた識

見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任

命する者 

２ 前項第二号の議員の数は、同項に規定する議員

の総数の十分の五未満であってはならない。 



■ 参 考 資 料 ■ 

 

89 

３ 第一項第二号の議員のうち、男女のいずれか

一方の議員の数は、同号に規定する議員の総

数の十分の四未満であってはならない。 

４ 第一項第二号の議員は、非常勤とする。 

 （議員の任期） 

第二十六条 前条第一項第二号の議員の任期は、

二年とする。ただし、補欠の議員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

２ 前条第一項第二号の議員は、再任されること

ができる。 

 （資料提出の要求等） 

第二十七条 会議は、その所掌事務を遂行するた

めに必要があると認めるときは、関係行政機

関の長に対し、監視又は調査に必要な資料そ

の他の資料の提出、意見の開陳、説明その他

必要な協力を求めることができる。 

２ 会議は、その所掌事務を遂行するために特に

必要があると認めるときは、前項に規定する

者以外の者に対しても、必要な協力を依頼す

ることができる。 

 （政令への委任） 

第二十八条 この章に定めるもののほか、会議の

組織及び議員その他の職員その他会議に関

し必要な事項は、政令で定める。 

   附 則 抄 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。 

 （男女共同参画審議会設置法の廃止） 

第二条 男女共同参画審議会設置法（平成九年法

律第七号）は、廃止する。 

 （経過措置） 

第三条 前条の規定による廃止前の男女共同参

画審議会設置法（以下「旧審議会設置法」と

いう。）第一条の規定により置かれた男女共

同参画審議会は、第二十一条第一項の規定に

より置かれた審議会となり、同一性をもって

存続するものとする。 

２ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第

四条第一項の規定により任命された男女共

同参画審議会の委員である者は、この法律の

施行の日に、第二十三条第一項の規定により、

審議会の委員として任命されたものとみな

す。この場合において、その任命されたもの

とみなされる者の任期は、同条第二項の規定

にかかわらず、同日における旧審議会設置法

第四条第二項の規定により任命された男女

共同参画審議会の委員としての任期の残任

期間と同一の期間とする。 

３ この法律の施行の際現に旧審議会設置法第

五条第一項の規定により定められた男女共

同参画審議会の会長である者又は同条第三

項の規定により指名された委員である者は、

それぞれ、この法律の施行の日に、第二十四

条第一項の規定により審議会の会長として

定められ、又は同条第三項の規定により審議

会の会長の職務を代理する委員として指名

されたものとみなす。 

   附 則（平成十一年七月十六日法律第一〇

二号）抄 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法

律（平成十一年法律第八十八号）の施行の日

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

 一 略 

 二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第

三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十

条の規定公布の日 

 （委員等の任期に関する経過措置） 

第二十八条 この法律の施行の日の前日におい

て次に掲げる従前の審議会その他の機関の

会長、委員その他の職員である者（任期の定

めのない者を除く。）の任期は、当該会長、委

員その他の職員の任期を定めたそれぞれの

法律の規定にかかわらず、その日に満了する。 

 一から十まで 略 

 十一 男女共同参画審議会 

 （別に定める経過措置） 

第三十条 第二条から前条までに規定するもの

のほか、この法律の施行に伴い必要となる経

過措置は、別に法律で定める。 

   附 則（平成十一年十二月二十二日法律第

一六〇号）抄 

 （施行期日） 

第一条 この法律（第二条及び第三条を除く。）は、

平成十三年一月六日から施行する。ただし、次

の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日か

ら施行する。 

 一 略 

   附 則（令和七年六月二七日法律第八〇号） 

 （施行期日） 

１ この法律は、独立行政法人男女共同参画機構

法（令和七年法律第七十九号）の施行の日か

ら施行する。ただし、第一条及び次項の規定

は、公布の日から施行する。 

 （政令への委任） 

２ この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。  
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（３）独立行政法人男女共同参画機構法 

 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第六条） 

第二章 役員及び職員（第七条―第十一条） 

第三章 業務等（第十二条・第十三条） 

第四章 雑則（第十四条） 

第五章 罰則（第十五条・第十六条） 

附則 

 

   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、独立行政法人男女共同参画

機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事

項を定めることを目的とする。 

 （名称） 

第二条 この法律及び独立行政法人通則法（平成

十一年法律第百三号。以下「通則法」という。）

の定めるところにより設立される通則法第

二条第一項に規定する独立行政法人の名称

は、独立行政法人男女共同参画機構とする。 

 （機構の目的） 

第三条 独立行政法人男女共同参画機構（以下

「機構」という。）は、男女共同参画促進施策

（男女共同参画社会基本法（平成十一年法律

第七十八号。以下この条及び第十二条第一号

において「基本法」という。）第八条に規定す

る男女共同参画社会の形成の促進に関する

施策をいう。以下同じ。）に係る関係者相互間

の連携及び協働の促進、男女共同参画促進施

策の策定及び実施に関する業務に従事する

職員等に対する研修、男女共同参画促進施策

の策定及び実施に資する専門的な調査及び

研究等を行うことにより、男女共同参画促進

施策の推進を図り、もって男女共同参画社会

の形成（基本法第二条第一号に規定する男女

共同参画社会の形成をいう。第十二条第三号

において同じ。）の促進に寄与することを目

的とする。 

 （中期目標管理法人） 

第四条 機構は、通則法第二条第二項に規定する

中期目標管理法人とする。 

 （事務所） 

第五条 機構は、主たる事務所を埼玉県に置く。 

 （資本金） 

第六条 機構の資本金は、附則第四条第一項の規

定により政府から出資があったものとされ

た金額とする。 

 

 

令和 7 年 6 月 27 日法律第 79 号 

 

２ 政府は、必要があると認めるときは、予算で

定める金額の範囲内において、機構に追加して

出資することができる。 

３ 機構は、前項の規定による政府の出資があっ

たときは、その出資額により資本金を増加する

ものとする。 

   第二章 役員及び職員 

 （役員） 

第七条 機構に、役員として、その長である理事

長及び監事二人を置く。 

２ 機構に、役員として、理事一人を置くことが

できる。 

 （理事の職務及び権限等） 

第八条 理事は、理事長の定めるところにより、

理事長を補佐して機構の業務を掌理する。 

２ 通則法第十九条第二項の個別法で定める役

員は、理事とする。ただし、理事が置かれてい

ないときは、監事とする。 

３ 前項ただし書の場合において、通則法第十九

条第二項の規定により理事長の職務を代理し、

又はその職務を行う監事は、その間、監事の職

務を行ってはならない。 

 （理事の任期） 

第九条 理事の任期は、二年とする。 

 （役員及び職員の秘密保持義務） 

第十条 機構の役員及び職員は、職務上知ること

のできた秘密を漏らし、又は盗用してはなら

ない。その職を退いた後も、同様とする。 

 （役員及び職員の地位） 

第十一条 機構の役員及び職員は、刑法（明治四

十年法律第四十五号）その他の罰則の適用に

ついては、法令により公務に従事する職員と

みなす。 

   第三章 業務等 

 （業務の範囲） 

第十二条 機構は、第三条の目的を達成するため、

次に掲げる業務を行う。 

一 基本法第八条に規定する基本理念に関す

る国民の理解を深めるための啓発活動及び

広報活動を行うこと。 

二 男女共同参画促進施策に関係する国及び

地方公共団体の機関並びに民間の団体その

他の関係者相互間の連携及び協働の促進を

行うこと。 

三 女性教育関係者その他の国及び地方公共

団体において男女共同参画促進施策の策定
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及び実施に関する業務に従事する職員並び

に民間の団体において男女共同参画促進施

策に関する活動に従事する者並びに外国の

機関の職員であってその国における男女共

同参画社会の形成の促進に関する業務に従

事するものに対する研修を行うこと。 

四 女性教育に関する専門的な調査及び研究

その他の国及び地方公共団体の男女共同参

画促進施策の策定及び実施に資する専門的

な調査及び研究を行うこと。 

五 女性教育に関する情報及び資料その他の

国及び地方公共団体の男女共同参画促進施

策の策定及び実施並びに民間の団体が行う

男女共同参画促進施策に関する活動に資す

る情報及び資料を収集し、整理し、及び提供

すること。 

六 前各号に掲げる業務に関し、男女共同参画

促進施策に関係する国及び地方公共団体の

機関並びに民間の団体に対し、助言を行うこ

と。 

七 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行

うこと。 

 （積立金の処分） 

第十三条 機構は、通則法第二十九条第二項第一

号に規定する中期目標の期間（以下この項に

おいて「中期目標の期間」という。）の最後の

事業年度に係る通則法第四十四条第一項又

は第二項の規定による整理を行った後、同条

第一項の規定による積立金があるときは、そ

の額に相当する金額のうち内閣総理大臣の

承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の

次の中期目標の期間に係る通則法第三十条

第一項の認可を受けた中期計画（同項後段の

規定による変更の認可を受けたときは、その

変更後のもの）の定めるところにより、当該

次の中期目標の期間における前条に規定す

る業務の財源に充てることができる。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定による承認をし

ようとするときは、財務大臣に協議しなければ

ならない。 

３ 機構は、第一項に規定する積立金の額に相当

する金額から同項の規定による承認を受けた

金額を控除してなお残余があるときは、その残

余の額を国庫に納付しなければならない。 

４ 前三項に定めるもののほか、納付金の納付の

手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、

政令で定める。 

   第四章 雑則 

 （主務大臣等） 

第十四条 機構に係る通則法における主務大臣

は、次のとおりとする。 

一 役員及び職員並びに財務及び会計その他

管理業務に関する事項については、内閣総理

大臣 

二 第十二条第三号に掲げる業務（女性教育関

係者に対する研修に係る部分に限る。）及び

同条第四号から第六号までに掲げる業務（女

性教育に関する業務に係る部分に限る。）並

びにこれらの業務に附帯する業務に関する

事項については、文部科学大臣 

三 第十二条に規定する業務のうち、前号に規

定する業務以外のものに関する事項につい

ては、内閣総理大臣 

２ 機構に係る通則法における主務省令は、主務

大臣の発する命令とする。 

   第五章 罰則 

第十五条 第十条の規定に違反して秘密を漏ら

し、又は盗用した者は、一年以下の拘禁刑又

は五十万円以下の罰金に処する。 

第十六条 次の各号のいずれかに該当する場合

には、その違反行為をした機構の役員は、二

十万円以下の過料に処する。 

一 第十二条に規定する業務以外の業務を行

ったとき。 

二 第十三条第一項の規定により内閣総理大

臣の承認を受けなければならない場合にお

いて、その承認を受けなかったとき。 

   附 則 

 （施行期日） 

第一条 この法律は、令和八年四月一日から施行

する。ただし、第十四条並びに附則第三条、

第四条及び第十条の規定は、公布の日から施

行する。 

（機構の成立） 

第二条 機構は、通則法第十七条の規定にかかわ

らず、この法律の施行の時に成立する。 

２ 機構は、通則法第十六条の規定にかかわらず、

機構の成立後遅滞なく、政令で定めるところに

より、その設立の登記をしなければならない。 

（会館の解散等） 

第三条 独立行政法人国立女性教育会館（以下

「会館」という。）は、機構の成立の時におい

て解散するものとし、次項の規定により国が

承継する資産を除き、その一切の権利及び義

務は、その時において機構が承継する。 

２ 機構の成立の際現に会館が有する権利のう

ち、機構がその業務を確実に実施するために必

要な資産以外の資産は、機構の成立の時におい
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て国が承継する。 

３ 前項の規定により国が承継する資産の範囲

その他当該資産の国への承継に関し必要な事

項は、政令で定める。 

４ 会館の解散の日の前日を含む事業年度（次項

において「最終事業年度」という。）及び通則法

第二十九条第二項第一号に規定する中期目標

の期間における業務の実績についての通則法

第三十二条第一項（第三号に係る部分に限る。）

の規定による評価は、機構が受けるものとする。

この場合において、同条第二項の規定による報

告書の提出及び公表は機構が行うものとし、同

条第四項前段の規定による通知及び同条第六

項の規定による命令は機構に対してされるも

のとする。 

５ 次に掲げる業務については、機構が行うもの

とする。 

一 会館の最終事業年度に係る通則法第三十

八条の規定による財務諸表、事業報告書及び

決算報告書の作成等に関する業務 

二 会館の最終事業年度に係る通則法第四十

四条第一項及び第二項の規定による利益及

び損失の処理に関する業務 

６ 前項（第二号に係る部分に限る。）の規定によ

る処理において、通則法第四十四条第一項又は

第二項の規定による整理を行った後、同条第一

項の規定による積立金があるときは、当該積立

金の処分は、機構が行うものとする。この場合

において、附則第七条の規定による廃止前の独

立行政法人国立女性教育会館法（平成十一年法

律第百六十八号。以下この項及び次条第一項に

おいて「旧会館法」という。）第十二条の規定（同

条の規定に係る罰則を含む。）は、なおその効力

を有するものとし、同条第一項中「文部科学大

臣」とあるのは「内閣総理大臣」と、「当該中期

目標の期間の次の」とあるのは「独立行政法人

男女共同参画機構の令和八年四月一日に始ま

る」と、「次の中期目標の期間における前条」と

あるのは「中期目標の期間における独立行政法

人男女共同参画機構法（令和七年法律第七十九

号）第十二条」と、同条第二項及び旧会館法第

十五条第二号中「文部科学大臣」とあるのは「内

閣総理大臣」とする。 

７ 第一項の規定により会館が解散した場合に

おける解散の登記については、政令で定める。 

（機構への出資） 

第四条 前条第一項の規定により機構が会館の

権利及び義務を承継したときは、その承継の

際、機構が承継する資産の価額（同条第六項

の規定によりなおその効力を有するものと

して読み替えて適用される旧会館法第十二

条第一項の規定による承認を受けた金額が

あるときは、当該金額に相当する金額を除

く。）から負債の金額を差し引いた額は、政府

から機構に対し出資されたものとする。 

２ 前項に規定する資産の価額は、機構の成立の

日現在における時価を基準として評価委員が

評価した価額とする。 

３ 前項の評価委員その他評価に関し必要な事

項は、政令で定める。 

（会館の職員から引き続き機構の職員となっ

た者の退職手当の取扱いに関する経過措置） 

第五条 機構は、機構の成立の日の前日に会館の

職員として在職する者（独立行政法人に係る

改革を推進するための文部科学省関係法律

の整備に関する法律（平成十八年法律第二十

四号。以下この条において「平成十八年整備

法」という。）附則第四条第四項の規定の適用

を受けた者に限る。）で引き続いて機構の職

員となったものの退職に際し、退職手当を支

給しようとするときは、その者の国家公務員

退職手当法（昭和二十八年法律第百八十二号）

第二条第一項に規定する職員としての引き

続いた在職期間を機構の職員としての在職

期間とみなして取り扱うべきものとする。た

だし、その者が平成十八年整備法の施行の日

以後に会館を退職したことにより退職手当

（これに相当する給付を含む。）の支給を受

けているときは、この限りでない。 

２ 機構の成立の日の前日に会館の職員として

在職する者（平成十八年整備法附則第四条第四

項の規定の適用を受けた者であって、平成十八

年整備法の施行の日以後引き続き会館の職員

として在職する者に限る。）が、引き続いて機構

の職員となり、かつ、引き続き機構の職員とし

て在職した後引き続いて国家公務員退職手当

法第二条第一項に規定する職員となった場合

におけるその者の同法に基づいて支給する退

職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算に

ついては、その者の平成十八年整備法の施行の

日以後の会館の職員としての在職期間及び機

構の職員としての在職期間を同項に規定する

職員としての引き続いた在職期間とみなす。た

だし、その者が同日以後に会館又は機構を退職

したことにより退職手当（これに相当する給付

を含む。）の支給を受けているときは、この限り

でない。 

（機構の役員又は職員についての通則法の適

用に関する経過措置） 

第六条 機構の役員又は職員についての通則法
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第五十条の四第一項、第二項（第一号及び第

四号に係る部分に限る。）及び第六項並びに

第五十条の六の規定の適用については、次の

表の上欄に掲げるこれらの規定中同表の中

欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲

げる字句とする。 

通則法第

五十条の

四第一項 

の中期目標

管理法人役

職員であっ

た者 

の中期目標管理法

人役職員であった

者（独立行政法人男

女共同参画機構法

（令和七年法律第

七十九号。第六項に

おいて「機構法」と

いう。）附則第三条

第一項の規定によ

り解散した独立行

政法人国立女性教

育会館（以下「旧会

館」という。）の中期

目標管理法人役職

員であった者を含

む。以下この項にお

いて同じ。） 

通則法第

五十条の

四第二項

第一号 

であった者 であった者（旧会館

の中期目標管理法

人役職員であった

者を含む。） 

通則法第

五十条の

四第二項

第四号 

当該中期目

標管理法人 

当該中期目標管理

法人（旧会館を含

む。） 

通則法第

五十条の

四第六項 

したこと したこと（機構法附

則第七条の規定に

よる廃止前の独立

行政法人国立女性

教育会館法（平成十

一年法律第百六十

八号。以下この項に

おいて「旧会館法」

という。）又は旧会

館が定めていた業

務方法書、第四十九

条に規定する規程

その他の規則（以下

この項において「旧

会館規則」という。）

に違反する職務上

の行為をしたこと

を含む。次条におい

て同じ。） 

 させたこと させたこと（旧会館

の役員又は職員に

この法律、旧会館法

若しくは他の法令

又は旧会館規則に

違反する職務上の

行為をさせたこと

を含む。次条におい

て同じ。） 

 であった者 であった者（旧会館

の役員又は職員で

あった者を含む。） 

通則法第

五十条の

六第一号 

であった者 であった者（旧会館

の中期目標管理法

人役職員であった

者を含む。） 

 定めるもの 定めるもの（離職前

五年間に在職して

いた旧会館の内部

組織として文部科

学省令で定めるも

のが行っていた業

務を行う当該中期

目標管理法人の内

部組織として主務

省令で定めるもの

を含む。） 

通則法第

五十条の

六第二号 

うち、当該中

期目標管理

法人 

うち、当該中期目標

管理法人（旧会館を

含む。） 

通則法第

五十条の

六第三号 

、当該中期目

標管理法人 

、当該中期目標管理

法人（旧会館を含

む。以下この号にお

いて同じ。） 

（独立行政法人国立女性教育会館法の廃止） 

第七条 独立行政法人国立女性教育会館法は、廃

止する。 

（独立行政法人国立女性教育会館法の廃止に

伴う経過措置） 

第八条 会館の役員又は職員であった者に係る

その職務上知ることのできた秘密を漏らし

てはならない義務については、この法律の施

行の日以後も、なお従前の例による。 

（罰則に関する経過措置） 

第九条 この法律の施行前にした行為及び前条

の規定によりなお従前の例によることとさ

れる場合におけるこの法律の施行後にした

行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

（政令への委任） 

第十条 この附則に定めるもののほか、この法律

の施行に関し必要な経過措置（罰則に関する

経過措置を含む。）は、政令で定める。 
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（４）女性の職業生活における活躍の 

推進に関する法律 

 

目次 

 第一章 総則（第一条―第四条） 

 第二章 基本方針等（第五条・第六条） 

 第三章 事業主行動計画等 

  第一節 事業主行動計画策定指針（第七条） 

  第二節 一般事業主行動計画等（第八条―第

十八条） 

  第三節 特定事業主行動計画（第十九条） 

  第四節 女性の職業選択に資する情報の公

表（第二十条・第二十一条） 

 第四章 女性の職業生活における活躍を推進

するための支援措置（第二十二条―第二十九

条） 

 第五章 雑則（第三十条―第三十三条） 

 第六章 罰則（第三十四条―第三十九条） 

 附則 

 

   第一章 総則 

 （目的） 

第一条 この法律は、近年、自らの意思によって

職業生活を営み、又は営もうとする女性がそ

の個性と能力を十分に発揮して職業生活に

おいて活躍すること（以下「女性の職業生活

における活躍」という。）が一層重要となって

いることに鑑み、男女共同参画社会基本法

（平成十一年法律第七十八号）の基本理念に

のっとり、女性の職業生活における活躍の推

進について、その基本原則を定め、並びに国、

地方公共団体及び事業主の責務を明らかに

するとともに、基本方針及び事業主の行動計

画の策定、女性の職業生活における活躍を推

進するための支援措置等について定めるこ

とにより、女性の職業生活における活躍を迅

速かつ重点的に推進し、もって男女の人権が

尊重され、かつ、急速な少子高齢化の進展、

国民の需要の多様化その他の社会経済情勢

の変化に対応できる豊かで活力ある社会を

実現することを目的とする。 

 （基本原則） 

第二条 女性の職業生活における活躍の推進は、

職業生活における活躍に係る男女間の格差

の実情を踏まえ、自らの意思によって職業生

活を営み、又は営もうとする女性に対する採

用、教育訓練、昇進、職種及び雇用形態の変

更その他の職業生活に関する機会の積極的

な提供及びその活用を通じ、かつ、性別によ 

 

 

（平成 27 年 9月 4 日法律第 64 号） 

最終改正：令和 7 年 6 月 11 日法律第 63 号 

 

る固定的な役割分担等を反映した職場にお

ける慣行が女性の職業生活における活躍に

対して及ぼす影響に配慮し、併せて、女性の

健康上の特性に留意して、その個性と能力が

十分に発揮できるようにすることを旨とし

て、行われなければならない。 

２ 女性の職業生活における活躍の推進は、職業

生活を営む女性が結婚、妊娠、出産、育児、

介護その他の家庭生活に関する事由により

やむを得ず退職することが多いことその他

の家庭生活に関する事由が職業生活に与え

る影響を踏まえ、家族を構成する男女が、男

女の別を問わず、相互の協力と社会の支援の

下に、育児、介護その他の家庭生活における

活動について家族の一員としての役割を円

滑に果たしつつ職業生活における活動を行

うために必要な環境の整備等により、男女の

職業生活と家庭生活との円滑かつ継続的な

両立が可能となることを旨として、行われな

ければならない。 

３ 女性の職業生活における活躍の推進に当た

っては、女性の職業生活と家庭生活との両立

に関し、本人の意思が尊重されるべきもので

あることに留意されなければならない。 

 （国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国及び地方公共団体は、前条に定める女

性の職業生活における活躍の推進について

の基本原則（次条及び第五条第一項において

「基本原則」という。）にのっとり、女性の職

業生活における活躍の推進に関して必要な

施策を策定し、及びこれを実施しなければな

らない。 

 （事業主の責務） 

第四条 事業主は、基本原則にのっとり、その雇

用し、又は雇用しようとする女性労働者に対

する職業生活に関する機会の積極的な提供、

雇用する労働者の職業生活と家庭生活との

両立に資する雇用環境の整備その他の女性

の職業生活における活躍の推進に関する取

組を自ら実施するよう努めるとともに、国又

は地方公共団体が実施する女性の職業生活

における活躍の推進に関する施策に協力し

なければならない。 

 

   第二章 基本方針等 
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 （基本方針） 

第五条 政府は、基本原則にのっとり、女性の職

業生活における活躍の推進に関する施策を

総合的かつ一体的に実施するため、女性の職

業生活における活躍の推進に関する基本方

針（以下「基本方針」という。）を定めなけれ

ばならない。 

２ 基本方針においては、次に掲げる事項を定め

るものとする。 

一 女性の職業生活における活躍の推進に関

する基本的な方向 

二 事業主が実施すべき女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組に関する基

本的な事項 

三 女性の職業生活における活躍の推進に関

する施策に関する次に掲げる事項 

イ 女性の職業生活における活躍を推進す

るための支援措置に関する事項 

ロ 職業生活と家庭生活との両立を図るた

めに必要な環境の整備に関する事項 

ハ 職場において行われる就業環境を害す

る言動に起因する問題の解決を促進する

ために必要な措置に関する事項 

ニ その他女性の職業生活における活躍の

推進に関する施策に関する重要事項 

四 前三号に掲げるもののほか、女性の職業生

活における活躍を推進するために必要な

事項 

３ 内閣総理大臣は、基本方針の案を作成し、閣

議の決定を求めなければならない。 

４ 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決

定があったときは、遅滞なく、基本方針を公

表しなければならない。 

５ 前二項の規定は、基本方針の変更について準

用する。 

 （都道府県推進計画等） 

第六条 都道府県は、基本方針を勘案して、当該

都道府県の区域内における女性の職業生活

における活躍の推進に関する施策について

の計画（以下この条において「都道府県推進

計画」という。）を定めるよう努めるものとす

る。 

２ 市町村は、基本方針（都道府県推進計画が定

められているときは、基本方針及び都道府県

推進計画）を勘案して、当該市町村の区域内

における女性の職業生活における活躍の推

進に関する施策についての計画（次項におい

て「市町村推進計画」という。）を定めるよう

努めるものとする。 

３ 都道府県又は市町村は、都道府県推進計画又

は市町村推進計画を定め、又は変更したとき

は、遅滞なく、これを公表しなければならな

い。 

 

   第三章 事業主行動計画等 

    第一節 事業主行動計画策定指針 

第七条 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大

臣は、事業主が女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組を総合的かつ効果的に

実施することができるよう、基本方針に即し

て、次条第一項に規定する一般事業主行動計

画及び第十九条第一項に規定する特定事業

主行動計画（次項において「事業主行動計画」

と総称する。）の策定に関する指針（以下「事

業主行動計画策定指針」という。）を定めなけ

ればならない。 

２ 事業主行動計画策定指針においては、次に掲

げる事項につき、事業主行動計画の指針とな

るべきものを定めるものとする。 

 一 事業主行動計画の策定に関する基本的な

事項 

 二 女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の内容に関する事項 

 三 その他女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組に関する重要事項 

３ 内閣総理大臣、厚生労働大臣及び総務大臣は、

事業主行動計画策定指針を定め、又は変更し

たときは、遅滞なく、これを公表しなければ

ならない。 

    第二節 一般事業主行動計画等 

 （一般事業主行動計画の策定等） 

第八条 国及び地方公共団体以外の事業主（以下

「一般事業主」という。）であって、常時雇用

する労働者の数が百人を超えるものは、事業

主行動計画策定指針に即して、一般事業主行

動計画（一般事業主が実施する女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組に関す

る計画をいう。以下同じ。）を定め、厚生労働

省令で定めるところにより、厚生労働大臣に

届け出なければならない。これを変更したと

きも、同様とする。 

２ 一般事業主行動計画においては、次に掲げる

事項を定めるものとする。 

 一 計画期間 

 二 女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施により達成しようとする目

標 

 三 実施しようとする女性の職業生活におけ
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る活躍の推進に関する取組の内容及びその

実施時期 

３ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主

行動計画を定め、又は変更しようとするとき

は、厚生労働省令で定めるところにより、採

用した労働者に占める女性労働者の割合、男

女の継続勤務年数の差異、労働時間の状況、

管理的地位にある労働者に占める女性労働

者の割合その他のその事業における女性の

職業生活における活躍に関する状況を把握

し、女性の職業生活における活躍を推進する

ために改善すべき事情について分析した上

で、その結果を勘案して、これを定めなけれ

ばならない。この場合において、前項第二号

の目標については、採用する労働者に占める

女性労働者の割合、男女の継続勤務年数の差

異の縮小の割合、労働時間、管理的地位にあ

る労働者に占める女性労働者の割合その他

の数値を用いて定量的に定めなければなら

ない。 

４ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主

行動計画を定め、又は変更したときは、厚生

労働省令で定めるところにより、これを労働

者に周知させるための措置を講じなければ

ならない。 

５ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主

行動計画を定め、又は変更したときは、厚生

労働省令で定めるところにより、これを公表

しなければならない。 

６ 第一項に規定する一般事業主は、一般事業主

行動計画に基づく取組を実施するとともに、

一般事業主行動計画に定められた目標を達

成するよう努めなければならない。 

７ 一般事業主であって、常時雇用する労働者の

数が百人以下のものは、事業主行動計画策定

指針に即して、一般事業主行動計画を定め、

厚生労働省令で定めるところにより、厚生労

働大臣に届け出るよう努めなければならな

い。これを変更したときも、同様とする。 

８ 第三項の規定は前項に規定する一般事業主

が一般事業主行動計画を定め、又は変更しよ

うとする場合について、第四項から第六項ま

での規定は前項に規定する一般事業主が一

般事業主行動計画を定め、又は変更した場合

について、それぞれ準用する。 

 （基準に適合する一般事業主の認定） 

第九条 厚生労働大臣は、前条第一項又は第七項

の規定による届出をした一般事業主からの

申請に基づき、厚生労働省令で定めるところ

により、当該事業主について、女性の職業生

活における活躍の推進に関する取組に関し、

当該取組の実施の状況が優良なものである

ことその他の厚生労働省令で定める基準に

適合するものである旨の認定を行うことが

できる。 

 （認定一般事業主の表示等） 

第十条 前条の認定を受けた一般事業主（以下

「認定一般事業主」という。）は、商品、役務

の提供の用に供する物、商品又は役務の広告

又は取引に用いる書類若しくは通信その他

の厚生労働省令で定めるもの（次項及び第十

四条第一項において「商品等」という。）に厚

生労働大臣の定める表示を付することがで

きる。 

２ 何人も、前項の規定による場合を除くほか、

商品等に同項の表示又はこれと紛らわしい

表示を付してはならない。 

 （認定の取消し） 

第十一条 厚生労働大臣は、認定一般事業主が次

の各号のいずれかに該当するときは、第九条

の認定を取り消すことができる。 

 一 第九条に規定する基準に適合しなくなっ

たと認めるとき。 

 二 この法律又はこの法律に基づく命令に違

反したとき。 

 三 不正の手段により第九条の認定を受けた

とき。 

 （基準に適合する認定一般事業主の認定） 

第十二条 厚生労働大臣は、認定一般事業主から

の申請に基づき、厚生労働省令で定めるとこ

ろにより、当該事業主について、女性の職業

生活における活躍の推進に関する取組に関

し、当該事業主の策定した一般事業主行動計

画に基づく取組を実施し、当該一般事業主行

動計画に定められた目標を達成したこと、雇

用の分野における男女の均等な機会及び待

遇の確保等に関する法律（昭和四十七年法律

第百十三号）第十三条の二に規定する業務を

担当する者及び育児休業、介護休業等育児又

は家族介護を行う労働者の福祉に関する法

律（平成三年法律第七十六号）第二十九条に

規定する業務を担当する者を選任している

こと、当該女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組の実施の状況が特に優良な

ものであることその他の厚生労働省令で定

める基準に適合するものである旨の認定を

行うことができる。 

 （特例認定一般事業主の特例等） 

第十三条 前条の認定を受けた一般事業主（以下

「特例認定一般事業主」という。）については、
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第八条第一項及び第七項の規定は、適用しな

い。 

２ 特例認定一般事業主は、厚生労働省令で定め

るところにより、毎年少なくとも一回、女性

の職業生活における活躍の推進に関する取

組の実施の状況を公表しなければならない。 

 （特例認定一般事業主の表示等） 

第十四条 特例認定一般事業主は、商品等に厚生

労働大臣の定める表示を付することができ

る。 

２ 第十条第二項の規定は、前項の表示について

準用する。 

 （特例認定一般事業主の認定の取消し） 

第十五条 厚生労働大臣は、特例認定一般事業主

が次の各号のいずれかに該当するときは、第

十二条の認定を取り消すことができる。 

 一 第十一条の規定により第九条の認定を取

り消すとき。 

 二 第十二条に規定する基準に適合しなくな

ったと認めるとき。 

 三 第十三条第二項の規定による公表をせず、

又は虚偽の公表をしたとき。 

 四 前号に掲げる場合のほか、この法律又はこ

の法律に基づく命令に違反したとき。 

 五 不正の手段により第十二条の認定を受け

たとき。 

 （委託募集の特例等） 

第十六条 承認中小事業主団体の構成員である

中小事業主（一般事業主であって、常時雇用

する労働者の数が三百人以下のものをいう。

以下この項及び次項において同じ。）が、当該

承認中小事業主団体をして女性の職業生活

における活躍の推進に関する取組の実施に

関し必要な労働者の募集を行わせようとす

る場合において、当該承認中小事業主団体が

当該募集に従事しようとするときは、職業安

定法（昭和二十二年法律第百四十一号）第三

十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成

員である中小事業主については、適用しない。 

２ この条及び次条において「承認中小事業主団

体」とは、事業協同組合、協同組合連合会そ

の他の特別の法律により設立された組合若

しくはその連合会であって厚生労働省令で

定めるもの又は一般社団法人で中小事業主

を直接又は間接の構成員とするもの（厚生労

働省令で定める要件に該当するものに限る。）

のうち、その構成員である中小事業主に対し

て女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組を実施するための人材確保に関す

る相談及び援助を行うものであって、その申

請に基づいて、厚生労働大臣が、当該相談及

び援助を適切に行うための厚生労働省令で

定める基準に適合する旨の承認を行ったも

のをいう。 

３ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体が前項

に規定する基準に適合しなくなったと認め

るときは、同項の承認を取り消すことができ

る。 

４ 承認中小事業主団体は、第一項に規定する募

集に従事しようとするときは、厚生労働省令

で定めるところにより、募集時期、募集人員、

募集地域その他の労働者の募集に関する事

項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働

大臣に届け出なければならない。 

５ 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項

の規定による届出があった場合について、同

法第五条の三第一項及び第四項、第五条の四

第一項及び第二項、第五条の五、第三十九条、

第四十一条第二項、第四十二条、第四十八条

の三第一項、第四十八条の四、第五十条第一

項及び第二項並びに第五十一条の規定は前

項の規定による届出をして労働者の募集に

従事する者について、同法第四十条の規定は

同項の規定による届出をして労働者の募集

に従事する者に対する報酬の供与について、

同法第五十条第三項及び第四項の規定はこ

の項において準用する同条第二項に規定す

る職権を行う場合について、それぞれ準用す

る。この場合において、同法第三十七条第二

項中「労働者の募集を行おうとする者」とあ

るのは「女性の職業生活における活躍の推進

に関する法律第十六条第四項の規定による

届出をして労働者の募集に従事しようとす

る者」と、同法第四十一条第二項中「当該労

働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」

とあるのは「期間」と読み替えるものとする。 

６ 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二

条の二の規定の適用については、同法第三十

六条第二項中「前項の」とあるのは「被用者

以外の者をして労働者の募集に従事させよ

うとする者がその被用者以外の者に与えよ

うとする」と、同法第四十二条の二中「第三

十九条に規定する募集受託者」とあるのは

「女性の職業生活における活躍の推進に関

する法律（平成二十七年法律第六十四号）第

十六条第四項の規定による届出をして労働

者の募集に従事する者」と、「同項に」とある

のは「次項に」とする。 
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７ 厚生労働大臣は、承認中小事業主団体に対し、

第二項の相談及び援助の実施状況について

報告を求めることができる。 

第十七条 公共職業安定所は、前条第四項の規定

による届出をして労働者の募集に従事する

承認中小事業主団体に対して、雇用情報及び

職業に関する調査研究の成果を提供し、かつ、

これらに基づき当該募集の内容又は方法に

ついて指導することにより、当該募集の効果

的かつ適切な実施を図るものとする。 

 （一般事業主に対する国の援助） 

第十八条 国は、第八条第一項若しくは第七項の

規定により一般事業主行動計画を策定しよ

うとする一般事業主又はこれらの規定によ

る届出をした一般事業主に対して、一般事業

主行動計画の策定、労働者への周知若しくは

公表又は一般事業主行動計画に基づく措置

が円滑に実施されるように相談その他の援

助の実施に努めるものとする。 

    第三節 特定事業主行動計画 

第十九条 国及び地方公共団体の機関、それらの

長又はそれらの職員で政令で定めるもの（以

下「特定事業主」という。）は、政令で定める

ところにより、事業主行動計画策定指針に即

して、特定事業主行動計画（特定事業主が実

施する女性の職業生活における活躍の推進

に関する取組に関する計画をいう。以下この

条において同じ。）を定めなければならない。 

２ 特定事業主行動計画においては、次に掲げる

事項を定めるものとする。 

 一 計画期間 

 二 女性の職業生活における活躍の推進に関

する取組の実施により達成しようとする目

標 

 三 実施しようとする女性の職業生活におけ

る活躍の推進に関する取組の内容及びその

実施時期 

３ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更しようとするときは、内閣府令で定

めるところにより、採用した職員に占める女

性職員の割合、男女の継続勤務年数の差異、

勤務時間の状況、管理的地位にある職員に占

める女性職員の割合その他のその事務及び

事業における女性の職業生活における活躍

に関する状況を把握し、女性の職業生活にお

ける活躍を推進するために改善すべき事情

について分析した上で、その結果を勘案して、

これを定めなければならない。この場合にお

いて、前項第二号の目標については、採用す

る職員に占める女性職員の割合、男女の継続

勤務年数の差異の縮小の割合、勤務時間、管

理的地位にある職員に占める女性職員の割

合その他の数値を用いて定量的に定めなけ

ればならない。 

４ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを職員

に周知させるための措置を講じなければな

らない。 

５ 特定事業主は、特定事業主行動計画を定め、

又は変更したときは、遅滞なく、これを公表

しなければならない。 

６ 特定事業主は、毎年少なくとも一回、特定事

業主行動計画に基づく取組の実施の状況を

公表しなければならない。 

７ 特定事業主は、特定事業主行動計画に基づく

取組を実施するとともに、特定事業主行動計

画に定められた目標を達成するよう努めな

ければならない。 

    第四節 女性の職業選択に資する情報

の公表 

 （一般事業主による女性の職業選択に資する情

報の公表） 

第二十条 第八条第一項に規定する一般事業主

（常時雇用する労働者の数が三百人を超え

るものに限る。）は、厚生労働省令で定めると

ころにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事業

における女性の職業生活における活躍に関

する次に掲げる情報を定期的に公表しなけ

ればならない。 

 一 その雇用し、又は雇用しようとする女性労

働者に対する職業生活に関する機会の提供

に関する実績 

 二 その雇用する労働者の職業生活と家庭生

活との両立に資する雇用環境の整備に関す

る実績 

２ 第八条第一項に規定する一般事業主（前項に

規定する一般事業主を除く。）は、厚生労働省

令で定めるところにより、職業生活を営み、

又は営もうとする女性の職業選択に資する

よう、その事業における女性の職業生活にお

ける活躍に関する前項各号に掲げる情報の

少なくともいずれか一方を定期的に公表し

なければならない。 

３ 第八条第七項に規定する一般事業主は、厚生

労働省令で定めるところにより、職業生活を

営み、又は営もうとする女性の職業選択に資

するよう、その事業における女性の職業生活

における活躍に関する第一項各号に掲げる

情報の少なくともいずれか一方を定期的に
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公表するよう努めなければならない。 

 （特定事業主による女性の職業選択に資する情

報の公表） 

第二十一条 特定事業主は、内閣府令で定めると

ころにより、職業生活を営み、又は営もうと

する女性の職業選択に資するよう、その事務

及び事業における女性の職業生活における

活躍に関する次に掲げる情報を定期的に公

表しなければならない。 

 一 その任用し、又は任用しようとする女性に

対する職業生活に関する機会の提供に関す

る実績 

 二 その任用する職員の職業生活と家庭生活

との両立に資する勤務環境の整備に関する

実績 

 

   第四章 女性の職業生活における活躍を

推進するための支援措置 

 （職業指導等の措置等） 

第二十二条 国は、女性の職業生活における活躍

を推進するため、職業指導、職業紹介、職業

訓練、創業の支援その他の必要な措置を講ず

るよう努めるものとする。 

２ 地方公共団体は、女性の職業生活における活

躍を推進するため、前項の措置と相まって、

職業生活を営み、又は営もうとする女性及び

その家族その他の関係者からの相談に応じ、

関係機関の紹介その他の情報の提供、助言そ

の他の必要な措置を講ずるよう努めるもの

とする。 

３ 地方公共団体は、前項に規定する業務に係る

事務の一部を、その事務を適切に実施するこ

とができるものとして内閣府令で定める基

準に適合する者に委託することができる。 

４ 前項の規定による委託に係る事務に従事す

る者又は当該事務に従事していた者は、正当

な理由なく、当該事務に関して知り得た秘密

を漏らしてはならない。 

 （財政上の措置等） 

第二十三条 国は、女性の職業生活における活躍

の推進に関する地方公共団体の施策を支援

するために必要な財政上の措置その他の措

置を講ずるよう努めるものとする。 

 （国等からの受注機会の増大） 

第二十四条 国は、女性の職業生活における活躍

の推進に資するため、国及び公庫等（沖縄振

興開発金融公庫その他の特別の法律によっ

て設立された法人であって政令で定めるも

のをいう。）の役務又は物件の調達に関し、予

算の適正な使用に留意しつつ、認定一般事業

主、特例認定一般事業主その他の女性の職業

生活における活躍に関する状況又は女性の

職業生活における活躍の推進に関する取組

の実施の状況が優良な一般事業主（次項にお

いて「認定一般事業主等」という。）の受注の

機会の増大その他の必要な施策を実施する

ものとする。 

２ 地方公共団体は、国の施策に準じて、認定一

般事業主等の受注の機会の増大その他の必

要な施策を実施するように努めるものとす

る。 

 （啓発活動） 

第二十五条 国及び地方公共団体は、女性の職業

生活における活躍の推進について、国民の関

心と理解を深め、かつ、その協力を得るとと

もに、必要な啓発活動を行うものとする。 

 （情報の収集、整理及び提供） 

第二十六条 国は、女性の職業生活における活躍

の推進に関する取組に資するよう、国内外に

おける女性の職業生活における活躍の状況

及び当該取組に関する情報の収集、整理及び

提供を行うものとする。 

 （協議会） 

第二十七条 当該地方公共団体の区域において

女性の職業生活における活躍の推進に関す

る事務及び事業を行う国及び地方公共団体

の機関（以下この条において「関係機関」と

いう。）は、第二十二条第一項の規定により国

が講ずる措置及び同条第二項の規定により

地方公共団体が講ずる措置に係る事例その

他の女性の職業生活における活躍の推進に

有用な情報を活用することにより、当該区域

において女性の職業生活における活躍の推

進に関する取組が効果的かつ円滑に実施さ

れるようにするため、関係機関により構成さ

れる協議会（以下「協議会」という。）を組織

することができる。 

２ 協議会を組織する関係機関は、当該地方公共

団体の区域内において第二十二条第三項の

規定による事務の委託がされている場合に

は、当該委託を受けた者を協議会の構成員と

して加えるものとする。 

３ 協議会を組織する関係機関は、必要があると

認めるときは、協議会に次に掲げる者を構成

員として加えることができる。 

 一 一般事業主の団体又はその連合団体 

 二 学識経験者 

 三 その他当該関係機関が必要と認める者 
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４ 協議会は、関係機関及び前二項の構成員（以

下この項において「関係機関等」という。）が

相互の連絡を図ることにより、女性の職業生

活における活躍の推進に有用な情報を共有

し、関係機関等の連携の緊密化を図るととも

に、地域の実情に応じた女性の職業生活にお

ける活躍の推進に関する取組について協議

を行うものとする。 

５ 協議会が組織されたときは、当該地方公共団

体は、内閣府令で定めるところにより、その

旨を公表しなければならない。 

 （秘密保持義務） 

第二十八条 協議会の事務に従事する者又は協

議会の事務に従事していた者は、正当な理由

なく、協議会の事務に関して知り得た秘密を

漏らしてはならない。 

 （協議会の定める事項） 

第二十九条 前二条に定めるもののほか、協議会

の組織及び運営に関し必要な事項は、協議会

が定める。 

 

   第五章 雑則 

 （報告の徴収並びに助言、指導及び勧告） 

第三十条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関

し必要があると認めるときは、第八条第一項

に規定する一般事業主又は認定一般事業主

若しくは特例認定一般事業主である同条第

七項に規定する一般事業主に対して、報告を

求め、又は助言、指導若しくは勧告をするこ

とができる。 

 （公表） 

第三十一条 厚生労働大臣は、第二十条第一項若

しくは第二項の規定による公表をせず、若し

くは虚偽の公表をした第八条第一項に規定

する一般事業主又は第二十条第三項に規定

する情報に関し虚偽の公表をした認定一般

事業主若しくは特例認定一般事業主である

第八条第七項に規定する一般事業主に対し、

前条の規定による勧告をした場合において、

当該勧告を受けた者がこれに従わなかった

ときは、その旨を公表することができる。 

 （権限の委任） 

第三十二条 第八条、第九条、第十一条、第十二

条、第十五条、第十六条、第三十条及び前条

に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働

省令で定めるところにより、その一部を都道

府県労働局長に委任することができる。 

 （政令への委任） 

第三十三条 この法律に定めるもののほか、この

法律の実施のため必要な事項は、政令で定め

る。 

 

   第六章 罰則 

第三十四条 第十六条第五項において準用する

職業安定法第四十一条第二項の規定による

業務の停止の命令に違反して、労働者の募集

に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円

以下の罰金に処する。 

第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者

は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金

に処する。 

 一 第二十二条第四項の規定に違反して秘密

を漏らした者 

 二 第二十八条の規定に違反して秘密を漏ら

した者 

第三十六条 次の各号のいずれかに該当する者

は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金

に処する。 

 一 第十六条第四項の規定による届出をしな

いで、労働者の募集に従事した者 

 二 第十六条第五項において準用する職業安

定法第三十七条第二項の規定による指示に

従わなかった者 

 三 第十六条第五項において準用する職業安

定法第三十九条又は第四十条の規定に違反

した者 

第三十七条 次の各号のいずれかに該当する者

は、三十万円以下の罰金に処する。 

 一 第十条第二項（第十四条第二項において準

用する場合を含む。）の規定に違反した者 

 二 第十六条第五項において準用する職業安

定法第五十条第一項の規定による報告をせ

ず、又は虚偽の報告をした者 

 三 第十六条第五項において準用する職業安

定法第五十条第二項の規定による立入り若

しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、

又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽

の陳述をした者 

 四 第十六条第五項において準用する職業安

定法第五十一条第一項の規定に違反して秘

密を漏らした者 

第三十八条 法人の代表者又は法人若しくは人

の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務に関し、第三十四条、第三十

六条又は前条の違反行為をしたときは、行為

者を罰するほか、その法人又は人に対しても、

各本条の罰金刑を科する。 

第三十九条 第三十条の規定による報告をせず、

又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の

過料に処する。 
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   附 則 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。た

だし、第三章（第七条を除く。）、第五章（第

二十八条を除く。）及び第六章（第三十条を除

く。）の規定並びに附則第五条の規定は、平成

二十八年四月一日から施行する。 

（この法律の失効） 

第二条 この法律は、令和十八年三月三十一日限

り、その効力を失う。 

２ 第二十二条第三項の規定による委託に係る

事務に従事していた者の当該事務に関して

知り得た秘密については、同条第四項の規定

（同項に係る罰則を含む。）は、前項の規定に

かかわらず、同項に規定する日後も、なおそ

の効力を有する。 

３ 協議会の事務に従事していた者の当該事務

に関して知り得た秘密については、第二十八

条の規定（同条に係る罰則を含む。）は、第一

項の規定にかかわらず、同項に規定する日後

も、なおその効力を有する。 

４ この法律の失効前にした行為に対する罰則

の適用については、この法律は、第一項の規

定にかかわらず、同項に規定する日後も、な

おその効力を有する。 

（政令への委任） 

第三条 前条第二項から第四項までに規定する

もののほか、この法律の施行に伴い必要な経

過措置は、政令で定める。 

（検討） 

第四条 政府は、この法律の施行後三年を経過した

場合において、この法律の施行の状況を勘案し、

必要があると認めるときは、この法律の規定に

ついて検討を加え、その結果に基づいて必要な

措置を講ずるものとする。 

 

附 則 （平成二九年三月三一日法律第一四

号） 抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十九年四月一日から

施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第一条中雇用保険法第六十四条の次に一

条を加える改正規定及び附則第三十五条

の規定 公布の日 

二及び三 略 

四 第二条中雇用保険法第十条の四第二項、第

五十八条第一項、第六十条の二第四項、第

七十六条第二項及び第七十九条の二並び

に附則第十一条の二第一項の改正規定並

びに同条第三項の改正規定（「百分の五十

を」を「百分の八十を」に改める部分に限

る。）、第四条の規定並びに第七条中育児・

介護休業法第五十三条第五項及び第六項

並びに第六十四条の改正規定並びに附則

第五条から第八条まで及び第十条の規定、

附則第十三条中国家公務員退職手当法（昭

和二十八年法律第百八十二号）第十条第十

項第五号の改正規定、附則第十四条第二項

及び第十七条の規定、附則第十八条（次号

に掲げる規定を除く。）の規定、附則第十

九条中高年齢者等の雇用の安定等に関す

る法律（昭和四十六年法律第六十八号）第

三十八条第三項の改正規定（「第四条第八

項」を「第四条第九項」に改める部分に限

る。）、附則第二十条中建設労働者の雇用の

改善等に関する法律（昭和五十一年法律第

三十三号）第三十条第一項の表第四条第八

項の項、第三十二条の十一から第三十二条

の十五まで、第三十二条の十六第一項及び

第五十一条の項及び第四十八条の三及び

第四十八条の四第一項の項の改正規定、附

則第二十一条、第二十二条、第二十六条か

ら第二十八条まで及び第三十二条の規定

並びに附則第三十三条（次号に掲げる規定

を除く。）の規定 平成三十年一月一日 

（罰則に関する経過措置） 

第三十四条 この法律（附則第一条第四号に掲げ

る規定にあっては、当該規定）の施行前にし

た行為に対する罰則の適用については、なお

従前の例による。 

（その他の経過措置の政令への委任） 

第三十五条 この附則に規定するもののほか、この

法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定

める。 

 

附 則 （令和元年六月五日法律第二四号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年

を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規

定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第三条中労働施策の総合的な推進並びに

労働者の雇用の安定及び職業生活の充実

等に関する法律第四条の改正規定並びに

次条及び附則第六条の規定 公布の日 

二 第二条の規定 公布の日から起算して三
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年を超えない範囲内において政令で定め

る日 

（罰則に関する経過措置） 

第五条 この法律の施行前にした行為に対する

罰則の適用については、なお従前の例による。 

（政令への委任） 

第六条 この附則に定めるもののほか、この法律

の施行に関して必要な経過措置は、政令で定

める。 

（検討） 

第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過し

た場合において、この法律による改正後の規

定の施行の状況について検討を加え、必要が

あると認めるときは、その結果に基づいて所

要の措置を講ずるものとする。 

 

附 則 （令和四年三月三一日法律第一二号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、令和四年四月一日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

一 第二条中職業安定法第三十二条及び第三

十二条の十一第一項の改正規定並びに附

則第二十八条の規定 公布の日 

二 略 

三 第一条中雇用保険法第十条の四第二項及

び第五十八条第一項の改正規定、第二条の

規定（第一号に掲げる改正規定並びに職業

安定法の目次の改正規定（「第四十八条」

を「第四十七条の三」に改める部分に限

る。）、同法第五条の二第一項の改正規定及

び同法第四章中第四十八条の前に一条を

加える改正規定を除く。）並びに第三条の

規定（職業能力開発促進法第十条の三第一

号の改正規定、同条に一項を加える改正規

定、同法第十五条の二第一項の改正規定及

び同法第十八条に一項を加える改正規定

を除く。）並びに次条並びに附則第五条、

第六条及び第十条の規定、附則第十一条中

国家公務員退職手当法第十条第十項の改

正規定、附則第十四条中青少年の雇用の促

進等に関する法律（昭和四十五年法律第九

十八号）第四条第二項及び第十八条の改正

規定並びに同法第三十三条の改正規定（「、

第十一条中「公共職業安定所」とあるのは

「地方運輸局」と、「厚生労働省令」とあ

るのは「国土交通省令」と、「職業安定法

第五条の五第一項」とあるのは「船員職業

安定法第十五条第一項」と」を削る部分を

除く。）並びに附則第十五条から第二十二

条まで、第二十四条、第二十五条及び第二

十七条の規定 令和四年十月一日 

（政令への委任） 

第二十八条 この附則に定めるもののほか、この

法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で

定める。 

 

附 則 （令和四年六月一七日法律第六八号）抄 

（施行期日） 

１ この法律は、刑法等一部改正法施行日から施

行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

 

附 則 （令和七年六月一一日法律第六三号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年

六月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。ただし、次の各号に掲げ

る規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第一条中労働施策の総合的な推進並びに

労働者の雇用の安定及び職業生活の充実

等に関する法律第四条に一項を加える改

正規定及び同法第三十八条第一項の改正

規定（「及び第二項」を「、第二項及び第

四項」に改める部分に限る。）、第三条中雇

用の分野における男女の均等な機会及び

待遇の確保等に関する法律附則第二項（見

出しを含む。）の改正規定（「令和八年三月

三十一日」を「令和十八年三月三十一日」

に改める部分に限る。）並びに第四条中女

性の職業生活における活躍の推進に関す

る法律第二条第一項の改正規定、同法第五

条第二項第三号の改正規定及び同法附則

第二条第一項の改正規定並びに次条並び

に附則第三条、第七条、第八条の二及び第

十六条の規定 公布の日 

二 第一条の規定（前号に掲げる改正規定を除

く。）及び第四条の規定（同号に掲げる改

正規定及び女性の職業生活における活躍

の推進に関する法律第十二条の改正規定

を除く。）並びに附則第六条の規定及び附

則第十三条中労働者派遣事業の適正な運

営の確保及び派遣労働者の保護等に関す

る法律（昭和六十年法律第八十八号）第四

十七条の四の改正規定（「昭和四十一年法

律第百三十二号）」の下に「第二十七条の

三第一項、」を加える部分に限る。） 令和

八年四月一日 

（女性の職業選択に資する情報の公表に関す
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る経過措置） 

第六条 第四条の規定（附則第一条第二号に掲げ

る改正規定に限る。）による改正後の女性の

職業生活における活躍の推進に関する法律

第二十条第一項及び第二項の規定は、同号に

掲げる規定の施行の日以後に終了する事業

年度の翌事業年度において行われる同条第

一項及び第二項の規定による情報の公表か

ら適用する。 

（政令への委任） 

第七条 この附則に定めるもののほか、この法律

の施行に関して必要な経過措置は、政令で定

める。 

（検討） 

第八条 政府は、この法律の施行後五年を経過し

た場合において、この法律による改正後のそ

れぞれの法律の規定の施行の状況について

検討を加え、必要があると認めるときは、そ

の結果に基づいて所要の措置を講ずるもの

とする。 

第八条の二 政府は、特定受託事業者（特定受託

事業者に係る取引の適正化等に関する法律

（令和五年法律第二十五号）第二条第一項に

規定する特定受託事業者をいう。以下この条

において同じ。）が受けた業務委託（同法第二

条第三項に規定する業務委託をいう。）に係

る業務において行われる顧客、取引の相手方、

施設の利用者その他の当該業務に関係を有

する者の言動であって、当該特定受託事業者

に係る特定受託業務従事者（同条第二項に規

定する特定受託業務従事者をいう。以下この

条において同じ。）が従事する業務の性質そ

の他の事情に照らして社会通念上許容され

る範囲を超えたものにより当該特定受託業

務従事者の就業環境が害されることのない

ようにするための施策について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律」と「困難な問題を抱える

女性への支援に関する法律」については、同法の市町村基本計画である「富士宮市困難

な問題を抱える女性への支援及び配偶者等からの暴力の防止並びに被害者支援基本計

画」に委ねます。 
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７ 男女共同参画に関する年表 

（国際婦人年以降） 

年 国連 国 静岡県 富士宮市 
1975 年 

（昭和 50 年） 

・国際婦人年世界会

議(メキシコシテ

ィ) 

「世界行動計画」採

択 

・婦人問題企画推進本

部設置 

・婦人問題企画推進会

議開催 

  

1976 年 

（昭和 51 年） 

・「国連婦人の十年」

始まる 

   

1977 年 

（昭和 52 年） 

 ・「国内行動計画」策定 

・「国立婦人教育会

館」（現・国立女性教

育会館）設置 

・労働部労働福祉課

に「婦人問題担当

窓口」設置 

・「婦人問題懇話会」

設置 

・プロジェクトチー

ム「婦人の地位向

上部会」設置 

 

1978 年 

（昭和 53 年） 

    

1979 年 

（昭和 54 年） 

・国連第 34 回総会

「女子差別撤廃条

約」採択 

   

1980 年 

（昭和 55 年） 

・「国連婦人の十年」

中間年世界会議

(コペンハーゲン) 
・「国連婦人の十年

後半期行動プログ

ラム」採択 

・「女子差別撤廃条約」

署名 

・生活環境部に「婦

人対策室」設置 

・「婦人行政推進庁

内連絡会議」設置 

・「婦人行政推進市

町村連絡会議」設

置 

 

1981 年 

（昭和 56 年） 

 ・「国内行動計画後期

重点目標」策定 

  

1982 年 

（昭和 57 年） 

    

1983 年 

（昭和 58 年） 

  ・生活環境部に「婦

人青少年課」設置 

 

1984 年 

（昭和 59 年） 

 ・女子差別撤廃条約へ

の批准に向けた「国

籍法」の改正 

  

1985 年 

（昭和 60 年） 

・「国連婦人の十年」

ナイロビ世界会議 

・「婦人の地位向上

のためのナイロビ

将来戦略」採択 

・女子差別撤廃条約へ

の批准に向けた「男

女雇用機会均等法」

の公布、「労働基準

法」の改正、「家庭科

教育に関する検討

会議」報告 

・「女子差別撤廃条約」

批准 

  

1986 年 

（昭和 61 年） 

 ・婦人問題企画推進本

部拡充（構成を全省

庁に拡大） 

・婦人問題企画推進有

識者会議開催 

・「婦人のための静

岡県計画」策定 

・「婦人問題推進会

議」設置 

 

1987 年 

（昭和 62 年） 

 ・「西暦 2000 年に向

けての新国内行動

計画」策定 

・生活環境部に「婦

人課」設置 

・労働部に「就業婦

人室」設置 
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年 国連 国 静岡県 富士宮市 
1988 年 

（昭和 63 年） 

 ・女子差別撤廃条約実

施状況第1回報告審

議 

  

1989 年 

（平成元年） 

・｢児童の権利に関

する条約」採択 

・学習指導要領の改訂

（高等学校家庭科

の男女必修等） 

  

1990 年 

（平成 2 年） 

・国連婦人の地位委

員会拡大会期 

・国連経済社会理事

会「婦人の地位向

上のためのナイロ

ビ将来戦略に関す

る第 1 回見直しと

評価に伴う勧告及

び結論」採択 

   

1991 年 

（平成 3 年） 

 ・「育児休業法」の公布 ・「婦人のための静

岡県計画」（修正計

画）策定 

 

1992 年 

（平成 4 年） 

 ・「育児休業法」施行 

・初代婦人問題担当大

臣就任 

  

1993 年 

（平成 5 年） 

・世界人権会議（ウ

ィーン）、女性に対

する暴力撤廃宣言 

・「短時間労働者の雇

用管理の改善等に

関する法律」（パー

トタイム労働法）の

公布 

・静岡県女性総合セ

ンターあざれあ開

館  

・「女性行政推進会

議」設置 

・教育委員会に女性

青少年課設置 

1994 年 

（平成 6 年） 

・国際人口開発会議

（カイロ）行動計

画採択 

・男女共同参画室・男

女共同参画審議会

(政令)・男女共同参

画推進本部設置 

・女子差別撤廃条約実

施状況第2回及び第

3 回報告審議 

・婦人課を「女性政

策課」、就業婦人室

を「就業女性室」に

改称 

・婦人問題推進会議

を「女性問題推進

会議」に改組 

・婦人行政推進庁内

連絡会議を「女性

行政推進庁内連絡

会議」に名称変更 

 

1995 年 

（平成 7 年） 

・第 4 回世界女性会

議－平等、開発、

平和のための行動

(北京) 「北京宣言

及び行動綱領」採

択 

・「育児休業法」を「育

児休業・介護休業

法」への改正(介護

休業制度の法制化) 

  

1996 年 

（平成 8 年） 

 ・男女共同参画推進連

携会議(えがりてネ

ットワーク)発足 

・「 男 女 共 同 参 画

2000 年プラン」策

定 

・「男女が共に創る

しずおかプラン」

策定 

・女性問題推進会議

を「男女が共に創

るしずおか推進懇

話会」に改組 

・女性行政推進会議

と女性行政推進庁

内連絡会議を統合

し「男女が共に創

るしずおか行政推

進会議」に改組 

・女性青少年課を生

涯学習課に改組 
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年 国連 国 静岡県 富士宮市 
1997 年 

（平成 9 年） 

 ・男女共同参画審議会

設置（法律） 

・「介護保険法」公布 

・「男女が共に創る

しずおかプラン推

進計画（アクショ

ンプログラム）」策

定 

・｢男女が共に創る

しずおか議員連

盟｣発足 

・生涯学習・男女共同

参画アンケート実

施 

1999 年 

（平成 11 年） 

 ・「男女共同参画社会

基本法」公布、施行 

・「食料・農業・農村基

本法」公布、施行 

・女性政策課を「生

活・文化部女性政

策室」、就業女性室

を「就業支援総室

就業支援室」に改

編 

・「ふじのくに・男女

共同参画の日」制

定 

・「富士宮市男女共同

参画プラン」策定 

・富士宮市女性セン

ター開館 

2000 年 

（平成 12 年） 

・国連特別総会「女

性 2000 年会議」

（ニューヨーク）

ミレニアム開発目

標（MDGｓ）設定

（目標 3：ジェン

ダー平等推進と女

性の地位向上） 

・「女性・平和・安全

保障に関する国連

安 保 理 決 議 第

1325 号」採択 

・「男女共同参画基本

計画」閣議決定 

・「男女が共に創る

しずおかプラン第

２次アクションプ

ログラム」策定 

・女性政策室を「男

女共同参画室」に

改称 

 

2001 年 

（平成 13 年） 

 ・男女共同参画会議及

び男女共同参画局

設置 

・「配偶者からの暴力

の防止及び被害者

の保護に関する法

律」施行 

・第 1 回男女共同参画

週間（以降、毎年実

施） 

・「仕事と子育ての両

立支援策の方針に

ついて」閣議決定 

・「静岡県男女共同

参画推進条例」公

布・施行 

・男女共同参画に関

する苦情相談窓口

を設置 

・「静岡県男女共同

参画会議」設置 

 

2002 年 

（平成 14 年） 

 ・アフガニスタン復興

支援国際会議（東京

開催）（「女性の地位

向上」が日本が重点

的に貢献すべき事

項となる） 

・アフガニスタンの女

性支援に関する懇

談会開催 

・配偶者暴力相談支

援センターを静岡

県女性相談センタ

ーに設置 

・男女共同参画に関

する意識調査実施 
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年 国連 国 静岡県 富士宮市 
2003 年 

（平成 15 年） 

 ・「女性のチャレンジ

支援策の推進につ

いて」男女共同参画

推進本部決定 

・女子差別撤廃条約実

施状況第4回及び第

5 回報告審議 

・「少子化社会対策基

本法」公布、施行 

・「次世代育成支援対

策推進法」公布、施

行 

・「静岡県男女共同

参画基本計画」“ハ

ーモニックしずお

か 2010”策定  

・静岡県女性総合セ

ンターを「静岡県

男女共同参画セン

ター」に改称  

・「しずおか男女共

同参画推進会議」

設立 

 

2004 年 

（平成 16 年） 

 ・「配偶者からの暴力

の防止及び被害者

の保護に関する法

律」改正 

・｢静岡県男女共同

参画白書」の発行 

（以後、毎年発行） 

・富士宮市女性セン

ターを富士宮市男

女共同参画センタ

ーに改称 

・富士宮市男女共同

参画推進条例施行 

・富士宮市男女共同

参画審議会設置 

2005 年 

（平成 17 年） 

・国連「北京＋10」

閣僚級会合（ニュ

ーヨーク） 

・「男女共同参画基本

計画（第 2 次）」閣

議決定 

・「女性の再チャレン

ジ支援プラン」策定 

 ・「第２次富士宮市男

女共同参画プラン」

策定 

2006 年 

（平成 18 年） 

 ・「男女雇用機会均等

法」改正 

・第 1 回東アジア男女

共同参画担当大臣

会合開催 

・「女性の再チャレン

ジ支援プラン」改定 

  

2007 年 

（平成 19 年） 

 ・「配偶者からの暴力

の防止及び被害者

の保護に関する法

律」改正 

・「パートタイム労働

法」改正 

・「仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・

バランス）憲章」及

び「仕事と生活の調

和推進のための行

動指針」策定 

・「静岡県男女共同

参画基本計画“ハ

ーモニックしずお

か 2010”後期実

践プラン」の策定 

 

2008 年 

（平成 20 年） 

   ・生涯学習課を教育

文化課に改組 

2009 年 

（平成 21 年） 

 ・「育児・介護休業法」

改正 

・女子差別撤廃条約実

施状況第 6 回報告

審議 

 ・男女共同参画に関

する意識調査実施 
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2010 年 

（平成 22 年） 

・国連「北京+15」

記念会合(ニュー

ヨーク) 

・国連グローバル・

コ ン パ ク ト

（ UNGC ） と

UNIFE（現  UN 

Women）が女性

のエンパワーメン

ト原則（WEPs）を

共同で作成 

・APEC 第 15 回女性

リーダーズネット

ワーク(WLN)会合

（東京開催） 

・「仕事と生活の調和

（ワーク・ライフ・

バランス）憲章」及

び「仕事と生活の調

和推進のための行

動指針」改定 

・「第 3 次男女共同参

画基本計画」閣議決

定 

・「第２次静岡県男

女共同参画基本計

画」の策定 

・教育文化課を社会

教育課に改組 

2011 年 

（平成 23 年） 

・UN Women 正式

発足 

  ・「第２次富士宮市男

女共同参画プラン

後期実施計画」策定 

2012 年 

（平成 24 年） 

・第 56 回国連婦人

の地位委員会「自

然災害におけるジ

ェンダー平等と女

性のエンパワ―メ

ント」決議案採択 

 ・「ふじのくに男女

共同参画防災ネッ

トワーク会議」設

置 

 

2013 年 

（平成 25 年） 

 ・若者・女性活躍推進

フォーラムの開催、

提言 

・「配偶者からの暴力

の防止及び被害者

の保護等に関する

法律」改正（平成 26

年 1 月施行） 

・「日本再興戦略」の中

核への「女性の活躍

推進」の位置付け 

  

2014 年 

（平成 26 年） 

・第 58 回国連婦人

の地位委員会「自

然災害におけるジ

ェンダー平等と女

性のエンパワーメ

ント」決議案採択 

・「パートタイム労働

法」改正 

・「女性が輝く社会に

向けた国際シンポ

ジウム」（ WAW! 

Tokyo 2014）開催

（以降、毎年開催） 

・「第２次静岡県男

女共同参画基本計

画・第２期実践計

画」の策定 

・「富士宮市 DV 対策

基本計画」策定 

・男女共同参画に関

する意識調査実施 

2015 年 

（平成 27 年） 

・国連「北京＋20」

記念会合（第 59

回国連婦人の地位

委員会（ニューヨ

ーク）） 

・第 3 回国連防災世

界会議（仙台）「仙

台防災枠組」採択 

・UN Women 日本

事務所開設 

・「持続可能な開発

のための2030ア

ジェンダ」（SDG

ｓ）採択（目標 5：

ジェンダー平等を

達成し、すべての

女性及び女児の能

力強化を行う） 

・「女性活躍加速のた

め の 重 点 方 針

2015」策定（以降、

毎年策定） 

・「女性の職業生活に

おける活躍の推進

に関する法律」公

布、一部施行（翌年、

全面施行） 

・「第 4 次男女共同参

画基本計画」閣議決

定 

・安保理決議 1325 号

等の履行に関する

「女性・平和・安全

保障に関する行動

計画」策定 

・「ふじのくに さく

や姫サミット」の

開催 
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2016 年 

（平成 28 年） 

・G7 伊勢・志摩サ

ミット「女性の能

力開花のための

G7 行動指針」及

び「女性の理系キ

ャリア促進のため

のイニシアティブ

（WINDS）」に合

意 

・女子差別撤廃条約実

施状況第7回及び第

8 回報告審議 

・「育児・介護休業法」

及び「男女雇用機会

均等法」等の改正 

 

・「しずおか女性活

躍先進企業サミッ

ト」の開催 

・「ふじのくに女性

活躍応援会議」の

発足 

・社会教育課から市

民交流課に改組 

・市民交流課内に女

性が輝くまちづく

り推進室を設置 

・「第３次富士宮市男

女共同参画プラン」

策定 

2017 年 

（平成 29 年） 

 ・刑法改正（強姦罪の

構成要件及び法定

刑の見直し等） 

・「静岡県の女性の

職業生活における

活躍の推進に関す

る計画」の策定 

 

2018 年 

（平成 30 年） 

 ・「政治分野における

男女共同参画の推

進に関する法律」公

布、施行 

・「セクシュアル・ハラ

スメント対策の強

化について～ メデ

ィア・行政間での事

案発生を受けての

緊急対策～」の策定 

・「第３次静岡県男

女共同参画基本計

画」策定 

 

2019 年 

（平成 31 年/ 

令和元年） 

・W20 日本開催（第

5 回 WAW!と同

時開催） 

・「女性の職業生活に

おける活躍の推進

に関する法律」等改

正 

 ・男女共同参画に関

するアンケート調

査実施 

2020 年 

（令和 2 年） 

・「第４回世界女性

会議 25 周年記念

ハイレベル会合」 

・ＵＮ Ｗoman（国

連女性機関）によ

るアンステレオタ

イプアライアンス

日本支部設立 

・「第 5 次男女共同参

画基本計画」閣議決

定 

・「性犯罪・性暴力対策

の強化の方針」を決

定 

・男女共同参画課に

おいて「性の多様

性への県民理解の

促進」に関するこ

とを新たに所管 

 

2021 年 

（令和 3 年） 

 ・「政治分野における

男女共同参画の推

進に関する法律」等

改正 

・「女性活躍・男女共同

参 画 の 重 点 方 針

2021」策定（以降、

毎年策定） 

・「第３次静岡県男

女共同参画基本計

画」策定 

・「第３次富士宮市男

女共同参画プラン 

後期実施計画」策定 

 

2022 年 

（令和 4 年） 

・国際女性会議 

WAW!2022開催 
・「困難な問題を抱え

る女性への支援に

関する法律」公布 

・「ＡＶ出演被害防止・

救済法」公布・施行 
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2023 年 

（令和 5 年） 

 ・「性的指向及びジェ

ンダーアイデンテ

ィティの多様性に

関する国民の理解

の増進に関する法

律」公布・施行 

・「配偶者からの暴力

の防止及び被害者

の保護に関する法

律」改正 

・「静岡県パートナ

ーシップ宣誓制

度」開始 

 

2024 年 

（令和 6 年） 

 ・「困難な問題を抱え

る女性への支援に

関する法律」施行 

・「静岡県困難な問

題を抱える女性支

援基本計画」策定 

 

・男女共同参画に関

するアンケート調

査実施 

2025 年 

（令和 7 年） 

 ・「独立行政法人男女

共同参画機構法」交

付 

  

2026 年 

（令和 8 年） 

 ・「第６次男女共同参

画基本計画」閣議決

定（予定） 

・国立女性教育会館の

解散、男女共同参画

機構の設置 

・「第４次静岡県男

女共同参画基本計

画」策定 

・「第４次富士宮市男

女共同参画プラン」

策定 

・「富士宮市困難な問

題を抱える女性へ

の支援及びＤＶ対

策基本計画」策定 
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８ 用語解説 

 ■あ行 

用 語 説 明 

アンコンシャス・バイアス 

（無意識の思い込み） 

自分自身は気づいていない「ものの見方や捉え方のゆがみや

偏り」をいい、自分自身では意識しづらく、ゆがみや偏りがあ

るとは認識していないため、「無意識の思い込み」と呼ばれる。 

例えば「家事・育児は女性がするべきだ」、「男性は仕事をし

て家計を支えるべきだ」のようなものが該当する。 

育児・介護休業法 

「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福

祉に関する法律」の略称。育児休業・介護休業・子の看護休暇・

介護休暇に関する制度を設けるとともに、育児や家族の介護を

行いやすくするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき

措置を定める等により、育児や家族の介護を行う労働者の職業

生活と家庭生活との両立を支援する法律。 

ＬＧＢＴＱ＋ 

性的マイノリティ（性的少数者）を表す言葉の１つで、レズ

ビアン（Lesbian。女性同性愛者）、ゲイ（Gay。男性同性愛者）、

バイセクシュアル（Bisexual。両性愛者）、トランスジェンダー

（Transgender。性自認が出生時に割り当てられた性別と一致

しない人）の頭文字をとった言葉のこと。そのほか、クエスチ

ョニング（Questioning。自分自身の性のあり方を決められな

い、わからない、決めない等の人）、クィア（Queer。規範的で

はないとされる性のあり方を包括的に表す言葉）を表す「Ｑ」

や以上に当てはまらない多様な性を表す「＋」を加えた「ＬＧ

ＢＴＱ＋」という言葉も用いられる。 

 ■か行 

用 語 説 明 

家族経営協定 

家族農業経営に携わる各世帯員が、家族間の十分な話し合い

に基づき、経営方針や役割分担、世帯員全員が働きやすい就業

環境等について取り決める協定のこと。 

キャリア教育 

児童生徒一人ひとりの社会的・職業的自立に向け、必要な基

盤となる能力や態度を育てることを通してキャリア発達（社会

のなかで、自分の役割を果たしながら自分らしい生き方を実現

していく過程）を促す教育のこと。 

健康寿命 

健康な状態で生活することが期待される平均期間またはそ

の指標の総称。健康な状態を日常生活動作が自立していること

と規定した場合に、介護保険の要介護度の要介護 2 から 5 を不

健康な状態とし、それ以外を健康（自立）な状態とする。毎年・

地域ごと算出できる指標のこと。 

固定的(な)性別役割分担意識 

「男は仕事・女は家庭」、「男性は主要な業務・女性は補助的

業務」等のように、男性、女性という性別を理由として、役割

を固定的に分ける考え方のこと。 

困難な問題を抱える女性への

支援に関する法律 

性被害や家庭の状況等の様々な事情により日常生活や社会

生活を送る上で困難な問題を抱える女性への支援のための施

策を推進する法律。令和 6（2024）年 4 月施行。支援対象は、

年齢、障がいの有無、国籍等を問わないものとされる。 
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 ■さ行 

用 語 説 明 

産後うつ 

出産後 6～8 週間の母体が妊娠前の状態に回復するまでの期

間は、急激な身体的変化、ホルモンの変化のみならず育児とい

った心理社会的変化も同時に起こるため、うつ病を発症しやす

く、「産後うつ病」とも呼ばれる。 

ジェンダー 

「社会的・文化的に形成された性別」のこと。社会通念や慣

習の中にある、社会によって作り上げられた「男らしさ」「女ら

しさ」のように規範（模範、ルール）としての働きを持つ、い

ろいろな意味を含む考え方。「ジェンダー」は、それ自体に良い、

悪い等の価値を含むものではなく、国際的にも使われている。 

ジェンダーギャップ 

男女の違いにより生じる様々な格差のことで、具体的には男

女間の賃金の差異、性別による役割分担意識などの性別による

格差を指す。 

ジェンダー・ギャップ指数 

世界経済フォーラム（World Economic Forum）から毎年、公

表される指数であり、経済、教育、健康、政治の 4 分野のデー

タから作成され、0 が完全不平等、1 が完全平等を意味する。 

ジェンダー平等 
性別にかかわらず、公平かつ平等に責任や権利、機会を分か

ち合い、あらゆる物事を一緒に決めていくこと。 

静岡県パートナーシップ宣誓

制度 

静岡県が、パートナーシップ関係にある二人から提出された

宣誓書の受理を証明する制度。令和 5（2023）年 3 月から運用

開始。本市では市営住宅への入居申込みや住民票の続柄を「縁

故者」とすることが可能となる。 

女性活躍推進法 

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律」の略

称。女性の個性と能力が十分に発揮できる社会を実現するた

め、国、地方公共団体、民間事業主（一般事業主）の各主体に

おいて女性の活躍推進に関する責務等を定めた法律。平成 28

（2016）年 4 月施行。 

セクシュアル・リプロダクテ

ィブ・ヘルス／ライツ 

性と生殖に関する健康と権利と訳され、性と生殖に関する機

能と活動過程の全てにおいて、身体的・精神的・社会的に良好

な状態にあること、全ての個人やカップルが、性と生殖に関し

て自己決定でき、そのために必要な情報や手段を得ることがで

きる権利のことを指す。 

 ■た行 

用 語 説 明 

ダイバーシティ 

「多様性」という意味で、人種や国籍、年齢、性別、障がい

の有無、価値観、宗教など、属性が異なる多種多様な人々がい

る状態を指す。 

男女共同参画社会基本法 

男女共同参画社会の形成に関して、基本理念を定め、国や地

方公共団体、国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参

画社会形成の促進に関する施策の基本となる事項を定める法

律。平成 11（1999）年 6 月施行。 

男女雇用機会均等法 

「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等

に関する法律」の略称。法の下の平等を保障する日本国憲法の

理念にのっとり、雇用分野における男女の均等な機会及び待遇

の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して、妊娠中及

び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的

とする法律。 
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用 語 説 明 

地域寄り合い処 

身近な地域の区民館、集会所、自宅などを活用し、地域住民

の閉じこもり防止や孤立防止、健康づくりなどを目的に行われ

る活動のこと。 

ＤＶ（ドメスティック・バイ

オレンス） 

配偶者や恋人など親密な関係にある（あった）者から振るわ

れる暴力のこと。身体的暴力、精神的暴力、性的暴力、経済的

暴力、社会的暴力等がある。 

ＤＶ防止法 

「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律」の略称。配偶者等からの暴力に係る通報、相談、保護、自

立支援等の体制を整備し、配偶者からの暴力の防止及び被害者

の保護を図ることを目的とする法律。平成 13（2001）年 10 月

施行。 

デートＤＶ 

交際中の恋人の間で起こる暴力のこと。殴る、蹴る等の身体

的暴力のほか、相手を思いどおりに支配しようとする態度や行

為も含む。 

 ■は行 

用 語 説 明 

ハラスメント 
相手の望まない言動により、不愉快な気持ちにさせたり、精

神的・身体的な苦痛、不利益を与えたりする行為のこと。 

ファミリー・サポート・セン

ター事業 

仕事と育児の両立支援のため、子育てを手助けしてほしい人

(委託会員)と、お手伝いしたい人(受託会員)が、会員として登

録し、育児サービスの活動を支援する会員組織のこと。 

不育症 
妊娠はするが流産や死産などを 2～3 回以上繰り返して、こ

どもを持てない状態のこと。 

ふじのくに女性活躍応援会議 

県内の産業界における女性の活躍をより一層加速化させ、誰

もが希望に応じて働き続け、活躍できる社会を形成するため、

平成 28（2016）年 3 月に発足した官民一体のネットワーク型組

織。メンバーである企業・団体と事務局である県男女共同参画

課が連携・協働し、女性活躍を進めるための事業の実施や情報

発信を行っている。 

放課後児童健全育成事業 

保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学して

いる児童の放課後の適切な遊び・生活の場を確保するため、放

課後児童クラブを開設する事業。 

包括的性教育 

身体や生殖の仕組みだけでなく、人間関係や性の多様性、ジ

ェンダー平等、幸福など幅広いテーマを含む教育のこと。ユネ

スコの「国際セクシュアリティ教育ガイダンス」は、性教育の

国際的な指針となっている。 

防災指導員 

自主防災組織の活性化を図るため市町村が選任する、地域防

災活動をきめ細かに指導できる人材のこと。地震等に関する知

識、救急法等を習得し、自主防災会の育成・市民の防災意識啓

発を担う。 
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 ■や行・ら行・わ行 

用 語 説 明 

やさしい日本語 
普段使われている言葉を、外国人等にもわかるように配慮し

て簡単にした日本語のこと。 

労働施策総合推進法 

「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び

職業生活の充実等に関する法律」の略称。昭和 41（1966）年に

制定された「雇用対策法」を改正し、労働者が生きがいをもっ

て働ける社会の実現を目的として、令和元（2019）年の改正に

より成立した法律。 

ワーク・ライフ・バランス 

（仕事と生活の調和） 

仕事と仕事以外の生活（家庭生活、地域生活、個人の自己啓

発等）が、希望するバランスで展開できる状態のこと。「仕事の

充実」と「仕事以外の充実」のバランスが保たれると、好循環

をもたらし、多様性に富んだ活力ある社会の実現に資すること

になるため、その基盤として極めて重要とされる。 
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